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Press Release

報道関係者 各位

事務処理誤り等（平成２２年１２月分）について

平成22年12月分の事務処理誤り等の件数及び個別の事案等について、別添

のとおりお知らせいたします。

なお、日本年金機構においては、引き続き事務処理誤り等の再発防止に努めて

まいります。

平成２３年２月１４日

（照会先）

品質管理部長 伊藤 誠一

（電話直通 ０３－６８９２－０７５２）

経営企画部広報室

（電話直通 ０３－５３４４－１１１０）
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別添

事務処理誤り等（平成２２年１２月分）について

Ⅰ 概 要

日本年金機構（本部及び年金事務所等）における公的年金業務の事務処理誤り及び業

務上発生した事件・事故（以下「事務処理誤り等」という。社会保険庁時代のものを含

む。）について、１２月に、本部担当部署及び年金事務所等の事務処理誤り等の詳細な

報告が完了したもの及びシステム事故等の詳細な報告が完了したものを取りまとめたも

の。

・これらの事務処理誤り等については、被保険者等の関係者から公表を控えるよう強く要請されない

限り、原則として、その事案の概要等を公表します。今回取りまとめた281件のうち、公表可能な228

件及びシステム事故4件について、その概要を日本年金機構ＨＰに掲載しています。

Ⅱ 状 況

以下の分析については、システム事故等を除く事務処理誤り等の２８１件を対象とし

ています。

１ 事務処理区分別件数

（１）受付時の書類管理誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4件 （1.4%）

〔郵送や窓口で受領した書類の担当部署への回付漏れ等、受付時の誤り〕

（２）確認・決定誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 89件（31.7%）

〔届書内容の確認誤り、金融機関等のコード記入誤り等、事実関係の誤認や法令の適用誤り〕

（３）未処理・処理遅延・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45件（16.0%）

〔審査決定すべき届書の未処理、社会保険オンラインシステムへの入力漏れ、日本年金機構本部

への進達漏れ、関係部署からの返戻書類の未処理等〕

（４）入力誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32件 (11.4%）

〔数字や氏名等の入力誤り、一部項目の入れ違え等、入力時の誤り〕

（５）通知書等の作成誤り・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 8件 （2.8%）

〔様式誤り、記載事項誤り等、出力・作成時等の誤り〕

（６）誤送付・誤送信・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ 22件 （7.8%）

〔別の送付先への書類混入等の誤送付、誤送信、誤交付等、配付時の誤り〕

（７）説明誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24件 （8.6%）

〔窓口、電話等での制度説明誤り、申請書等の指示誤り等、相談時の誤り〕

（８）受理後の書類管理誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7件 （2.5%）

〔受理した申請書、添付書類の紛失等〕

（９）記録訂正誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8件 （2.8%）

〔別人の記録を訂正、別人の記録を統合〕

（10）事故等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42件（15.0%）

〔身分証明書等の紛失、不適正な事務処理等、通常の業務処理の流れの中での誤りには該当しな

いもの〕

合計 281件（100.0%）
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２ 制度等別件数

（１）厚生年金適用関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57件 （20.3%）

（２）厚生年金徴収関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12件 (4.3%）

（３）国民年金適用関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18件 （6.4%）

（４）国民年金徴収関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40件 （14.2%）

（５）年金給付関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120件 （42.7%）

（６）船員保険関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0件 （0.0%）

（７）その他 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 34件 （12.1%）

合計 281件（100.0%）

３ 制度等別･事務処理区分別内訳

表１ 制度等別・事務処理区分別内訳一覧表
受付時

の書類

管理誤

り

確認・

決定誤

り

未処理・

処理遅

延

入力誤

り

通知書

等の作

成誤り

誤送付・

誤送信

説明誤

り

受理後

の書類

管理誤

り

記録訂

正誤り
事故等 計

厚生年金

適用関係

1 15 12 13 0 11 1 2 1 1 57

(1) (2) (2) (2) (0) (2) (1) (0) (0) (0) (10)

厚生年金

徴収関係

1 6 2 1 0 2 0 0 0 0 12

(0) (2) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (4)

国民年金

適用関係

1 9 3 3 1 0 1 0 0 0 18

(0) (4) (1) (2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (7)

国民年金

徴収関係

0 9 15 3 6 2 4 0 0 1 40

(0) (0) (2) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (4)

年金給付

関係

1 50 12 12 1 7 18 5 7 7 120

(0) (9) (1) (2) (0) (0) (6) (1) (1) (3) (23)

船員保険

関係

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

その他
0 0 1 0 0 0 0 0 0 33 34

(0) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (4) (5)

計
4 89 45 32 8 22 24 7 8 42 281

(1) (17) (8) (8) (0) (2) (7) (1) (1) (8) (53)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。
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４ 事務処理誤り等の原因

（１）原因別件数

① 確認不足・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 192件（68.3%）

〔窓口装置操作の際にキータッチ等を誤ったもの・入力を漏らしていたもの、通知書等の封入

封緘時における内容物や宛先の確認を漏らしていたもの等〕

② 適用・認識誤り・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 11件 （3.9%）

〔法令や通知等に係る解釈を誤っていたもの、理解が不足していたもの等〕

③ 届書等の放置・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ 36件 (12.8%）

〔本来行うべき処理を多忙や失念により適切な時期までに処理を行わなかったもの〕

④ その他・・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42件（15.0%）

〔不正行為、不適正な事務処理、事故等〕

合計 281件（100.0%）

（２）原因別･事務処理区分別内訳

表 ２ 原因別・事務処理区分別内訳一覧表

受付時
の書類
管理誤り

確認・
決定誤り

未処理・
処理遅
延
入力誤り

通知書
等の作
成誤り

誤送付・
誤送信 説明誤り

受理後
の書類
管理誤り

記録訂
正誤り 事故等 計

確認不足
4 83 8 32 8 22 20 7 8 0 192

(1) (16) (2) (8) (0) (2) (7) (1) (1) (0) (38)

適用・認識誤り
0 5 2 0 0 0 4 0 0 0 11

(0) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (2)

届書等の放置
0 1 35 0 0 0 0 0 0 0 36

(0) (0) (5) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (5)

その他
0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (8) (8)

計
4 89 45 32 8 22 24 7 8 42 281

(1) (17) (8) (8) (0) (2) (7) (1) (1) (8) (53)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。

（３）原因別･制度等別内訳

表 ３ 原因別・制度等別内訳一覧表

厚生年金
適用関係

厚生年金
徴収関係

国民年金
適用関係

国民年金
徴収関係

年金給付
関係

船員保険
関係

その他 計

確認不足
46 10 15 26 95 0 0 192

(9) (3) (5) (2) (19) (0) (0) (38)

適用・認識誤り
0 0 1 1 9 0 0 11

(0) (0) (1) (0) (1) (0) (0) (2)

届書等の放置
10 2 2 12 9 0 1 36

(1) (1) (1) (1) (0) (0) (1) (5)

その他
1 0 0 1 7 0 33 42

(0) (0) (0) (1) (3) (0) (4) (8)

計
57 12 18 40 120 0 34 281

(10) (4) (7) (4) (23) (0) (5) (53)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。
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５ 事務処理誤り等による影響

（１）事務処理誤り等による影響額別内訳

表 ４ 事務処理誤り等による影響額別一覧表

影響額
厚生年金

適用関係

厚生年金

徴収関係

国民年金

適用関係

国民年金

徴収関係

年金給付

関係

船員保険

関係
その他 計

影響額なし
29 6 10 32 41 0 23 141

(6) (2) (2) (1) (8) (0) (2) (21)

１万円未満
3 3 1 4 4 0 2 17

(0) (1) (1) (2) (1) (0) (0) (5)

１万円以上

５万円未満

2 0 3 2 10 0 3 20

(1) (0) (2) (0) (2) (0) (0) (5)

５万円以上

１０万円未満

2 0 2 0 4 0 1 9

(0) (0) (1) (0) (1) (0) (0) (2)

１０万円以上

５０万円未満

14 2 2 1 31 0 1 51

(2) (1) (1) (0) (4) (0) (1) (9)

５０万円以上

１００万円未満

1 0 0 0 9 0 1 11

(0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (1)

１００万円以上

５００万円未満

4 1 0 1 12 0 3 21

(1) (0) (0) (1) (2) (0) (2) (6)

５００万円以上
2 0 0 0 9 0 0 11

(0) (0) (0) (0) (4) (0) (0) (4)

計
57 12 18 40 120 0 34 281

(10) (4) (7) (4) (23) (0) (5) (53)

（注１）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。

（注２）影響額の区分は、事務処理誤り等によって年金や健康保険等の給付、保険料徴収額等に影響の

あった額を表示した。

（注３）影響額の区分欄の「影響額なし」とは、①誤送付などで年金や健康保険等の給付額、保険料徴

収額等に影響のないもの、②賞与支払届の金額を誤って入力したが、保険料納付までに保険料納

付額を訂正できたものなどで年金や健康保険等の給付、保険料徴収額等に影響のないものをいう。

また、影響額の未確定のものも「影響額なし」とする。
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（２）事務処理誤り等による事象別内訳

表 ５ 事務処理誤り等による事象別一覧表

事 象 件 数 総額（円） 平均金額（円）

過払い（年金等の額を多く払いすぎた件） 31 66,320,229 2,139,362

未払い（年金等の額を少なく支払った件） 51 45,970,315 901,379

過徴収（保険料金額を多く徴収した件） 15 13,155,785 877,052

未徴収（保険料金額を少なく徴収した件） 20 47,695,891 2,384,795

誤還付（保険料金額を誤ってお返しした件） 2 68,460 34,230

その他 21 19,959,941 950,473

計 140 193,170,621 1,379,790

（注１）「表５事務処理誤り等による事象別一覧表」は、「表４事務処理誤り等による影響額別一覧表」

の「影響額なし」以外の内訳を表示した。

（注２）「総額（円）」は、事務処理誤り等によって年金や保険料徴収額等に影響のあった額の合計金

額を表示した。

（注３）「その他」の内訳は以下のとおりである。

未払いと誤還付がある件 2件 45,655円

過払いと過徴収がある件 1件 47,365円

過払いと誤還付がある件 1件 206,570円

未払いと過徴収がある件 1件 330,096円

未徴収と過徴収がある件 1件 408,832円

過払いと未徴収がある件 2件 1,523,003円

未払いと過払いがある件 6件 16,497,870円

詐欺による被害 7件 900,550円

６ 事務処理誤り等の判明契機

（１）日本年金機構内部で判明・・・・・・・・・・・・・・・ 84件 （29.9%）

（２）日本年金機構外部からの通報等により判明・・・・・・・ 169件 (60.1%）

（３）その他（事件・事故等）・・・・・・・・・・・・・・・ 28件 （10.0%）

合計 281件（100.0%）
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Ⅲ システム誤りに伴う事故等

表 ６ システム事故等一覧表

発生年月日 件 名 対象者数 影響区分 総額（円）

H11. 6 時効特例給付金の支払い誤りについて 10名 過払い 32,539,483

H19. 7 時効特例給付金の支払い誤りについて 48名 過払い 21,982,396

S61. 4
繰上げ支給の老齢基礎年金受給者の特別支給の
老齢厚生年金の在職停止率の誤りについて

34名 未払い 364,419

S61. 4 諸変更処理時における老齢満了年月について 22名
過払い
未払い

2,146,739

（注１）「総額（円）」は、システム事故等によって年金等に影響のあった額の合計金額を表示した。

（注２）システム事故等の詳細は、別添の「日本年金機構の平成22年 12月分システム事故一覧」を参

照して下さい。



○日本年金機構の平成22年12月分 システム事故等一覧（66ページ）

（注）各事項について、１.受付時の書類管理誤り、２.確認・決定誤り、３.未処理・処理遅延、４.入力誤り、５.通知書等の作成誤り、６.誤送付・誤送信、７.説明誤り、８.受理後の書類管理誤り、９.記録訂正誤り、１０.事故等の順に編綴

○日本年金機構の平成22年12月分の事務処理誤り等一覧（１～65ページ）

１．厚生年金適用関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１Ｐ 整理番号 １～４７

２．厚生年金徴収関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１３Ｐ 整理番号 ４８～５５

３．国民年金適用関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１５Ｐ 整理番号 ５６～６６

４．国民年金徴収関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１８Ｐ 整理番号 ６７～１０２

５．年金給付関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８Ｐ 整理番号 １０３～１９９

６．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８Ｐ 整理番号 ２００～２２８



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

賞与支払
届の催告
状の送付
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

群馬
事務
センター

2010年9月14日 2010年9月16日

○お客様の声により、賞与支払届の催告状
（葉書）の送付誤りがあったと、ブロック本部
より報告を受け、判明しました。

○社会保険労務士より、すでに届書を提出し
決定通知書が届いているにもかかわらず届
書を提出するようにと催告状が度々送付され
てくる、今回は９月８日付けで事務センターか
ら賞与の決定通知書が届いているのに、９月
１６日に催告状（９月８日付）が届いた、 行き
違いがないようにお願いしてきたが、今回２
度目のため改善されないので、ブロック本部
から指導をしていただきたいとの内容でし
た。
○事務処理において社会保険労務士分を引
き抜きし、別送する作業工程において、提出
が確認できた事業所のリストの抹消及び葉
書の引き抜き作業後、発送分の葉書のうち、

1社会
保険
労務
士

― 0

○ブロック本部より、社会保険労務士
よりすでに届書を提出し、決定通知書
が届いているにもかかわらず届書を提
出するようにと催告状が送付されたと
のお申出に対し、業務指導を受けまし
た。
○担当者が社会保険労務士にお詫び
のうえ、説明しました。ブロック本部の
指導に従い、改善に努めるよう求めら
れ、了承を得ました。

○早朝のグループ内ミーティングにお
いて、発送前の確認作業を怠ったため
に、引抜分で送付しなくてもよい社会
保険労務士に送ってしまった事案を周
知すると共に、今後の再発防止として
このような誤りが起きぬよう、確認作
業には万全を期し、最終確認まで細心
の注意を図ることを徹底しました。

外
部

1

2

賞与支払
届の入力
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

東京 港 2008年12月19日 2010年10月7日

○他年金事務所において、標準賞与額に誤
りがあるとして、年金加入記録回答票を受付
しました。
○確認しましたところ、標準賞与額の入力誤
りが判明しました。

○事業所より賞与支払届の提出を受け、入
力処理を行った際、一桁誤って入力してし
まったことが原因であり、処理結果を確認す
る過程においても誤りを発見することができ
ませんでした。 1事業

所1名
未徴収 139,320

○厚生年金適用課長が事業主様へ連
絡し、お詫びのうえ、事象を説明し、了
承を得ました。また、ご本人様に電話
にてお詫びし、了承を得ました。

○厚生年金適用課長より当該事象を
課内職員全員に周知するとともに、届
書記載内容の確認と処理結果の
チェックを徹底するよう指導しました。

内
部

書の引き抜き作業後、発送分の葉書のうち、
社会保険労務士ごとにまとめて発送しました
ところ、引き抜きした分が別送分だと勘違い
し、社会保険労務士へ発送してしまったもの
です。

○当該事業所間で移籍があり、事業所、年
金事務所の円滑な事務遂行や 健康保険被

○全国健康保険協会から無効な健康保険被
保険者証の使用に伴う診療報酬明細書の返

無効な健
康保険被

○年金事務所担当者、全国健康保険
協会の担当者が医療機関 訪問し

○課内朝礼において、当該事象を説
明し 健康保険被保険者証の回収状金事務所の円滑な事務遂行や、健康保険被

保険者証の早期交付等について事前に事業
所と調整しました。
○調整の結果、本来、資格喪失届提出時に
添付が必要な健康保険被保険者証は、資格
喪失届の提出後に事業所にて回収し、速や
かに提出してもらうこととしていました。システ
ム上、FDでの届出の場合、一括集信すると
被保険者証の回収区分は自動的にオンライ
ン収録されるため、回収と登録されました。
○事業所との事前調整もあり、また、日頃か
ら年金保険事務に関する届出が適正に行わ
れていた事業所であったことから、速やかに
健康保険被保険者証の提出があるものと過
信してしまい、手作業で健康保険被保険者
証の回収区分を未回収に変更する処理を行
わなかったものです。

保険者証の使用に伴う診療報酬明細書の返
戻に係る医療機関との交渉の内容について
連絡がありました。
○被保険者様が医療機関に受診した際に、
旧の健康保険被保険者証を提示されまし
た。
○医療機関から診療報酬明細書が提出され
ましたが、資格喪失後の受診のため、医療機
関あてに返戻されました。医療機関から診療
報酬明細書が返戻されたことについて照会
があった際には、健康保険被保険者証はオ
ンライン記録上回収していることを説明しまし
たが、後に実際には回収できていない可能
性があることが判明しました。

康保険被
保険者証
の使用に
伴う診療
報酬明細
書の返戻
について

確
認
・
決
定
誤
り

京都 中京 2010年4月2日 2010年10月15日
1事業
所1名

― 0

協会の担当者が医療機関へ訪問し、
担当者様に経過の説明とお詫びをし、
了承を得ました。
○全国健康保険協会から医療機関よ
り再提出された診療報酬明細書を支
払基金が受理したと連絡がありまし
た。

明し、健康保険被保険者証の回収状
況の登録は慎重に行うよう指示しまし
た。

外
部

3

1
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○４月もしくは５月の途中に社会保険に加入
した場合、１ヵ月分に満たない給与しか支給
されていないときは、たとえ４月もしくは５月
の支払基礎日数が１７日以上あったとして
も、入社月の報酬は含めずに標準報酬月額
を決定します。しかしながら今回は、支払基
礎日数が１７日以上ある全ての算定対象月
を含んで標準報酬月額を決定してしまいまし
た。
○また、短時間就労者に係る標準報酬月額
の算定方法については、算定対象月のうち
支払基礎日数が１７日以上の月の平均月額
を基に決定すべきところ、支払基礎日数１５
日以上の月の平均月額を基に決定してしま

算定基礎
届の標準
報酬月額
決定誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

千葉
事務
センター

2010年4月 2010年10月8日

○新しく決定された標準報酬月額について、
事業所から年金事務所にお問合わせがあり
ました。
○届書を再点検しましたところ、事務センター
にて決定した標準報酬月額に誤りがあったこ
とが判明しました。

64事
業所
― 0

○年金事務所において訂正入力をし
ました。
○訂正後の決定通知書およびお詫び
の手紙を年金事務所より該当事業所
へ送付しました。

○グループ内打合せにおいて当該事
象を説明し、算定基礎届の審査にあ
たっては、審査にかかる法令通達をあ
らかじめ確認・理解したうえで、審査・
確認を行うことを指導しました。

外
部

4

日以上の月の平均月額を基に決定してしま
いました。
○職員が、審査後の算定基礎届をダブル
チェックしたうえで事業所へ発送していました
が、一部の事業所分の算定基礎届をダブル
チェックせずに処理し、決定通知書を発送し
たことが原因です。

り

二以上事
業所勤務
被保険者
保険料登
録票入力
漏れによ
る保険料
誤請求に
ついて

確
認
・
決 群馬 前橋 1992年5月 2010年10月19日

○毎年１０月に配信される、基本保険料算出
内訳書の二以上事業所勤務者欄と二以上事
業所勤務被保険者管理台帳を突合しました
ところ、二以上事業所勤務被保険者の存在
していない事業所に対し、誤請求が行われて
いることが判明しました。

○平成４年当時、他社会保険事務所（当時）
管内の非選択事業所の事業所が、旧前橋社
会保険事務所に所在地変更により移管しま
したが、その際、二以上勤務被保険者であっ
た２名の方について、移管元事務所又は移
管先事務所のどちらかで二以上事業所勤務
被保険者保険料登録票入力処理（減）を行
わなければならないところ、入力処理が行わ
れていませんでした。

1事業
所2名
過徴収 10,618,409

○担当者が事業主様と面談し、お詫
びのうえ、経過説明を行い、次回保険
料より充当処理を行うことで了承を得
ました。

○課内会議において、当該事象を説
明し、毎年、複数名によるチェックを必
ず行うよう指示しました。

内
部

5

6

月額変更
届の決定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

愛知 笠寺 2009年12月28日 2010年10月20日

○平成２２年度算定基礎届の決定通知書と、
届書の提出の確認についての文書を事業所
に送付しましたところ、事業所から１名につい
て年金事務所の記録が間違っているのでは
ないかとの確認の依頼を受けました。
○確認しましたところ、月額変更届の決定誤
りが判明しました。

○事業所から、事務センターにおいて入力処
理した改定通知書の写しと、年金事務所の
間違いだと思いますので確認してくださいと
のメモ書きの送付がありました。事務セン
ターに届書原本の確認を依頼しましたとこ
ろ、事業所が記入を誤っておりましたが、窓
口にてその記入誤りが発見できなかったこと
によります。

1名 未徴収 748,684

○担当課長が事業所に電話し、お詫
びのうえ、説明しました。保険料の不
足分については次回保険料で精算す
ることで了承を得ました。
○また、告知額と内訳のわかる書類
の送付の依頼を受けたため、書類を
作成し、送付しました。

○課内会議において、年金事務所の
窓口受付時に修正平均額欄に記入が
ある場合は必ず内容を確認し、修正平
均額欄に不要な記入があった場合は
その場で抹消する等の補正を徹底す
ることを申し合わせました。

外
部

決
定
誤
り

群馬 。
○また、今日まで判明しなかった原因として
は、毎年１０月に配信される基本保険料算出
内訳書の二以上事業所勤務者欄と二以上事
業所勤務被保険者管理台帳の突合が毎年
行われていなかったためです。

所2名
徴

部

2
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○育児休業終了日が平成２０年１月に係る、
育児休業等終了時報酬月額変更届を郵送に
て受理しました。同日、算定対象月が平成２
０年２月・３月・４月で記入されていたこの届
書について、当時の担当者が誤って算定対
象月を平成２０年１月・２月・３月と記入し、再
提出するよう文書で指示し、事業主様あてに
返戻しました。
○誤った指示どおり算定対象月及び報酬月
額等が訂正された届書を受理し、同日入力
処理を行いました。
○また、当該処理の決裁時においても誤りに
気づかず、その結果、本来であれば平成２０
年５月で改定するところ、平成２０年４月で改

育児休業
等終了時
報酬月額
変更届に
係る改定
月誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

愛知
名古屋
北

2008年8月20日 2010年11月2日

○事業所の担当者様が来所され、「育児休
業等終了時報酬月額変更届について、基金
の記録と突合した結果、符合しなかったため
処理状況を確認してほしい」との照会があり
ました。
○当時提出された書類を確認しましたとこ
ろ、説明・指示に誤りがあったことが判明しま
した。

1事業
所1名

― 0

○担当課長が事業所へ電話にてお詫
びのうえ、説明し、了承を得ました。
○今回の事象は、事業所に過失がな
く、また、時効到達であるため、記録の
訂正を事務センターへ依頼しました。

○朝礼において当該事象を説明し、育
児休業終了日の翌日が属する月以後
３ヵ月間が対象になることを周知徹底
しました。
○役付会議においても当該事象を説
明し、全職員に周知するよう指示しま
した。また、決裁時の点検を確実に行
うよう徹底しました。

外
部

7

年５月で改定するところ、平成２０年４月で改
定してしまいました。

○資格取得届について、入力処理を行った
後に、決済段階で資格取得年月日に疑義が
生じたため取消入力を行い、届書は事業所
へ返戻していました。その後事業所から改め
て届書が届き、入力処理を行いましたが、取
消した処理分について、翌日以降に資格取
得取消入力等を行った場合、健康保険被保
険者証の交付を停止するために全国健康保
険協会へ連絡し抜き取りを行うこととなってい
るところ、全国健康保険協会に健康保険被
保険者証の引き抜き依頼を行っていなかった
ため、同一被保険者様の健康保険被保険者
証が２回送付されたものです。

健康保険
被保険者
証の誤送
付につい
て 確

認
・
決
定
誤
り

鳥取
事務
センター

2010年10月17日 2010年11月4日

○事業所から、「同じ者の健康保険被保険者
証が２回届いた」との電話連絡がありました。
○確認しましたところ、同一被保険者様の健
康保険被保険証が２回送付されていたことが
判明しました。

1事
業所
― 0

○担当者が事業所の担当者様に電話
し、今回の事象を説明してお詫びを
し、健康保険被保険者証については
年金事務所にご持参いただけるとの
お申出があったため、その旨お願いし
ました。

○グループ内会議において、当該事
象を説明し、健康保険被保険者証交
付に関わる届書の入力誤り等による
訂正入力を翌日以降に行った場合の
取扱いについて再度指示しました。

外
部

8

算定基礎
届の決定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

東京 足立 2006年8月 2010年11月17日

○Ａ厚生年金基金より、「お客様からの裁定
請求に基づき記録を確認したところ、基金の
記録と年金機構の記録が異なっていた」とい
う連絡がありました。
○確認しましたところ、平成１８年度当時の算
定基礎届の標準報酬の決定誤りが判明しま
した。

○平成１８年度の算定基礎届を確認しました
ところ、平均額と決定額に大きな差異が見受
けられました。
○現在はシステムに平均額を登録し、標準
報酬月額を決定していますが、平成１８年当
時は届書に平均額から定めた決定額を入力
しており、本来は帳票への転記前に決定額
の表示についてチェックをするところ、その
チェックが不十分であったため、誤った決定
額がそのまま登録されてしまったと推測され
ます。

1事業
所1名
その他 330,096

○届書に誤った決定額が表示されて
いることを確認しました。
○事業所への連絡を行いましたが、連
絡がとれないため、お詫びの文書を送
付しました。
○事業所の担当者様から電話があ
り、お詫びするとともに事務処理誤り
の内容を説明し、了承を得ました。保
険料については、充当ではなく還付を
希望される旨のお申出がありました。
○ご本人様に電話し、お詫びのうえ、
状況説明を行い、了承を得ました。
○補正処理を実施し、補正分の決定
通知を事業所に送付しました。

○課内会議にて、事務処理誤りの内
容を説明するとともに、今後、年金事
務所で算定基礎届を入力する際には
届書の確認、入力チェックを徹底する
ように申し合わせました。

外
部

9

10

算定基礎
届標準報
酬月額の
決定誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

秋田 大曲 2005年8月29日 2010年12月10日

○お客様より提出された年金加入記録回答
票（ねんきん定期便）に基づき、平成１７年度
の算定基礎届を確認しましたところ、標準報
酬月額の決定に誤りがあったことが判明しま
した。

○事業所より提出された平成１７年度算定基
礎届の当該被保険者の報酬月額を、書類審
査時に誤った金額のゴム印を押印してしま
い、書類審査における標準報酬月額のチェッ
ク時及び入力時における標準報酬月額の再
チェックでも誤りに気付かずに、そのまま誤っ
た金額で入力したことによるものです。

1名 未徴収 57,436

○所長と厚生年金適用調査課長が事
業所を訪問し、事業主様及び被保険
者様と面談のうえ、今回の事象の顛末
を説明するとともに、お詫びしました。
また、徴収不足となる保険料について
は、行政の瑕疵による事象のため発
生しないこと、ただし、年金給付には反
映されることを説明し、了承を得まし
た。

○課内朝礼時に、現行の標準報酬の
入力は千円単位の実報酬とされてい
ることについて再度確認し、処理結果
リストのチェック時も、標準報酬月額に
ついて慎重なチェックを行うことを指示
しました。

内
部

3
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11

事業所所
在地変更
（管轄外）
時の二以
上事業所
勤務被保
険者引継
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 川崎 2010年3月1日 2010年11月24日

○他年金事務所から、「二ヵ所の事業所に勤
務されている被保険者様がお勤めの事業所
が移転しており、当年金事務所から保険料を
請求しているところであるが、川崎年金事務
所からも保険料を事業所に請求している」と
連絡があり、二以上事業所勤務被保険者の
引き継ぎが漏れていたことが判明しました。

○会社が管轄外へ移転する際、本来であれ
ば二事業所に勤務している被保険者様の情
報を事業所の移転先である他年金事務所へ
引き継ぎすべきところ、引き継ぎが漏れたた
め、他年金事務所において社会保険料の調
整を行うことができず、請求すべきでない当
該被保険者様の保険料を含めて事業所へ請
求してしまいました。
○事業所が移転する際、二事業所に勤務し
ている被保険者様の情報を、移転先の他年
金事務所へ引き継がなかったことが原因で
す。

2事業
所1名
過徴収 370,962

○厚生年金適用調査課長が事業所に
電話連絡を行い、お詫びのうえ、今回
の経緯の説明にお伺いしたい旨お伝
えしましたが、それには及ばないとの
ことでしたので、経緯を説明し、了承を
得ました。
○移転先の他年金事務所に、保険料
の調整依頼を行いました。

○今回の事象について課内に周知
し、事業所所在地変更届（管轄外）の
事務処理時に、二以上事業所勤務被
保険者の有無についての確認結果を
届書に必ず記載することとしました。

内
部

12

賞与保険
料の決定
誤りについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

本部
品質
管理部

2010年4月8日
2010年6月28日
2010年8月4日
2010年8月19日

2010年11月18日

○中福岡年金事務所から、「健康保険法第３
条第２項被保険者にかかる賞与支払届の徴
収課決裁時に、平均保険料率ではなく一般
保険料率により算出した保険料額を徴収して
いたことが判明し、この主な原因がマニュア
ルの記載内容に誤りがあったためである」と
の報告がありました。

○年金事務所から報告を受けるまで、マニュ
アルの記載誤り（平均保険料率を一般保険
料率と記載）について厚生年金保険部及び
品質管理部において気付くことがなく、該当
箇所の訂正を行っていなかったものです。
○平成２１年１２月に社会保険庁当時の日本
年金機構設立準備事務局で作成し、当時の
運営部年金保険課の確認を受けています
が、その際にも誤りに気付かないまま全国の
年金事務所等へ配布してしまいました。

3事業
所4件
過徴収 870

○年金事務所の担当者が、３事業所
に電話し、お詫びのうえ、今回の事象
を説明し、今回の差額保険料について
は、平成２２年１２月分の保険料に充
当することで了承を得ました。
○マニュアルの訂正の連絡を全国の
年金事務所等へ平成２２年１２月３日
付で発出し、平成２２年１２月２２日に
マニュアルの訂正（差替）を発出しまし
た。

○マニュアルの改正については、担当
部署において正確に作成し、複数名で
の確認後、品質管理部においても複
数名での確認を徹底することとしまし
た。

内
部

算定基礎
届の標準
報酬月額
決定誤り

○算定基礎届未提出被保険者について、保
険者にて標準報酬月額を決定・入力した事
業所から算定基礎届の提出があり、決定済
みの標準報酬月額決定通知書を確認しまし

○厚生年金保険の上限以上の報酬の方の
標準報酬月額９８０千円を６２０千円（厚生年
金の上限の標準報酬月額）、厚生年金保険
の下限以下の報酬７８千円の方の標準報酬

○年金事務所と協議のうえ、口座振替
以外の事業所（７事業所）について
は、次回保険料を再計算して、訂正後
の納付書を送付しました

○グループ内打ち合せにおいて当該
事象を説明し、委託業者に未提出一
覧表を委託する際には、入力項目を
は きり表示するよう申し合わせまし

資格喪失
届処理漏
れについ
て

未
処
理

○事業所より、「保険料納入告知書の金額が
合致してない」との電話ありました。
○確認しましたところ、１名の方の資格喪失
届が処理されていないことが判明しました。

○窓口で資格喪失届を受付し、受付印を押
印し、そのまま事務センターへ進達しなけれ
ばならないところ、事業所の担当者様へ返し
てしまいました。

○担当者が事業所を訪問し、お詫び
のうえ、経緯を説明し、再発のないこと
を約束し、了承を得ました。
○また、保険料につきましては更正減
を行い 訂正した納付書を発送しまし

○窓口担当者に注意喚起を行い、窓
口カウンター内ではお客様の資料と混
ざり合わないよう受付押印する場所を
別にし、また届書を進達用クリアファイ
ルに入れるまで確認徹底するよう指示

決定誤り
について 確

認
・
決
定
誤
り

千葉
事務
センター

2010年10月7日13 2010年10月14日

みの標準報酬月額決定通知書を確認しまし
たところ、算定基礎届の標準報酬月額決定
誤りが判明しました。

の下限以下の報酬７８千円の方の標準報酬
月額を９８千円（厚生年金の下限の標準報酬
月額）等と入力しており、健康保険の従前等
級で入力していませんでした。
○委託業者に入力を委託した際、入力項目
については指示済みでしたが、委託作業員
（入力およびチェック）において理解が不足し
ていたことが原因です。

30事
業所
39名
未徴収 499,360

の納付書を送付しました。
○口座振替事業所（２３事業所のう
ち、１４事業所）については、事業所あ
て電話にて説明のうえお詫びし、翌月
の保険料と調整で了承を得ました。
○口座振替事業所（２３事業所のう
ち、９事業所）については、電話連絡
がつかなかったため、文書にて翌月の
保険料で調整する旨をお詫びの手紙
とともに送付しました。

はっきり表示するよう申し合わせまし
た。
○また、委託業者に対しては、入力誤
りを起こさないよう、また、チェックを確
実に行うよう指導しました。 内

部

14
・
処
理
遅
延

福岡 南福岡 2010年9月16日 2010年10月25日 1名 ― 0

を行い、訂正した納付書を発送しまし
た。

ルに入れるまで確認徹底するよう指示
しました。

外
部

4
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15

賞与支払
届の入力
漏れにつ
いて 未

処
理
・
処
理
遅
延

兵庫
事務
センター

2006年12月25日 2010年12月13日

○年金事務所にＡ厚生年金基金から基金記
録との不突合について確認依頼があり、届
書を確認しましたところ、平成１８年１２月支
払の賞与支払届において１名が未入力であ
ることが判明しました。

○当該被保険者様に係る賞与支払届は、賞
与額欄に事業主印が押印してあり、賞与額
が判断できない状態で委託がされていまし
た。委託業者は、賞与額不明のため不作成
の付箋を貼付し、事務センターに納品しまし
た。
○事務センターで補正処理を行なった際に、
委託業者の付箋に気付かず、当該被保険者
様の補正入力を漏らしたものです。
○また、決定通知書と届書の確認・セットの
際にも入力漏れに気付かず発送したもので
す。

1事業
所1名
未徴収 103,014

○Ａ厚生年金基金に担当者が電話し、
お詫びのうえ、事象及び原因を説明
し、了承を得ました。
○当該事業所に担当者が電話し、事
象及び原因を説明し、了承を得まし
た。保険料は時効により徴収できませ
んが、年金額には反映することを説明
しました。
○当該被保険者様に係る賞与支払届
を入力し、決定通知書を発送しまし
た。

○厚生年金適用グループの職員に対
し、今回の事象を説明し、届書の審
査、補正処理について細心の注意を
払うよう、注意喚起を行いました。
○委託業者に対し付箋を貼付する場
合は、必ず届書から１センチ程度はみ
出して貼付するよう、再度、依頼しまし
た。

外
部

16

賞与支払
届の処理
遅延につ
いて 未

処
理
・
処
理
遅
延

東京 武蔵野 2010年4月16日 2010年7月1日

○事業所から「賞与支払届の処理がされて
いない」との電話によるお申立てがありまし
た。
○確認しましたところ、未処理のまま担当者
の机中に放置されていたことが判明しまし
た。

○事業所より送付により提出された賞与支
払届の様式が異なっていたことから、受付処
理を保留してしまいました。その後、担当者
が処理をしないまま入院してしまったため、
未処理のまま担当者の机中に放置されたも
のです。
○本来であれば、送付受付の届書について
は封筒を保管し、審査後に受付簿に登載しま
すが、審査が行われず保留となったため、受
付簿にも登載されていませんでした。

1事
業所
109名
未徴収 2,742,039

○担当課長が事業所を訪問し、お詫
びのうえ、次回保険料に含んで告知を
させていただくことになる旨説明し、了
承を得ました。

○課内朝礼にて当事象について周知
し、保留とした届書については個人で
保管せず、共通の保留棚へ保管し、ま
た担当者が審査をする前に受付簿へ
の登載をすることを再度徹底しまし
た。
○すべてのお客様や届書に対しての
意識を高めるよう指示するとともに文
書でも配付を行いました。

外
部

賞与支払
届の未処
理につい
て

未

○Ａ厚生年金基金から、「賞与支払届を提出
したが、処理されてなく、基金記録との結果、
記録が相違している」とお申出があったた
め 年金事務所で確認しましたところ 処理し

○事務センターにおいて委託業者が処理し
ましたが、納品した際に、未処理に気づかず
に、処理したものとして年金事務所に送付し
たためです

○機構本部に確認し、記録を訂正する
こととしました。
○お客様に連絡がつかないため、お
詫びの手紙を送付しました 到着を

○グループ長会議において、当該事
象を説明し、決定通知書と事業所から
提出された届書との突合の際の確認
を徹底するよう指示するとともに 複数

17

て
未
処
理
・
処
理
遅
延

島根
事務
センター

2009年8月30日
2009年8月21日

2010年7月27日

め、年金事務所で確認しましたところ、処理し
た賞与支払届の正常入力分の中に１件の未
処理分が混在したまま決裁が終了し、完結と
なっていたことが判明しました。

たためです。
○また、年金事務所の決裁時においても未
処理のチェック漏れをしたことによるもので
す。

1事業
所1名

― 0

詫びの手紙を送付しました。到着を
待って、改めて訪問のうえ、お詫びす
ることとしました。
○再度お客様あてにお詫びの手紙を
送付しましたところ、記録訂正（賞与の
追加）の了承が得られましたので、賞
与支払届の入力処理を行いました。

を徹底するよう指示するとともに、複数
名によるチェックを必ず行うよう申し合
わせました。

外
部

賞与支払
届の処理
漏れにつ
いて

未
処
理

事務

○年金事務所から、「事業所より、賞与支払
届(ＦＤによる提出分）の処理漏れがあるとの
連絡があった」との連絡がありました。
○確認しましたところ、１名の被保険者様の
賞与支払届が未処理のままになっていること
が判明しました。

○事業所から提出された賞与支払届(FD）に
ついて、処理を行いました。翌週に適用関係
届書更新エラーリストが配信され、１名の被
保険者様の届については、年金裁定中によ
りエラー（未処理）となっていることが判明し
ました。年金裁定中によるエラーの届につい
ては、裁定処理後に処理できることから、後
日処理を行う予定でしたが 担当者が処理を 1事業

○担当グループ長が事業所へお伺い
し、お詫びと説明を行い、賞与にかか
る保険料納付について了承を得まし
た。
○担当グループ長が被保険者様の勤
務先へお伺いし、被保険者様へ対しお
詫びと説明を行い、老齢厚生年金の
過払い分の返納について了承を得ま

○グループ内打合せにおいて、今回
の事象を説明し、適用関係届書更新
エラーリストにおける年金裁定中によ
る未処理案件については、毎月末に
別の担当職員が再度適用関係届書更
新エラーリストを再点検し、担当グ
ループ長に点検結果を報告することに
より防止を図ることとしました 内・

処
理
遅
延

佐賀
事務
センター

2010年1月8日 2010年10月13日
日処理を行う予定でしたが、担当者が処理を
せず、担当グループ長も確認を怠ってしまっ
たため、未処理のままとなってしまいました。
○今回の件により、賞与に係る保険料の未
徴収分及び老齢厚生年金の過払いが発生し
てしまいました。

1事業
所1名
その他 173,860

過払い分の返納について了承を得ま
した。

より防止を図ることとしました。 内
部

18

5



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
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対応 対策
判明
原因

地方第三
者委員会
への確認
申立書の
回付処理
遅延につ
いて

未
処
理
・
処
理
遅

山口 萩 2010年4月30日
2010年6月28日

2010年11月1日

○特別監査により、地方第三者委員会に対
する、年金記録に係る確認申立書受付管理
簿（厚生年金）に記載されたもののうち、２件
について、合理的な理由がないまま、事務手
続きマニュアルに示されている受付日より１０
日以内に事務センターに回付されていない
旨の指摘があり、事務処理の遅延が判明し
ました。

○本来、申立者から書類を提出していただい
た時点で、年金記録に係る申立てに対する
あっせんに関する受付等事務手続きマニュ
アルに基づき、１０日以内に関係書類を作成
して事務センターに回付すべきところ、マニュ
アルに対する認識不足であったために、１０
日以内の回付ができていませんでした。
○その原因は、申立書に関する関係書類の
進捗管理については、地方第三者委員会に
対する、年金記録に係る確認申立書受付管
理簿及び週次・月次報告により行っていまし
たが、受付日以降の事務処理にかかる進捗
管理が適正に行われていなかったことによる
ものです。

2名 ― 0

○未回付の２件について、事務処理を
早急に行い、事務センターへ回付しま
した。
○担当課長が申立者２名の方に電話
連絡し、今回の処理遅延の事象を説
明してお詫びしました。

○当該事象について確認し、事務手
続マニュアルに基づく事務処理の徹底
と併せて、事務処理体制について早急
に検討（見直し）することとしました。
○週次・月次報告時の決裁において、
現物確認するなど進捗管理を徹底す
ることとしました。
○機構本部の指示・依頼に基づき、事
務処理誤りの再発を防止するため、業
務処理取扱要領に新たに示された内
容を点検することを申し合わせまし
た。

内
部

19

延
ものです。
○また、受付管理簿に記載して毎月の進捗
管理を行っていましたが、決裁時における申
立に係る関係書類の現物確認をしておらず、
処理遅延について現認していませんでした。

被保険者
資格喪失
届の未処
理につい
て 未

処
理
・
処
理

宮城 仙台東 2010年7月29日 2010年11月24日

○事業所より、「資格喪失届と月額変更届を
健康保険組合を経由して送付し、月額変更
届の決定通知書は届いたが、資格喪失届の
確認通知書がきていない。保険料も徴収され
ているので調べてほしい」との電話によるお
申出がありました。
○確認しましたところ、健康保険組合から送
付された封筒に資格喪失届が残っており、未
処理であることが判明しました。

○送付された届書の開封時、担当者が中身
を取り出して受付し、別の担当者が再度封筒
の中身を確認すべきところ、確認が漏れてし
まったものと思われます。

1事業
所2名
過徴収 194,527

○担当者が事業所の担当者様に電話
し、今回の事象を説明してお詫びをし
ました。
○対象となる届書の審査終了後、入
力処理をしました。
○事業所のお申出により、誤って発生
した保険料について発生した月毎に調
整することについて徴収課に依頼しま
した。
○担当者が事業所の担当者様へ連絡

○課内会議において、当該事象を説
明し、二重チェック体制の徹底を指示
しました。

外
部

20

21

賞与支払
届の入力
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

静岡 島田 2008年12月16日 2010年11月29日

○お客様からのねんきん定期便の年金加入
記録回答票にありました「平成２０年１２月支
給の賞与が記載されていない」とのお申出に
ついて調査を進めていましたところ、平成２０
年１２月の賞与支払届について、お客様の記
録が入力漏れになっていたことが判明しまし
た。

○平成２０年１２月に処理された事業所の賞
与支払届（ＦＤ）について、５名分の処理を行
いましたが、１名分が被保険者整理番号が
誤って収録されていたためエラーとなり、正
常処理ができませんでした。
○本来であれば、エラー分を補正してから決
定通知書を送付しなければならないところ
を、補正処理をせず、１名分のデータが処理
されないまま４名分のみを決定し、通知書を
送付しました。

1事業
所1名
未徴収 101,824

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、今回の事象を説明し、回答書
を送付しました。
○担当者が事業所及び受託する社会
保険労務士へ電話し、お詫びのうえ、
今回の事象を説明しました。事業主様
に入力の漏れていた賞与に係る保険
料額を、平成２２年１１月分保険料に
あわせて告知させていただくことを説
明し、了承を得ました。

○厚生年金適用調査課課内会議に
て、課員にFDによる届出の際には、磁
気媒体総括票記載の届出総件数と処
理件数が一致しているかのチェックを
徹底すること及び届出内容に不備が
あるFDについては、判明時に事業所
（社会保険労務士）に連絡のうえ、指
導することにより、再発防止に努める
ことの周知徹底を図りました。

外
部

理
遅
延

○担当者が事業所の担当者様へ連絡
をし、資格喪失確認通知書及び納入
告知書を送付することで了承を得まし
た。

22

健康保険・
厚生年金
保険月額
変更届の
処理遅延
について

未
処
理
・
処
理
遅
延

岐阜
事務
センター

2010年4月14日 2010年12月10日

○事業所の受託社会保険労務士から、電子
申請した月額変更届についての照会があり
ました。
○確認しましたところ、未処理であることが判
明しました。

○担当者が電子申請を処理する際、処理不
要案件と思い込みをしたこと、また、その申
請分に対する警告リストを見落としたことによ
り、処理漏れが発生しました。

1事業
所1名
未徴収 182,112

○月額訂正を入力処理し、決定通知
書を事業所あてに送付しました。
○担当者が事業所に訪問し、担当者
様と面談し、お詫びのうえ、経緯及び
説明しました。また、今後再び処理漏
れが起こらないよう、事務センターの
事務処理体制を見直したことを説明
し、了承を得ました。

○電子申請については、毎日２人で申
請受付を相互チェック・事務処理し、グ
ループ長は週次の警告リストでの確認
の徹底を図ることを確認しました。

外
部

6
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件名
事故
等の
区分
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23

７０歳以上
被用者該
当届入力
漏れによ
る年金過
払いにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

岡山 岡山西 2009年1月30日 2010年12月20日

○二以上事業所勤務の７０歳以上被用者に
かかる、７０歳以上被用者算定届がＡ・Ｂそれ
ぞれの事業所から提出され、その入力処理
をする際、報酬に疑義が生じ、確認しました
ところ、以前提出されていた、７０歳以上被用
者該当届について、Ａ事業所分しか入力して
いなかったことが判明しました。

○以前に提出された、７０歳以上被用者該当
届については、Ａ・Ｂの二事業所分とも入力
済印が押されていましたが、Ｂ事業所分につ
いては合算しての入力処理がされておらず、
処理結果リストとのチェック漏れのまま決裁し
たことが原因と考えられます。
○Ａ事業所分の報酬のみでは年金支給に調
整（停止）がかからず、年金の過払い状態が
継続していました。

1名 過払い 1,639,916

○未入力分の追加入力を行いました。
○副所長及び担当課長が事業所に訪
問し、ご本人様及び事業所の担当者
様にお詫びし、説明をするとともに、過
払いとなった年金の返納について、返
納方法申出書をご記入いただき、今後
各期に支払われる年金の２分の１に
相当する額を返済していただくことで
了承を得ました。

○担当課のミーティングにおいて、担
当課長から事象の説明及び再発防止
のためのダブルチェックの徹底を指示
しました。
○所内連絡会議において、所長から
各室課長に対し、当該事象を示し、ダ
ブルチェック体制の再徹底を指示しま
した。

内
部

賞与支払
届の入力

○事務センター委託の返却書類のチェックを
していましたところ、事業所の被保険者Ａ様

○資格取得入力時、被保険者整理番号の誤
入力が発生し、補正することが出来なかった

○補正処理を行いました。
○担当者が事業所にお詫びのうえ、

○事務センターへ委託した届書が返
却された時は、エラーリストのチェック

厚生年金
保険７０歳
以上被保
険者算定

○年金事務所より、平成２２年度厚生年金７
０歳以上被保険者算定基礎届の報酬月額を
確認してほしいとの連絡がありました。
○確認しましたところ 報酬月額の入力誤り

○厚生年金保険７０歳以上被用者算定基礎
届を入力する際、報酬月額を１桁誤って入力
したためです。
○また 読み合わせ時に誤りに気がつかず

○担当者がご本人様に電話し、お詫
びのうえ、今回の事象を説明しまし
た。
○当該届書の訂正処理の入力をしま

○朝礼において当該事象を説明し、審
査時に桁数が誤りやすい場合は当該
数字をわかりやすく表示することとしま
した

届の入力
誤りについ
て

入
力
誤
り

東京 上野 2010年1月12日 2010年2月13日

していましたと ろ、事業所の被保険者 様
の賞与金額に誤りがあり、Ｂ様の賞与金額の
登録がされていないことが判明しました。

入力が発生し、補正する とが出来なかった
ため、それ以降当所では、誤入力した２名の
方の届出処理について、整理番号を読み替
えて処理を行ってきました。
○今回、賞与支払届（FD）を事務センターへ
委託しましたところ、集信処理の結果エラー
が発生しました。委託時、整理番号の訂正を
した届出内容一覧表を添付していましたが、
エラーの補正処理はなされず、事務センター
から届書が返却された際、繁忙時期と重なっ
ていたこともあり、エラーリストのチェックが遅
延し、発見が遅れました。

1事業
所2名
未徴収 67,370

○担当者が事業所にお詫びのうえ、
事象を説明しました。再発防止のた
め、整理番号の訂正処理を行うことと
し、整理番号の訂正処理が完了した
旨を報告し、了承を得ました。

却された時は、 ラ リストのチ ック
を速やかに励行し、補正処理完了の
確認を実施し、今後このようなことがな
いよう、係内で周知徹底しました。

内
部

24

25

険者算定
基礎届の
入力誤り
について

入
力
誤
り

福島
事務
センター

2010年7月15日 2010年11月15日

○確認しましたところ、報酬月額の入力誤り
が判明しました。

○また、読み合わせ時に誤りに気がつかず、
決定通知書を送付してしまったことによるも
のです。 1名 過払い 28,904

○当該届書の訂正処理の入力をしま
した。
○担当者が事業所を訪問し、ご本人
様へ再度お詫びし、今回の事象を説
明しました。また、今回、年金を過払い
したことによる返納金についても説明
し、了承を得ました。

した。
○入力委託業者が変更となったことか
ら、事例として情報を提供し、注意喚
起しました。

内
部

算定基礎
届の入力
誤りについ
て

入
力
誤
大阪 天王寺 2008年8月15日 2010年11月8日

○事務センターより、ねんきん定期便返戻届
が届き、確認しましたところ、算定基礎届の
入力誤りが判明しました。

○算定基礎届の入力を行った際に、報酬月
額を誤って入力処理したためです。
○また、５等級の変動が発生する際に抽出さ
れる警告リスト等での確認チェックが十分で
なかったことも原因と考えられます。

1事業
所1名
その他 1,349,143

○担当者がお客様と面談し、お詫びの
うえ、説明しました。修正後の保険料
額及び年金額について説明し、保険
料は一括納付で、また老齢厚生年金
返納額については、現在受給中の年
金額から全額相殺で処理することで了
承を得ました。
○領収済通知書にて、お客様からの
追納保険料についての全額領収を確

○事務センターに対し、今回の事象を
説明し、今後に向け再発防止の徹底
をお願いしました。
○また、職員に確認の徹底を図ること
を周知しました。

内
部

26
誤
り

大阪 天王寺 年 月 年 月

所1名
その他 , ,

認しました。
○担当者がお客様に保険料を領収し
た旨及び年金返納額については相殺
での処理をすることについて再度確認
し、了承を得ました。

部
26

7



整理
番号

件名
事故
等の
区分
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厚生年金
保険法７５
条該当処
理に伴う
報酬月額
の誤りに
ついて

入
力
誤
り

兵庫 三宮 2009年12月2日 2010年11月22日

○事業所より平成１９年の算定基礎届時まで
遡及して報酬月額訂正届書が提出されまし
たが、２年を超過しているため、厚生年金保
険法第７５条該当の処理を行う際に、前標準
報酬月額を誤って入力処理票に記載し、そ
のまま入力していることが、同事業所別事案
の平成１７年、１８年時の第三者委員会への
お申出によって職員が確認しましたところ、
報酬月額の入力誤りが判明しました。

○平成１９年の訂正届書該当中、厚生年金
保険法第７５条該当者数８９名の内５９名が
前標準報酬月額の入力誤りとなっていまし
た。
○原因については、時効到達分として、厚生
年金保険法第７５条該当処理票を起票した
際に、本来は届出があった算定基礎届の新
標準報酬月額を記入すべきところを誤って従
前の標準報酬月額を記入し、そのまま入力し
たものであると思われます。

1事
業所
59名
未払い 100

○年金額に影響が生じる年金受給者
の方が1名発生することが判明しまし
た。
○担当課長が事業所へ電話連絡を行
い、お詫びのうえ、説明を行い、了承
を得ました。
○年金受給者の方の勤務地へ副所長
及び担当課長が赴き、ご本人様へお
詫びとともに原因について説明を行
い、事務処理誤りによって生じた年金
支給追加額の発生について説明し、
了承を得ました。
○また、追加支給年金額について、年
金額仮計算書等の持参書類にご本人

○再発防止に向けて、入力時の二重
チェック、処理結果リストの確認につい
ても届書との内容突合の周知を含め
て、細心の注意を怠らないよう指示・
指導をしました。

内
部

27

28

被保険者
資格取得
届の入力
誤りについ
て 入

力
誤
り

東京
事務
センター

2010年11月26日 2010年11月26日

○委託業者の工程管理者からＡ事業所の被
保険者資格取得届の入力処理の際、被保険
者整理番号を○○７番で入力するところ誤っ
て○○９番で入力してしまったとの連絡があ
り、被保険者資格取得届の入力誤りが判明
しました。

○委託業者の入力担当者が、作業手順に基
づき、被保険者整理番号を○○７番であるこ
とを確認して届書に○○７と記入しましたが、
７を９と読めるように記入してしまったことによ
り、結果、誤って○○９番と入力してしまいま
した。 1事

業所
― 0

○担当者より事業所の担当者様に連
絡し、被保険者整理番号を誤って入力
してしまったことをお詫びし、了承を得
ました。なお、事業所の担当者様より
○○９番については欠番でよいとのお
話がありました。
○委託業者に対し、要領・マニュアル
に基づく作業手順の徹底と事故防止
策の策定及び品質の確保を要請しま
した。

○委託業者では、工程管理者から入
力担当者に対して、作業手順の確認
並びに作業手順の遵守を徹底するよ
う、厳重注意を行いました。
○朝礼で工程管理者から事故発生の
連絡と入力担当者全員に対して注意
喚起を行いました。加えて、今回の事
象について文書にて周知しました。

内
部

金額仮計算書等の持参書類にご本人
様に確認いただき、記入していただき
ました。

29

算定基礎
届の入力
誤りについ
て

入
力
誤
り

東京 港 2007年8月30日 2010年11月26日

○他年金事務所よりねんきん定期便に基づ
く資格照会に関して、平成１９年の算定基礎
届が適正に処理されているかどうかの確認
依頼がありました。
○確認しましたところ、内容審査が不十分で
あったために標準報酬月額を誤って入力して
いたことが判明しました。

○届書記載内容どおりに標準報酬月額を入
力していますが、報酬月額の平均額に誤りが
あり、また、備考欄の欠勤についての記載も
含め、事業所に訂正を指示しなければならな
い書類であるにもかかわらず、内容審査が
不十分であったため誤りに気づかずに届書
の記載されている内容のまま入力したことが
原因です。

1名 未徴収 179,952

○担当者より事業所の担当者様と面
談し、お詫びと事象説明を行い、本件
についての了承を得ました。
○担当者ご本人様に電話連絡し、お
詫びと事象の説明を行い、了承を得ま
した。

○当該事象を厚生年金適用課職員全
員に周知するとともに、書類の内容審
査と入力の際のチェックの徹底につい
て注意喚起しました。

内
部

被保険者
資格取得
届の入力
誤りについ
て

入

○委託業者の工程管理者から被保険者資格
取得届の処理を行った際、被保険者整理番
号を本来であれば○○３番で入力するところ
を誤って○○８番で処理を行ってしまったと
の連絡があり、被保険者資格取得届の入力
誤りが判明しました

○委託業者の入力担当者が、被保険者整理
番号を照会画面で確認した際、○○３番を
誤って○○８番と認識したまま作業を行った
ことと、入力業務担当者が不慣れだったた
め、作業手順の画面への指先確認及び届書
へのチェックも怠ってしまったことが原因で

○担当者が、受諾社会保険社労士に
お詫びのうえ、当該事象を説明し、了
承を得ました。被保険者整理番号につ
いては、改めて○○３番で入力を行
い、○○８番については欠番にしてほ
しいとの依頼がありました

○委託業者では、入力担当者に対し
てチームリーダーがマンツーマン方式
のOJTで入力の再教育を実施しまし
た。
○また、被保険者資格取得届の入力
時の確認作業のマニュアルを作成し

30

入
力
誤
り

東京
事務
センター

2010年12月1日 2010年12月1日

誤りが判明しました。 へのチェックも怠ってしまったことが原因で
す。 1事

業所
― 0

しいとの依頼がありました。
○委託業者に対し、再度、要領・マ
ニュアルに基づく作業手順の徹底を確
認し、事故防止策の指示と、品質の確
保を要請しました。

時の確認作業のマニュアルを作成し、
入力担当者全員に対して再指導を行
いました。

内
部

8
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31

算定基礎
届に係る
報酬月額
の入力誤
りについて

入
力
誤
り

新潟
事務
センター

2010年7月15日 2010年12月8日

○お客様から年金事務所に、年金額の支給
停止割合が増えたことについてのお問合せ
がありました。
○事務センターで報酬月額を確認しましたと
ころ、平成２２年度の算定基礎届の決定に際
し、報酬月額を誤って入力していたことが判
明しました。

○お客様は７０歳以上の厚生年金加入者で
あり、入力委託業者により「７０歳以上被用者
算定基礎届」を入力した際に誤入力してしま
いました。
○また、決裁時においても誤りを発見できま
せんでした。

1名 未払い 156,996

○担当者がお客様に電話連絡し、お
詫びのうえ、今回の事象について説明
しました。
○担当者がお客様宅に訪問し、再度
お詫びのうえ、支払時期を説明し、了
承を得ました。

○グループ内職員に、今回の事象を
周知するとともに、審査・決裁時には
慎重に確認するよう指示しました。

外
部

被扶養者
異動届の
入力誤り
について

○事業所の担当者様から、「提出した健康保
険被扶養者異動届の被扶養者のうち１名に
ついて、健康保険被保険者証の名前と生年
月日に誤りがある」との電話がありました。

○名前につきましては、職員が健康保険被
扶養者異動届を入力する際、氏名のうち名
前一文字を誤って入力しており、決裁におい
ても届書と処理結果リストのチェックが不十

○担当課長が事業所の担当者様に電
話し、お詫びのうえ、事象を説明しまし
た。その後、事業所へ赴き、改めてお
詫びをし、生年月日の訂正につきまし

○朝礼時に担当課長から当該事象を
課員に説明し、入力の際は確実に処
理結果を確認するとともに、決裁にお
いてもチェックを確実に行うことを徹底

賞与支払
届の入力
誤りについ
て 入

○他年金事務所より、ねんきん定期便に基
づく資格照会に関して、賞与支払届が適正に
処理されているかどうかの確認依頼がありま
した。

○届書の記載内容どおりに入力しています
が、標準賞与額と賞与支払額に記載誤りが
あったため、本来であれば事業所に訂正を
指示しなければならない書類であるにもかか

○担当者より事業所の担当者様に電
話し、お詫びのうえ、説明し、了承を得
ました。

○当該事象を厚生年金適用課職員に
周知するとともに、書類の内容審査と
入力の際のチェックの徹底について注
意喚起しました。

入
力
誤
り

岡山 倉敷西 2010年12月8日 2010年12月13日

月 誤り ある」 電話 ありました。
○確認しましたところ、入力誤りが判明しまし
た。

も届書 処理結果リ チ ック 不十
分で入力誤りを発見できていませんでした。
○生年月日に関しては届出のとおりでした
が、事業所において「平成１７年」とすべきと
ころを「平成１８年」と誤記入していたことが原
因でした。 1名 ― 0

詫びをし、 年月 訂 きまし
ては、健康保険被扶養者異動届（訂正
分）の提出を求め、受理しました。訂
正・再交付のための入力を行いまし
た。
○全国健康保険協会から再発行され
た健康保険被保険者証が届いたの
で、担当課長が事業所へお伺いし、再
度お詫びのうえ、誤って交付となった
健康保険被保険者証と交換し、了承を
得ました。

もチ ックを確実 行う を徹底
しました。
○所内連絡会議において所長から当
該事象を示し、他課においても入力処
理のチェック漏れのないよう注意喚起
しました。 外

部
32

33
力
誤
り

東京 港 2007年11月30日 2010年12月2日

。
○確認しましたところ、内容審査が不十分で
あったために、標準賞与額を誤って入力して
いたことが判明しました。

指 書類 あ
わらず、内容審査が不十分であったため誤り
に気づかずに届書の記載内容のまま入力し
たことが原因です。

3名 未徴収 403,302

喚起 。
内
部

34

算定基礎
届の入力
誤りについ
て

入
力
誤
り

東京 足立 1993年8月 2010年12月20日

○お客様より、平成５年１０月から平成６年９
月までの標準報酬月額に対する申立書の提
出がありました。
○当時、お客様が働いていた事業所から、平
成５年度の算定基礎届の決定通知書を提出
していただき、記録管理システムを確認しま
したところ、決定額と異なる標準報酬月額が
登録されていることが判明しました。

○届書に記載されている平均額から導きだし
た決定額については適正であるため、データ
登録時に誤った額を転記もしくは入力してし
まったため発生した事象であると思われま
す。さらに、登録結果のチェック等も不十分で
あり、入力ミスを見逃したものと考えられま
す。
○お客様は特別支給の老齢厚生年金を受給
しているため、一部停止が発生しておりま
す。

1名 未払い 4,550

○担当者が事業所へ連絡し、お詫び
するとともに説明し、了承を得ました。
○お客様からお電話をいただき、お詫
びのうえ、状況説明を行い、了承を得
ました。
○同日、補正処理を実施し、お客様相
談室の担当者に再裁定の処理を引継
ぎました。
○同日、補正分の決定通知を事業所
に送付しました。

○課内会議にて、事務処理誤りの内
容を説明するとともに、届書の確認、
入力チェックなどのさらなる強化を指
示しました。

外
部

35

算定基礎
届提出に
かかる厚
生年金保
険被用者
一覧表の
誤送付に
ついて

誤
送
付
・
誤
送
信

東京 八王子 2010年6月23日 2010年7月7日

○機構本部から、理事長メールにおいて、当
年金事務所が発送した算定基礎届等の誤送
付の情報提供があった旨の連絡がありまし
た。
○確認しましたところ、厚生年金保険７０歳以
上被用者届及び厚生年金保険被用者一覧
表が算定基礎届等の送付一式に同封されて
いないことが判明しました。

○算定基礎届発送準備作業の際、本来、Ａ
事業所に送付すべき厚生年金保険被用者一
覧表について、算定基礎届送付用の封筒に
貼ってある宛名シールの事業所整理記号、
事業所名と、厚生年金保険被用者一覧表に
出力されている事業所整理記号、事業所名
を注意深く確認せず、Ｂ事業所の封筒に同封
して発送してしまったためです。

2事業
所2名

― 0

○担当者がＡ・Ｂ事業所に電話にてお
詫びをしました。
○担当者がＡ事業所に赴き、厚生年
金保険７０歳以上被用者届及び厚生
年金保険被用者一覧表（写）をお渡し
しました。

○課内会議において当該事象を説明
し、事業所及び被保険者様に算定基
礎届のみならず全ての書類について、
送付する場合は事業所記号、事業所
名等を複数名によるチェックを必ず行
うよう申し合わせました。 外

部

9



整理
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件名
事故
等の
区分
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対応 対策
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36

年金手帳
の誤送付
について

誤
送
付
・
誤
送
信

宮崎
事務
センター

2010年10月20日 2010年10月25日

○資格喪失確認通知書を送付したＡ事業所
から、Ａ事業所とは関係のないＢ事業所の被
保険者様の年金手帳が混入しているとの連
絡がありました。
○確認しましたところ、封入の際、誤ってＢ事
業所の被保険者様の年金手帳をＡ事業所あ
ての封書に混入させていることが判明しまし
た。

○Ａ事業所の被保険者資格喪失届とＢ事業
所の被保険者資格取得届、被保険者氏名変
更（訂正）届、被保険者様の年金手帳につい
て、事業所名を確認せず、事業所名が同じ
漢字ではじまっていたため、Ａ事業所とＢ事
業所を同一と見誤って束ねていたためです。
○また、封入時にも事業所名を確認せず、そ
のまま封入したことによるものです。

2事業
所1名

― 0

○担当課長がＡ事業所を訪問し、お詫
びのうえ、誤送付された年金手帳を回
収し、了承を得ました。
○担当グループ長からＢ事業所に電
話にて、今回の事象を説明し、お詫び
したあと、訪問のうえ、再度お詫びし、
年金手帳をお渡ししたい旨を申出まし
たところ、訪問は不要とのことでしたの
で、年金手帳を送付することで了承を
得ました。
○Ｂ事業所に年金手帳を送付しまし
た。

○委託業者との連絡会議において、
当該事象を説明し、決定通知書及び
年金手帳を送付する際は、記号のみ
ならず、事業所名も必ず確認するよう
指示するとともに、複数名によるチェッ
クを必ず行うよう申し合わせました。

外
部

被保険者
記録回答
票の誤送

○ねんきん定期便の回答として被保険者記
録回答票と基礎年金番号情報照会回答票を
送付したＡ様から 別人Ｂ様の基礎年金番号

○Ａ様とＢ様の基礎年金番号を見比べたとこ
ろ、下一桁の番号が間違っていました。
○また 封入時にもお客様の氏名を確認せ

○職員がＡ様宅にお伺いし、お詫びの
うえ、誤送付した基礎年金番号情報照
会回答票を回収し 了承を得ました

○現在、回答書作成時点及び発送時
点で複数によるチェックを体制をとって
いますが 朝礼において 当該事象を

賞与支払
届の誤送
付につい
て

誤
送
付
・
誤
送
信

東京
事務
センター

2010年11月19日 2010年11月22日

○賞与支払届を送付したＡ事業所から、他の
事業所の賞与支払届が混入しているとの連
絡がありました。
○確認しましたところ、封入の際、誤ってＢ事
業所分の賞与支払届をＡ事業所分に混入さ
せてしまったことが判明しました。

○平成２２年１１月発送の賞与支払届を委託
業者において封入する際、賞与支払届総括
表と賞与支払届の組み合わせを行う作業に
おいて、事業所記号の確認不足により賞与
支払届総括表と異なる事業所分の賞与支払
届を組み合わせてしまったために発生した事
象です。
○担当者が不慣なことや作業開始が遅れた
ため、スケジュールに余裕がなくなり、二重
チェックが不完全な状態となり、誤封入が発
見されず、そのまま発送したことによるもので
す。

127事
業所
― 0

○誤送が発生している年金事務所に
おいて、その都度、お詫びのうえ、混
入した賞与支払届の回収等の事業所
対応をしました。
○都内の全年金事務所あて、賞与支
払届の誤送付が発生していること、判
明した際は事業所にお伺いし、お詫び
のうえ、回収及び賞与支払届の再作
成等を対応する旨の連絡をしました。
○誤送の発生した年金事務所から事
象発生の都度、個別に事業所に対応
をしたうえで報告を受けました。

○賞与支払届封入封緘委託業者よ
り、封入封緘作業全体の改善をする対
策を立てた旨報告を受けました。
○事務センターでは、実際に改善され
た作業工程に基づいて１２月分の発送
作業が行われていることを作業場に臨
場して確認しました。 作業工程の改善
後、１２月発送分の誤送付は発生して
いません。

外
部

37

38

票の誤送
付につい
て

誤
送
付
・
誤
送
信

大阪
事務
センター

2010年12月1日 2010年12月2日

送付したＡ様から、別人Ｂ様の基礎年金番号
照会回答票が混入しているとの連絡が年金
事務所にあり、誤送付が判明しました。

○また、封入時にもお客様の氏名を確認せ
ず、束ねられていた書類をそのまま封入した
ことによるものです。
○Ｂ様あてに送付した書類はありませんでし
た。 2名 ― 0

会回答票を回収し、了承を得ました。
○Ｂ様宅の電話番号を照会しました
が、届出なしでした。オンライン記録上
の住所あてB様を訪問しましたところ、
マンションで部屋番号が不明でした。
表札を目視確認してもＢ様宅を特定で
きませんでした。付近の住人にB様宅
のついて聴取しましたが、特定できま
せんでした。

いますが、朝礼において、当該事象を
説明し、被保険者記録回答票及び基
礎年金番号情報照会回答票を送付す
る際に氏名、住所、同封物を必ず確認
するよう指示するとともに、引き続き複
数名によるチェック体制を必ず行うよう
徹底しました。

外
部

年金手帳
の誤送付
について

誤
送

○社会保険労務士から事務センター担当者
に「届出した覚えのない年金手帳が届いてい
る」との電話連絡がありました。
○届書を確認しましたところ、Ａ事業所に係る
健康保険・厚生年金被保険者資格取得届を
処理後、年金手帳１冊を送付する際に、誤っ

○Ａ事業所から届出された健康保険・厚生年
金被保険者資格取得届（氏名変更届同時）
を入力処理しました。
○従来より氏名変更処理後の年金手帳は送
付先別のクリアファイルに仕分けています
が、今回は、委託業者がＡ事業所あてのクリ

○担当者が、社会保険労務士を訪問
し、お詫びするとともに、誤送付したＡ
事業所あての年金手帳を回収しまし
た。
○担当者がＡ事業所の事務担当者様
へ電話連絡し、お詫びのうえ、今回の

○朝礼において、今回の事象をグ
ループ内に周知するとともに、処理後
の年金手帳には、事業所記号を記入
した付箋を貼ることとしていますが、受
託社会保険労務士あてに送付すべき
年金手帳には、送付先社会保険労務送

付
・
誤
送
信

愛媛
事務
センター

2010年12月3日 2010年12月6日

処理後、年金手帳１冊を送付する際に、誤っ
て社会保険労務士あての送付物に混入させ
ていたことが判明しました。

が、今回は、委託業者がＡ事業所あてのクリ
アファイルに入れるべきところ、誤って社会保
険労務士あてのクリアファイルに入れてし
まったことが原因です。
○また、職員による封入前の最終チェックに
おいても仕分間違いを発見できず、社会保険
労務士あてに送付してしまったものです。

1事業
所1名

― 0

電話連絡し、お詫びのうえ、今回の
誤送付について説明を行いました。年
金手帳を送付することで了承を得まし
た。
○回収した年金手帳にお詫びの手紙
を添えて、Ａ事業所に送付しました。

年金手帳には、送付先社会保険労務
士名も記入した付箋を貼り、クリアファ
イルに入れて引き継ぐよう徹底を図り
ました。

外
部

39

10
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40

賞与支払
届の誤送
付につい
て 誤

送
付
・
誤
送
信

茨城
事務
センター

2010年11月9日 2010年12月7日

○Ａ事業所から、送付されてきた賞与支払届
に別の事業所のものが同封されていたとの
連絡がありました。
○確認しましたところ、発送準備の際の確認
不足による誤送付が判明しました。

○賞与支払届の発送準備作業をしている委
託業者の担当者が、年金事務所毎に複数名
で発送準備業務を実施していますが、封筒
に入れる際に十分に確認せず封入封緘して
しまったものです。

3事
業所
― 0

○年金事務所担当者がＡ事業所に出
向き、再度お詫びのうえ、誤送付した
賞与支払届を受理しました。
○誤送してしまったＢ事業所及びＣ事
業所に電話にてお詫びし、その後、当
該事業所に賞与支払届を持参のうえ、
再度お詫びに伺う旨申し上げました
が、送付してもらえればよいとの回答
を得たため、賞与支払届をＢ事業所及
びＣ事業所に送付しました。

○賞与支払届の発送準備作業の委託
業者の責任者に当該事象を説明し、
個人情報であるため、発送準備作業
を行う場合は十分に確認をしたうえで
封入封緘するよう指示しました。
○委託業者を指導する職員に再発防
止を指示するとともに、担当者に注意
喚起するよう指示しました。

外
部

賞与支払 ○賞与支払届を不備返戻したＡ事業所から ○発送業務は職員２名による 二重チェック ○担当者がＡ事業所を訪問し お詫び ○返戻文書の作成発送業務を担当し

41

賞与支払
届の返戻
にかかるＦ
Ｄの誤送
付につい
て

誤
送
付
・
誤
送
信

山形
事務
センター

2010年12月14日 2010年12月16日

○賞与支払届を不備返戻したＡ事業所から、
他の事業所のＦＤが混入しているとの連絡が
ありました。
○すぐにＡ事業所へ出向き確認しましたとこ
ろ、封入の際、誤ってＢ事業所に返戻しなけ
ればならないＦＤをＡ事業所に混入させてい
たことが判明しました。

○発送業務は職員２名による、二重チェック
体制で行っていましたが、封入時に添付物の
確認が不十分であったことが原因です。
○なお、今回誤送付されたＦＤはロックがか
かっており、読み込みができなかったもので
あったため、ＦＤの内容（個人情報）について
は漏洩はありませんでした。

2事
業所
145名

― 0

○担当者がＡ事業所を訪問し、お詫び
のうえ、誤送付したＦＤを回収し、了承
を得ました。
○担当者がＢ事業所に電話にて、今
回の事象を説明し、お詫びのうえ、Ｂ
事業所を訪問し、ＦＤを手渡し、了承を
得ました。

○返戻文書の作成発送業務を担当し
ている職員に対し、当該事象を説明
し、事業所等へ書類等を送付する際
は、事業所名のみならず、添付書類及
び添付物も必ず確認するよう再指導を
行うとともに、その他職員に対しても、
当該事象を説明し、通知書等を送付
する際は複数名によるチェックを必ず
行うよう申し合わせました。

外
部

健康保険・
厚生年金
保険標準
賞与額決
定通知書
の誤送付

○Ａ事業所からＢ事業所の健康保険・厚生年
金保険標準賞与額決定通知書が誤って送付
されてきたとの連絡がありました。
○確認しましたところ、誤ってＡ事業所の宛
名シールを貼った封筒でＢ事業所の決定通
知書を送付していたことが判明しました。

○健康保険・厚生年金保険標準賞与額決定
通知書を送付する際、事業所名等をよく確認
せず、誤ってＡ事業所の宛名シールを貼った
封筒にＢ事業所の通知書を封入したためで
す。
○また、二重チェック時にも内容物と宛名を

○担当グループ長がＡ事業所に電話
にてお詫びし、同日、事業所を訪問の
うえ、再度お詫びし、誤送付した決定
通知書を回収し、了承を得ました。
○担当グループ長がＢ事業所に電話
にて、今回の事象を説明し、お詫びの

○朝礼にて、今回の事象について説
明し、窓あき封筒で通知書を送付しな
い場合は、必ず内容物と宛名の事業
所名、住所が一致するか必ず確認し
て封入するよう改めて指示しました。
○また、会議において、封緘時の確認

資格喪失
届の誤送
付につい 誤

送

○Ａ事業所から、別の事業所（Ｂ事業所）の
資格喪失届が混入していたと担当者あてに
返送され、誤送付が判明しました。

○資格喪失届は処理不要として担当者から
適用調査課長へ決裁されていましたが、他
の送付物と混ざっていました。適用調査課長

○担当者がＡ事業所及びＢ事業所へ
事象の説明とお詫びをし、了承を得ま
した。

○全体朝礼にて今回の誤送付を報告
し、意識の徹底を図りました。所長から
適用調査課員へ再度周知を図りまし

の誤送付
について 誤

送
付
・
誤
送
信

京都
事務
センター

2010年12月14日 2010年12月15日

知書を送付していたことが判明しました。 ○また、二重チェック時にも内容物と宛名を
確認しないまま封緘したことによるものです。

1事
業所
2006
名

― 0

にて、今回の事象を説明し、お詫びの
うえ、同日、事業所を訪問し、決定通
知書をお渡しするとともに、改めてお
詫びしました。Ｂ事業所から個人情報
の「二次漏えいがあった場合、責任を
持って対処する」という内容を書面で
ほしいとのご要望がありました。
○センター長、担当グループ長がＢ事
業所を訪問し、当該事案について責任
を持って対処すること及びお詫びにつ
いての文書をお渡しし、了承を得まし
た。

○また、会議において、封緘時の確認
を確実に行うよう、あわせて指示しまし
た。

外
部

42

43

て 送
付
・
誤
送
信

愛知 刈谷 2010年12月7日 2010年12月9日

が送付すべき書類の判別ができない状況で
封入を行なっており、また封緘者も指示を理
解していなく一部の書類のみ確認し、全ての
書類を確認しなかったことが原因です。

2事
業所
― 0

た。
外
部

11
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44

算定基礎
届（FD)の
紛失につ
いて

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

宮崎 都城 2010年7月16日頃 2010年9月9日

○事業所から提出された資格喪失届に健康
保険被保険証が添付されていなかったため、
事業所に電話した際、窓口装置で確認しまし
たが、算定完了の日付が登録されていな
かったため、あわせて事業所に確認しました
ところ、すでに提出されたとのことでした。
○そのため、算定基礎届受付簿を確認しまし
たところ、事務センターに回送した事跡があり
ましたが、事務センターでは受付の事跡がな
かったため、紛失していることが判明しまし
た。

○年金事務所の受付簿では、関連事業所２
社を含めて７月１３日に受付し、１６日に事務
センターに回送したとする日付がありました
が、事務センターでは、関連事業所２社の受
付はありましたが、当該事業所のものについ
ては受付されていませんでした。
○年金事務所から事務センターに回送する
際に、事業所内訳を記した送付書を作成して
いなかったために、事務センターにおいて受
付時の確認ができなかったことによるもので
す。

1事
業所
262名

― 0

○担当者が事業所を訪問し、お詫び
のうえ、説明し、算定基礎届を再提出
していただきました。経過及び責任の
所在を記した書面をお渡しし、引き続
き捜索することのお約束をしました。
○算定基礎届の入力を完了しました。
○また、今後も事務所内び事務セン
ター内を捜索していくこととしました。

○所内会議で職員に書類の管理等に
ついて周知徹底するとともに、今後
は、算定基礎届を回送する際は、内訳
を記した送付書を添付することとしまし
た。

内
部

被扶養者 ○委託業者の入力担当者が 被扶養者異動 ○委託業者の入力担当者がキャビネットから ○担当者がＡ事業所を訪問し 担当者 ○引渡し 納品時の届書確認を委託被扶養者
異動届の
紛失につ
いて 受

理
後
の
書
類
管
理
誤
り

東京
事務
センター

2010年12月15日
2010年12月16日

2010年12月16日

○委託業者の入力担当者が、被扶養者異動
届を処理していましたところ、Ａ事業所の届書
がないことに気づき、届書の紛失が判明しま
した。

○委託業者の入力担当者がキャビネットから
ファイルに入っていた被扶養者異動届を取り
出し、収録されているデータと届書とを確認し
ながら更新処理を行いました。更新処理及び
一次チェックを終了したのち、処理件数の確
認作業において、処理結果リストと回付内訳
書の件数が合わなかったため、１件ずつ突き
合せをしましたところ、Ａ事業所の届書がない
ことに気付きました。
○キャビネットへ保管し、入力処理を開始す
るまでの間に届書が紛失したと思われます
が、原因については特定することが出来ませ
んでした。

1事業
所1名

― 0

○担当者がＡ事業所を訪問し、担当者
様と面談し、経過を説明し、お詫びしま
した。捜索については引き続き行うこと
をお伝えし、届書の控えについては収
録されていたデータの写しを控えにす
ることで了承を得ました。
○担当者が都内の年金事務所に当該
事象を伝え、事務センターから返送し
た書類の中に当該届書が混在してい
ないか捜索を依頼しましたが、発見す
ることはできませんでした。

○引渡し、納品時の届書確認を委託
業者において徹底するよう指示しまし
た。
○また、委託業者が使用する保管時
のキャビネットの施錠の徹底を指示し
ました。

内
部

年金記録
訂正誤り
について

○お客様からのお申出により資格取得年月
日を確認しましたところ、被保険者台帳とオン
ライン記録が相違していることが確認され

○年金額仮計算書の提出がありましたの
で、それに基づき年金記録を訂正行うととも
に お客様相談室に再裁定の進達を依頼し

○担当者からお客様のご子息へお詫
びのうえ、今回の事象を説明し、了承
を得ました お詫びの手紙及び回答書

○今回の事象について、課内打ち合
せで周知し、年金記録を訂正する場合
は被保険者台帳のみの確認とせず

45

について

記
録
訂
正
誤
り

青森 八戸 2010年12月9日 2010年12月10日

ライン記録が相違していることが確認され、
資格取得年月日の訂正が必要と判断しまし
た。
○その後、お客様より年金額仮計算書の提
出があり、再裁定の進達のために再度資格
取得年月日等を確認しましたところ、被保険
者台帳の資格取得年月日が誤りであり、訂
正の必要がないことが判明しました。

に、お客様相談室に再裁定の進達を依頼し
ました。
○再裁定の準備を行っていたお客様相談室
において、当該事業所の新規適用年月日及
び資格取得年月日が昭和２８年９月１日から
昭和２８年１１月１日に変更されていることが
確認され、記録の訂正が不要であることが判
明しました。
○本来、年金記録を訂正する場合、被保険
者台帳・被保険者名簿・厚生年金番号払出
簿すべてで確認し、記録訂正不要とするとこ
ろ、被保険者台帳のみの確認に留まり、要記
録訂正と誤って判断したことが原因です。

1名 ― 0

を得ました。お詫びの手紙及び回答書
を送付しました。

は被保険者台帳のみの確認とせず、
被保険者名簿・厚生年金手帳記号番
号払出簿・新規適用事業所記号払出
簿等すべての事項による確認を徹底
することとしました。

内
部

健康保険
法違反・厚
生年金保

○警察より、捜査関係事項照会書の送付が
あり、健康保険法違反・厚生年金保険法違
反の事業所が判明しました。

○旧社会保険事務所に対して、報酬月額の
虚偽届出を行ったものです。

○ブロック本部と協議した結果、事業
所調査を実施し、虚偽届出の真偽を
確認することとしました。

○今回の事象について、職員に周知
するとともに、事業所調査の徹底を図
ることとしました。

46

生年金保
険法違反
の事業所
について

事
故
等
富山 高岡 2010年3月5日 2010年6月17日

反の事業所が判明しました。

1事
業所
230名
未徴収 41,556,157

確認することとしました。
○事業所調査を実施し、平成２０年度
及び平成２１年度算定基礎届の虚偽
届出を指摘（平成２２年度は適正）し、
該当者が多数であるため、証拠書類
を添えて訂正届を後日提出するよう指
示しました。
○平成２０年度算定基礎届訂正届と
月額変更届及び平成２１年度算定基
礎訂正届の提出があり、後日、２回に
分けて収納することとしました。

ることとしました。

外
部

47
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金融機関
からの領
収証書の
未着につ
いて

受
付
時
の
書
類
管

奈良
大和
高田

2010年11月5日
～2010年11月8日

2010年11月22日

○毎月、金融機関から事務センター経由で
当所に届いていたＡ事業所の領収証書が、
今月は未着であることが判明しました。

○当所よりＡ事業所に、今月は直接金融機
関で領収証書を受け取られたのか確認しま
したところ、そのようなことはないとのことでし
た。
○金融機関に確認しましたところ、送付書、
領収済通知書、領収証書を事務センターあ
て送付したとのことでした。
○事務センターでは、金融機関から書留郵
便が届いた事実は確認できますが、特殊郵
便受付簿に内容物の記載がないため、Ａ事
業所の領収証書が同封されていたかどうか
は確認できませんでした。担当職員にも聴き
取りを行いましたが、送付時期は領収済通知
書が大量に送付されてきた時期であり、Ａ事

1事
業所
― 0

○事業所の担当者様には、現在領収
証書について確認中であり、取り急ぎ
納付確認書をお送りする旨ご説明し、
納付確認書を送付しました。
○事業所の担当者様に納付確認書を
送付したこと、紛失の可能性と再捜索
の結果をあらためてご報告させていた
だくことをお伝えし、お詫びしました。
納付が確認できる書類をいただけれ
ばそれでいいとのことでした。
○年金事務所内、事務センター内を再
捜索しましたが、見当たりませんでし
た。県内各年金事務所にも捜索を依
頼しましたが、見当たりませんでした。

○事務センターで送付物到着時点に
領収証書を確認し、コピーを取り、回
送先年金事務所へ事前に通知し、連
絡便にて領収証書を送付することにし
ました。当所では連絡便用の受付簿で
別管理することとしました。

内
部

48

49

健康保険
料等保険
料口座振
替納付申
出書の入
力誤りに
ついて

確
認
・
決
定
大阪 大手前 2010年7月1日 2010年9月28日

○事業主様より、「保険料を既に納付済であ
るにもかかわらず、督促状が届いている」と
電話連絡がありました。
○保険料収納状況照会回答票を確認しまし
たところ、お申出の通り納付済であり、行き違
いである旨説明しましたところ、口座振替納
付申出書を提出しているにもかかわらず、引
き落としされていなかったとのお申出があり

○保険料口座振替納付申出書には、金融機
関コードの記載はあるものの、そのコードと
は違う支店の押印があったため、本来は事
業主様にどちらが正しいか確認する必要が
ありました。
○しかし、その確認を行わず、担当者が押印
された方が正しいと思い込み、入力を行った
のが誤りであり 口座振替不能（支店誤り）と

1事
業所
― 0

○担当課長が事業主様あて電話でお
詫びのうえ、お伺いして説明をする旨
をお伝えしましたところ、事業主様が
来所されたため、再度お詫びのうえ、
説明し、了承を得ました。
○該当金融機関口座振替センターへ
連絡行い、正しい口座にて引落しする
よう依頼し 登録変更入力もあわせて

○課内朝礼において、当該事象を説
明し、不明確な項目については必ず事
業主様に確認するよう指示するととも
に、入力処理後には複数名による
チェックを必ず行うよう申し合わせまし
た。 外

部

管
理
誤
り

書が大量に送付されてきた時期であり、Ａ事
業所の領収証書が届いていたかどうかまで
は、はっきり覚えていないとのことです。な
お、金融機関から届いた封筒につきまして
は、ダブルチェックを行っていますので、封筒
に残ったまま処分を行ったとは考えられませ
ん。
○事務センターからの回付で、Ａ事業所の領
収証書は確認できませんでした。

頼しましたが、見当たりませんでした。
次月突合時の金融機関からの送付分
も確認しましたが、該当する領収証書
はありませんでした。
○事業所担当者様に経過の報告とお
詫びの文書を送付しました。

定
誤
り

き落としされていなかったとのお申出があり、
健康保険料等保険料口座振替納付申出書
の入力誤りが判明しました。

のが誤りであり、口座振替不能（支店誤り）と
なってしまいました。

よう依頼し、登録変更入力もあわせて
行いました。

50

二以上事
業所勤務
被保険者
に係る保
険料の徴
収決定誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 大手前 2009年12月28日 2010年10月13日

○平成２２年９月の厚生年金保険料率の改
定による二以上事業所勤務被保険者に係る
保険料登録処理の際に、平成２１年１２月分
の保険料登録に誤りがあったことが判明しま
した。

○７０歳到達による厚生年金資格喪失に係る
二以上事業所勤務被保険者保険料登録の
際に、本来、選択事業所分とともに非選択事
業所分に対しても登録入力を行うべきとこ
ろ、非選択事業所分についてのみ登録入力
漏れがあり、その後の決裁時においても入力
漏れを見つけることができず、そのまま保険
料が調定され、事業所より保険料が納付され
ていました。

1事業
所1名
過徴収 111,834

○担当課長が事業主様と面談し、お
詫びのうえ、経過説明を行い、過徴収
となった保険料について還付する旨の
説明を行いました。あわせて、保険料
還付請求書についても、その場におい
て記入いただき、了承を得ました。

○課内朝礼において、当該事象を説
明し、確認を徹底するよう指示するとと
もに、複数名によるチェックを必ず行う
よう申し合わせました。

内
部

厚生年金 ○機構発足前の二以上保険料に係る基金免 ○二以上事業所の対象とな ている厚生年 ○Ａ事業所の事業主様が来所され ○厚生年金適用徴収課で会議を開

51

厚生年金
基金加入
事業所の
二以上保
険料の決
定誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

大分 佐伯 2009年12月1日 2010年10月12日

○機構発足前の二以上保険料に係る基金免
除率変更処理は、旧事務局から変更時の月
末か月初めに基金免除率一覧の送付があ
り、その一覧に基づき処理を行っていました。
○事務局廃止後においても事務の引継ぎが
行われ、通知があると思っていましたが、機
構本部からの情報提供により、厚生年金基
金の保険料率改正に伴う通知が発出されな
いことを知り、遡って確認を行いましたとこ
ろ、処理漏れのあることが判明しました。

○二以上事業所の対象となっている厚生年
金基金事業所の保険料免除率を窓口装置に
より全て見直しを行いましたところ、１つの厚
生年金基金で平成２１年１２月より免除率が
３９→４０へ変更となっていることが判明しま
した。そのため２つの事業所（１名分）に対し
て９ヵ月分の厚生年金保険料を多く請求して
いました。
○機構発足後、毎月基金の免除率を確認す
ればよかったところ、その様な認識がなかっ
たことが原因です。

2事業
所1名
過徴収 1,800

○Ａ事業所の事業主様が来所され、
担当者よりお詫びのうえ、経緯を説明
し、正しい保険料の改定通知を手渡
し、了承を得ました。
○また、Ｂ事業所の事業主様に電話
し、お詫びのうえ、説明し、正しい保険
料の改定通知を送付することで了承を
得ました。
○Ｂ事業所に改定通知を送付しまし
た。

○厚生年金適用徴収課で会議を開
き、当該事象の説明後、基金免除率
一覧を作成し、毎月１日に窓口装置に
より基金免除率を確認することにしま
した。

内
部

13
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52

二以上事
業所勤務
被保険者
保険料の
過徴収に
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

広島 三次 2004年9月1日 2010年10月22日

○適用事業所でなくなった事業所から、「適
用事業所でなくなった後も保険料の知らせが
届いたが、なぜか」とのお問合わせが電話で
ありました。
○確認しましたところ、入力漏れによる保険
料の過徴収が判明しました。

○二以上事業所勤務被保険者の資格喪失
（死亡）届が平成１６年９月に提出され、厚生
年金適用課での整理簿は正しく整理されて
いましたが、従たる事業所が２ヶ所あったた
め、主たる事業所と従たる事業所１ヶ所の
み、保険料調整伺によるマイナス入力を行
い、今回お申出のあった従たる事業所につ
いて入力を漏らしていたためです。

1事
業所
過徴収 1,197,653

○担当者からお詫びし、早急にお返し
する金額を確定させたうえで、再度連
絡させていただくこととしました。
○副所長が訪問し、改めてお詫びし、
保険料還付時期について説明し、了
承を得ました。
○還付請求書を受理しました。

○処理結果の相互チェックの徹底、事
務処理誤りの防止について全職員へ
徹底するよう指示しました。

外
部

二以上事
業所勤務
被保険者

○定時決定後の二以上事業所勤務被保険
者全員の管理台帳を確認し、整理していまし
たところ、1名の方について、厚生年金保険

○対象者の方は、平成２２年度の算定基礎
届の処理が不要であったことから、平成２２
年９月の厚生年金保険料率改定に伴う保険

○担当者がＡ及びＢ事業所に電話の
うえお詫びし、平成２２年９月分の保険
料告知額及び口座振替額が過少に

○課内会議を行い、当該事象を説明
し、毎月、保険料計算日の前々日まで
に、二以上事業所勤務被保険者毎の被保険者

の保険料
変更漏れ
について

未
処
理
・
処
理
遅
延

愛知 豊橋 2010年8月 2010年10月22日

たところ、1名の方について、厚生年金保険
料率改定に伴う保険料の登録処理が行われ
ていないことが判明しました。

年９月の厚生年金保険料率改定に伴う保険
料の変更処理も必要ないものと担当が思い
込み、保険料額の変更処理を行わなかった
ものです。
○通常、処理を行った事柄に対しては相互
チェックを行っていますが、処理をしなかった
ものに対する相互チェックが行われていな
かったことも原因です。

2事業
所1名
未徴収 2,196

料告知額及び口座振替額が過少に
なったことについて説明しました。不足
となった保険料については、翌月に通
常保険料に加算してほしいとのご希望
であったため、翌月調整させていただ
くこととし、正しい保険料額の通知を近
日中に送付することで了承を得まし
た。
○Ａ及びＢ事業所に、正しい標準報酬
月額、各保険料等の決定通知書を送
付しました。

に、二以上事業所勤務被保険者毎の
独自の管理台帳全てを２名以上で確
認することとしました。また、届出がな
い料率改定や介護保険の取得喪失時
の処理漏れの再発防止策として、管
理台帳の記載内容や記載場所等の見
直しを行い、見過ごしにくい様式に変
更を行うこととしました。
○毎月の行うチェックリストの点検を、
計算日前に行うとともに、細部までの
聴取を徹底することとしました。

内
部

納付受託
証書の誤
送付につ
いて

○納付受託証書（事業所用）を送付したＡ事
業所から、他の事業所２件の受託証書が混
入しているとの連絡がありました。
○確認しましたところ、封入の際誤ってＢ及

○受託したＡ・Ｂ・Ｃ事業所の納付受託証書を
重ねて二つ折にし、発送準備をしていました
が、そのままＡ事業所の封筒に封入してしま
いました。

○Ａ事業所に担当者がお詫びしまし
た。Ｂ・Ｃ各事業所分の納付受託証書
を持参していただき、了承を得ました。
○Ｂ事業所に担当者より電話のうえ、

○課内において、発送前には他の職
員に封入誤りがないか必ず複数名に
よるチェックを行うよう、再度周知しま
した。

53

納入告知
書の誤送
付につい
て

誤
送
付

事務

○金融機関あてに送付した、口座振替用納
入告知書送付書及び領収済通知書につい
て、Ａ金融機関へＢ金融機関の１件を誤封入
して送付したことがＡ金融機関からの連絡に
より判明しました。

○委託業者の担当者が、よく似た金融機関
名の見間違いにより封入したものであり、さら
にその後、再度確認せず金融機関に送付し
たものと思われます。

事

○担当者がＡ金融機関へお詫びのう
え、お詫びのお手紙と返信用の封筒を
送付しました。
○また、Ｂ金融機関には電話にて連絡
し、経過を説明するとともに、納入告知

○委託業者に事象発生後、経過を連
絡し、送付時の二重チェックの徹底を
指示しました。委託業者では、職員全
員に事象について確認し、再発防止を
徹底しました。

外

いて

誤
送
付
・
誤
送
信

京都 下京 2010年10月12日 2010年12月6日

○確認しましたところ、封入の際誤ってＢ及
びＣ事業所分をＡ事業所に混入させていたこ
とが判明しました。

いました。
○また、発送前に他の職員に封入誤りがな
いかチェックを受けるべきところ、確認せず重
ねたまま封緘したことによるものです。

3事
業所
― 0

○Ｂ事業所に担当者より電話のうえ、
訪問しました。事業主様にお詫びのう
え、今回の事象を説明し、受託証書を
手渡し、了承を得ました。
○Ｃ事業所に担当者より電話し、事業
主様にお詫びのうえ、今回の事象を説
明し、受託証書を送付することで了承
を得ました。
○Ｃ事業所に受託証書を送付しまし
た。

した。

外
部

54

55

付
・
誤
送
信

埼玉
事務
センター

2010年12月16日 2010年12月17日

より判明しました。
2事
業所
― 0

し、経過を説明するととも 、納入告知
書送付書と領収済通知書を再作成し、
速達にて送付しました。
○Ａ金融機関より、誤送付分の領収済
通知書と送付書が返戻されました。

徹底しました。
○グループ内では、朝礼において発
生の経過と誤送付防止について全員
で再度徹底しました。

外
部

14
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56

死亡者に
対する国
民年金第
１号被保
険者の納
付勧奨に
ついて

受
付
時
の
書
類
管
理
誤
り

群馬
事務
センター

2010年5月10日 2010年10月14日

○事業所の担当者様から、「死亡した配偶者
あてに国民年金保険料納付書が届いた」と
の照会が、年金事務所にありました。
○確認しましたところ、不要な勧奨通知が発
送されたことが判明しました。

○事実確認のため記録と届書を確認しまし
たところ、被扶養者届と同時に提出された第
３号届の国民年金グループへの回付漏れが
原因です。
○第３号届は国民年金グループに回付され
ておらず、入力済の被扶養者届と共に保管さ
れていました。健康保険扶養が抹消になった
ことが原因で、第１号への種別変更となった
ものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様と面談し、お詫びの
うえ、説明しました。お客様より、亡く
なった方に対する管理を徹底するよう
にとのお話をいただきました。今後は
徹底した管理に勤めることを約束し、
通知書と納付書を受け取り、即日取消
処理を約束し、了承を得ました。
○通知書と納付書は年金事務所の国
民年金課長へ手渡し、その後の関係
手続き等についての処理を依頼し、当
日処理が完了したことを確認しまし
た。

○国民年金グループ内ミーティングに
おいて、被扶養者届の再チェックを実
施することと、今後の再発防止として
再度被扶養者届に添付された第３号
関係届は全て国民年金グループへ回
付することを徹底し、回付確認作業を
実施しました。 外

部

国民年金
高齢任意
加入受付
時の年金
加入期間
確認誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

東京 練馬 2009年3月11日 2010年8月26日

○被保険者であるお客様にねんきん特別便
が届き、第３号被保険者期間に収録誤りがあ
るのではないかとの電話によるお申出があり
ました。
○確認しましたところ、ご主人様の厚生年金
資格喪失後も第３号被保険者として記録が
収録されたままになっていることが判明しまし
た。

○区役所での任意加入受付の際に、ご主人
様が平成１７年４月付で厚生年金の被保険
者資格を喪失しているにもかかわらず、必要
な届出の聴取や指導がなされず、平成１７年
４月付で第３号から第１号への種別変更がな
されないまま加入申出を受付しました。
○届書の進達を受けた旧練馬社会保険事務
所においても、第１号への種別変更の記録
が反映されていなければならないことに気付
かず、６０歳喪失時まで第３号被保険者資格
を継続したままで任意加入の処理を行ってし
まいました。
○結果、６５歳前に特別支給の老齢厚生年
金を受けられず、また６６歳を過ぎてはじめて
受給権を得ること、また任意加入申出月であ
る平成２１年３月の時点であれば、６ヵ月分の
過年度納付が可能でしたが、現在は保険料
納 時効 任意 遡 な う

1名 ― 0

○職員よりお客様あてに電話し、お詫
びのうえ、調査結果の説明をしまし
た。年金相談から任意加入申出処理
に至るまで加入記録の不備が発見さ
れず、年金受給権の取得が６ヵ月遅延
したことに納得は得られず、機構本部
に協議することとしました。
○機構本部からの回答により、第１号
被保険者への種別変更の指示漏れに
よる過失は認められず、保険料も収納
できないとのことでしたため、お客様に
電話にて回答し、了承を得ました。

○高齢任意加入申出時には、必ず第
３号期間の有無及び受給権発生年月
日を確認し、第３号被保険者期間を有
している場合には、特例任意加入申出
時と同様の審査基準で取り扱うことを
指示しました。
○また、第３号記録の入念な確認を行
うことを課内に指示しました。

外
部

57

58

国民年金
高齢任意
加入の喪
失予定年
月日の入
力誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 高津 2009年6月30日 2010年10月19日

○お客様から、「ねんきんダイヤルに照会し
たところ、老齢基礎年金を満額にするために
高齢任意加入したにもかかわらず、満額には
１ヵ月足りないとの回答があった」と電話によ
るお申出がありました。
○確認しましたところ、喪失予定年月日を
誤って入力していたことが判明しました。

○入力処理時に、本来は喪失予定年月日を
平成２２年９月と入力すべきところ、誤って平
成２２年８月と入力してしまったため、平成２２
年８月分の保険料については早割りによる
口座振替（付加保険料込）ができませんでし
た。
○担当者が老齢基礎年金の満額となる月数
の計算を誤ったことが原因と思われます。ま
た、決裁時の確認においても入力誤りを発見
できませんでした。

1名 ― 0

○担当者がお客様へ電話し、説明しま
した。保険料（口座振替早割、付加保
険料込）の取り扱いについては、機構
本部との協議することで了承を得まし
た。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様へ電話のうえ訪問し、改めて
お詫びのうえ、保険料（口座振替早
割、付加保険料込）を領収し、了承を
得ました。

○朝の例会にて、高齢任意加入の受
付時及び処理時の注意点について改
めて確認し、課員に徹底を図りまし
た。
○また、喪失予定年月日入力に際して
は、必ず年金額の試算を行い、受給
権を確認することを再度徹底しまし
た。

外
部

納付の時効と任意加入は遡らないということ
を説明しました。

15
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国民年金
高齢任意
加入の審
査誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤

大阪 天王寺 2006年3月2日 2010年10月19日

○お客様が老齢基礎年金の裁定請求書の
提出のため、年金相談センターに来所・相談
された際、相談担当者から当所国民年金課
あてに「受給資格要件を満たしていないと思
われるので確認してほしい」との連絡があり
ました。
○確認しましたところ、審査が誤っており、受
給資格を満たすには１０ヵ月不足していること
が判明しました。

○合算対象期間として算入できない、昭和３
６年３月以前の厚生年金被保険者期間１０ヵ
月（この期間以外に厚生年金被保険者期間
はなし）を含めて受給資格要件を算入して審
査し、高齢任意加入のお申出を承認し、入力
処理を行いました。
○当所に来所された際も、相談対応者は、受
給権の確認の相談について、審査誤りに気
づかず、平成２２年１０月以降に年金の裁定
請求ができると説明しました。

1名 未徴収 未確定

○お客様が来所され、窓口にて担当
課長とお客様相談室長よりお詫び申し
上げました。また、再度年金の記録に
ついてお客様に聴き取り調査をした結
果、新たな記録や合算できる期間はな
く、やはり１０ヵ月不足している旨を説
明しました。「このままでは年金の受給
権がないということなら仕方がない、納
付していく」とお申出いただきました。
○喪失予定年月日の訂正を依頼し、
納付期限などを説明のうえ、新たに発
行した納付書（平成２２年１０月分から
平成２３年３月分）を手交しました。さら
にあと４ヵ月分の納付が必要となりま

〇課内で今回の審査誤りの原因を詳
しく説明し、２度と同じ誤りをすることの
ないように、周知徹底しました。なお、
現在、高齢任意の審査にあたっては、
一次審査（担当者）二次審査（別の職
員）三次審査（決裁時点）で確認し、審
査誤りの防止体制をとっています。

内
部

59

誤
り

にあと４ヵ月分の納付が必要となりま
すが、平成２３年度となるため（平成２
３年４月分からの保険料は現段階では
未確定のため）、平成２３年４月に機構
本部から納付書が届きますので、その
納付書でご納付いただくよう説明をし
ました。

６５歳以上
任意加入
者の再確
認におけ
る加入誤り
について

○年金事務所から６５歳以上任意加入者の
加入資格の再確認の依頼の連絡を受けまし
た。
○再確認の結果、７０歳まで収めても年金受
給権に満たないことが判明しました。

○担当者がご本人様に電話連絡しま
したところ、「市役所で相談し、任意加
入すれば年金が受給できると説明さ
れ、楽しみにして納付しているので納
得できない」と電話を切られました。
○担当者がご本人様宅に出向きまし
たが、ご本人様が不在であり、ご家族
に公的年金加入調書を手渡し 後日

○市役所に当該事象について説明
し、窓口での取扱いの留意事項として
依頼しました。担当者は、公的年金加
入期間調書を作成し、加入記録につ
いてダブルチェックすることとしました。
○朝会において事象及び対策につい
て周知を図りました。

○任意加入届書を市役所で受付し、事務セ
ンターに回送されました。本来事務センター
で加入資格を審査すべきところ、市役所の審
査結果に基づいて特例任意加入の処理を
行ったため、昭和３６年３月以前の厚生年金
保険加入期間が脱退手当金の受給期間で
あったことを見落としたことによるものです。

国民年金
高齢任意

○受給資格期間を満たした任意加入被保険
者に係る老齢年金請求書の審査を行 てい

○老齢年金受給権を得るための国民年金任
意被保険者加入申出時に 担当者が保険料

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ 事象を説明しました 期間不

○受給権確認は窓口装置にて年金試
算を行い 受給権到達年月日の確認

内
部

確
認
・
決
定
誤
り

栃木
事務
センター

2010年4月12日 2010年12月7日 1名 過徴収 192,640

に公的年金加入調書を手渡し、後日
連絡する旨の伝言を依頼しました。
○担当者がご本人様に電話にて、加
入時点においての市役所及び当方の
確認不足をお詫びし、昭和３６年３月
以前における脱退手当金受給期間は
合算対象期間に含まれず、期間の延
長が必要となるが、現在の制度におい
ては、７０歳を超えての加入及び納付
をして受給権を満たすことができない
ことを説明し、加入及び納付をされた
期間については、訂正をして還付する
ことで了承を得ました。

60

61

高齢任意
加入喪失
予定年月
日の入力
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

愛媛
事務
センター

2009年11月11日 2010年12月21日

者に係る老齢年金請求書の審査を行ってい
ましたところ、受給資格期間が２ヵ月不足して
いることにより、年金受給権が発生しないこと
が判明しました。

意被保険者加入申出時に、担当者が保険料
納付済記録について厚生年金と国民年金の
同月内の取得・喪失期間を、本来であれば
期間計算を１ヵ月とすべきところを、２ヵ月とし
て誤って期間計算を行っていました。また、
同様のケースが２ヶ所あったことから、２ヵ月
の受給資格期間不足となったものです。
○職員の知識・確認不足と決裁時における
確認が不十分であったことが原因です。

1名 未徴収 30,200

のうえ、事象を説明しました。期間不
足となってしまった２ヵ月分を納付いた
だければ、老齢年金の受給資格満了
となるため、２ヵ月分の保険料を納付
し、資格喪失予定日以降に年金受給
手続きをしていただくことで了承を得ま
した。
○直ちに納付書を作成し、お詫びの手
紙を添え、送付しました。

算を行い、受給権到達年月日の確認
をすることを徹底しました。
○グループ内ミーティングにおいて、
任意加入者の処理時の注意点につい
ての確認の徹底を図りました。

内
部

16
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62

国民年金
任意加入
申出者に
係る喪失
予定年月
日の入力
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

新潟 新発田 2009年4月28日 2010年12月9日

○６５歳以降任意加入者の正否を確認する
ようブロック本部から指示があった後、６０歳
以降任意加入者についても順次正否を確認
しましたところ、喪失予定年月日の入力漏れ
のため、満額を超える国民年金保険料の口
座引落しが行われていることが判明しまし
た。

○当時の任意加入申出書を確認しましたとこ
ろ、喪失予定年月日の入力漏れであったこと
が確認されました。
○当該処理は資格取得申出書処理と同時に
喪失予定年月日の入力が必要でしたが、当
該処理を失念したため発生したものです。
○また、処理結果リストにチェックが１つしか
ないことから、決裁時において複数人による
処理結果の確認を怠ったことも発生の要因と
考えられます。

1名 過徴収 90,300

○国民年金課長がご本人様と面談
し、お詫びのうえ、受付当時の入力漏
れが原因で、満額以上の国民年金保
険料が引落しとなったことを説明し、還
付請求書により請求していただきたい
旨を依頼しました。
○還付請求書をご記入いただき、了承
を得ました。

○複数人による処理結果のチェックの
徹底を指示しました。
○また、役付会議においてこの事象に
ついて報告し、全職員において徹底す
ることを確認しました。

内
部

国民年金 ○ねんきん定期便回答票に「夫の扶養となっ ○国民年金第３号被保険者資格取得届の死 ○届書の入力処理を行いました。 ○処理不要とした届書については 不

63

国民年金
第３号被
保険者資
格取得届
の処理漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

沖縄
事務
センター

2010年2月4日 2010年12月8日

○ねんきん定期便回答票に「夫の扶養となっ
ているので、国民年金第３号被保険者に該
当し、保険料を支払う必要はない、調べてほ
しい」との記載がありました。
○事務センターにおいて当該届書を確認しま
したところ、処理不要という表示がされ、国民
年金第３号被保険者資格取得届の処理がさ
れていないことが判明しました。

○国民年金第３号被保険者資格取得届の死
亡等年月日欄に喪失年月日が記入されてい
たため、国民年金第３号被保険者資格取得
届の喪失日の届出と思い、記載されていた
資格取得年月日についての第３号該当の確
認を行わないまま、処理不要としたもので
す。

1名 ― 0

○届書の入力処理を行いました。
○担当者がお客様へ電話し、お詫び
のうえ、経過及び処理が完了したこと
を説明しました。また、同日、第３号該
当通知とお詫びの手紙を送付しまし
た。

○処理不要とした届書については、不
要理由を記載し、窓口装置の画面印
字を添付し、相互チェック及び決裁で
確認できるように改めました。

外
部

64

国民年金
第３号被
保険者種
別変更届
の入力誤
りについて

入
力
誤
宮城

事務
センター

2010年9月17日 2010年12月7日

○年金事務所に、ご本人様のご主人様が来
所され、「自分は、６５歳を過ぎているのに、
妻あてに、国民年金第３号被保険者資格該
当通知書及び第１号被保険者該当勧奨が届
いたのは、どうしてか」とのお問合わせがあり
ました。
○確認しましたところ、国民年金第３号被保

○国民年金第3号被保険者種別変更届の補
正処理を行う際に、扶養配偶者が６５歳以上
のため入力エラーとなっている届書につい
て、職員の知識不足により、本来６５歳以上
の扶養配偶者が受給権を有さないと確認さ
れた場合に入力する受給権確認表示を誤っ
て入力してしまったため、本来第３号被保険 1名 ― 0

○年金事務所担当者が窓口にてご本
人様のご主人様にお詫びし、説明しま
した。文書で経緯を送付するように依
頼があり、事務センターより文書を送
付することとしました。
○誤って入力した国民年金第３号被保
険者種別変更届の取消処理を行い、

○朝礼時のミーティングにて事務処理
誤りがあったことを全職員に周知し、ま
ず、国民年金第３号被保険者種別変
更届にある受給権確認表示項目につ
いて説明を行い、また、通常処理しな
い項目を入力する場合については、他
の職員によりもう一度確認を行い、確

外
部誤

り
センター

険者種別変更届の入力誤りが判明しました。 者とならない奥様へ国民年金第３号被保険
者資格該当通知書が送付されたことによるも
のです。

ご本人様様あてに文書を送付しまし
た。

認したことがわかるように受付書類に
事蹟を残しておくことを徹底するよう指
示しました。

部

65

国民年金
被保険者
にかかる
職権適用
誤りについ
て

通
知
等
の
作
成
誤
り

福島
事務
センター

2010年10月22日 2010年10月26日

○お客様から年金事務所へ「国民年金被保
険者第３号該当届を現在提出中だが、職権
適用された旨の文書及び納付書が届いたの
はなぜか」とのお問合わせがありました。
○事務センターで確認しましたところ、お客様
から提出していただいた国民年金被保険者
第３号該当届の処理を保留しており、職権適
用すべきではないにもかかわらず、職権適用
していたことが判明しました。

○お客様から提出された、国民年金被保険
者第３号該当届について、共済組合のデータ
が窓口装置に反映されていなかったため、入
力処理をすることができずに、確認できるま
で処理を保留していたことで、職権適用対象
者リストから除外し、手管理すべきであった
にもかかわらず、確認が不十分であったた
め、職権適用処理を行ってしまったもので
す。

1名 ― 0

○年金事務所にて、担当者がお客様
の配偶者様へお詫びのうえ、説明し、
了承を得ました。

○グループ内ミーティングにおいて、
今回の当該事象について説明し、事
務処理手順の再確認と複数名での
チェック体制を徹底するよう申し合せ
ました。

外
部

66

国民年金
任意加入
の加入月
数説明誤
りについて

説
明
誤
り

新潟 上越 2010年12月9日 2010年12月17日

○お客様から、年金受給資格について相談
があった際に、任意加入月数７月で受給資
格が発生すると説明し、その後国民年金課
で任意加入届を受理しました。
○入力時に受給資格期間を確認しましたとこ
ろ、任意加入必要月数が１９月であることを
確認し、説明誤りであることが判明しました。

○合算対象期間（学生で任意加入しなかった
期間）を３０月のところ誤って４２月で計算した
こと及び加入手続き時の再確認不足による
ものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様へ電話連絡し、任
意加入期間が１９月となることを説明し
当初の説明が誤っていたことをお詫び
しましたが、ご納得いただけず、上司
に内容を伝えるようお申出がありまし
た。
○担当者がお客様に再度説明のため
電話しましたが納得していただけず、
お客様が来所されました。副所長と国
民年金課長が面談し、再度お詫びと
説明をし、任意加入１９月について了
承を得ました。

○担当課内で事象について説明し、加
入期間については必ず複数名で確認
することを徹底しました。
○所長から各課長に事象を説明し、全
職員に慎重な対応を徹底するよう指
示しました。

内
部

17



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

2010年6月2日

○ご本人様のお母様が来訪され、「息子の国
民年金保険料を口座引落し（１年前納）で依
頼していたが、引落しされていない」とのお申
出がありました。
○確認しましたところ、口座番号が誤って入
力されていることが判明しました。

○原因は、入力時において職員が口座振替
申出書の口座番号を誤って入力したためで
す。
○また、入力者による一次チェック並びに職
員による二次チェックの際に誤りが発見でき
ず、誤った口座番号が収録されてしまったも
のです。

1名

口座振替
申出書の
入力誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

広島
事務
センター

2010年4月30日 ― 0

○担当者がご本人様のお母様に電話
し、お詫びのうえ、経過説明を行いまし
た。お母様からは前納額と同額の金
額を口座引落しで収納してほしいとの
お申出がありましたため、機構本部に
協議することとしました。
○機構本部からの回答により、担当者
がご本人様のお母様の勤務先に赴
き、お母様より前納額と同額の金額で
現金領収し、了承を得ました。
○納付記録の追加処理を行い、ご本
人様あてに前納保険料が収納された
記録に訂正したことをお知らせする文
書を送付しました。

○決裁においては、複数人による
チェックの他、処理結果リストの確認だ
けでなく、入力結果の画面も印字して
再チェックを行い、事務センターの他
グループへも事象と確認作業の徹底
を指示しました。

外
部

67

書を送付しました。

納付書作
成誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

愛知 昭和 2010年3月24日 2010年8月6日

○お客様より、「夫に充当通知が届いたこと
を契機として、以前に電話にて夫婦２名の納
付書（平成２０年４月～平成２２年３月）を依
頼したが、夫の納付書が２通届き、それを夫
婦両名分と思い納付していたため、自身の保
険料は時効となり納付できなくなってしまっ
た」とのお申出が電話にてありました。
○確認しましたところ、ご主人様の納付書が
二重作成されており、奥様の納付書が作成さ
れていないことが判明しました。

○繁忙期において、電話応対等により、納付
書作成作業が中断を余儀なくされる中、誤っ
て作成し、その後、処理結果のダブルチェッ
クにおいても見落としてしまったことによるも
のと思われます。

1名 ― 0

○副所長がお客様に電話し、お詫び
のうえ、説明し、納付について機構本
部を協議することとしました。
○機構本部からの回答により、ご主人
様の重複納付された保険料の充当記
録を取消したうえで、奥様の納付記録
に追加訂正処理を行いました。あわせ
て、ご主人様における充当とされてい
た期間については、充当を取り消すこ
とにより未納となるため、今回の事象
を説明し、副所長が電話にて再度お詫
びし、改めて訪問のうえ、ご理解をい
ただいたうえで納付していただきまし
た

○課内会議において、従来行っている
処理表のダブルチェックのみでなく、発
送物と処理表の突合せも行うこととし
ました。

外
部

68

た。

平成２２年
度継続免
除申請に
おける審
査結果の
誤りについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

愛知
事務
センター

2010年8月13日 2010年8月26日

○平成２２年度継続免除が既に承認された
方から、一般の免除申請書が提出され、当セ
ンター担当者が所得審査をしましたところ、
審査結果に相違があったため、該当自治体
に照会を行いました。
○該当自治体からの電話連絡により、平成２
１年度所得により磁気媒体が作成されてお
り、継続免除申請における審査結果の誤り
が判明しました。

○該当自治体の所得情報を基に、継続免除
審査結果通知書の発送し、審査結果に相違
のある方７０名が判明しました。
○平成２２年度所得により磁気媒体が作成さ
れ、情報提供を受けるべきところ、平成２１年
度所得により磁気媒体が作成されていたこと
によります。

70名 ― 0

○該当自治体から正しい所得情報の
提供を受けるとともに、対象者全員に
ついて再審査を実施し、審査結果によ
り、従前の決定から変更となるお客様
については、お詫びとともに正しい審
査結果通知書の交付及び誤った通知
書の回収を戸別訪問により実施するこ
とこととしました。
○該当自治体から正しい所得情報の
提供受け、再審査を実施しました。
○年金事務所職員及び自治体職員に
より、処分変更となったお客様に対し
て、戸別訪問を実施し、また、不在の
お客様に対しては 審査結果通知の

○該当自治体に対し、今回の事象に
ついて、今後十分注意のうえ、情報提
供していただくよう、依頼しました。

外
部

69

お客様に対しては、審査結果通知の
送付を行いました。

18



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

国民年金
保険料口
座振替辞
退に係る
金融機関
の処理誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

愛媛 今治 2010年8月2日 2010年9月21日

○お亡くなりになられたご主人様の手続き等
について、お客様から市役所に照会があった
際、お客様ご夫妻の国民年金保険料が口座
振替されず未納になっていることが判明し、
そのことについての問合せが市役所よりあり
ました。
○当所で確認しましたところ、金融機関の誤
処理により口座振替による保険料納付がさ
れずに未納となっていることが判明しました。

○国民年金保険料預金口座振替辞退手続
きでは、金融機関は機構作成の口座振替
データへの対象者の登載がなされなくなるこ
とを待つところを、誤って国民年金保険料預
金口座振替辞退（取消）通知書をもって口座
振替解除（解約）処理を行ったことにより、口
座振替ができなかったものです。

2名 ― 0

○担当者がお客様へお詫びのうえ、
説明しました。国民年金保険料納付に
ついて機構本部と協議し、遺族基礎年
金の受給要件とあわせて回答すること
で了承を得ました。
○機構本部からの、「金融機関による
事故であり、お客様の権利保全を行う
ため、ご本人様死亡後に納付された平
成２２年６月分保険料を合算すること
により、受給権は発生とみなす」との
回答を受け、このことをお客様へお伝
えし、国民年金保険料を納付していた
だき、遺族基礎年金の請求書を受理し
ました。

○課内会議において今回の事象を説
明し、課職員に周知しました。あわせ
て、該当金融機関へ注意喚起と指導
を行いました。

外
部

70

ました。

国民年金
保険料納
付書の作
成誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 天王寺 2010年4月7日 2010年9月28日

○お客様から、「納付した半年分の保険料額
について前納の希望をしていたにもかかわら
ず、納付した金額が割引前納の金額になっ
ていない」とのお申出が市役所の窓口にあり
ました。
○確認しましたところ、国民年金納付書の作
成誤りが判明しました。

○市役所窓口にて資格取得届出の際、上半
期を前納したい旨のお申出があり、届書受理
した市役所は前納希望のため、急ぎでの納
付書作成必要と判断し、年金事務所へ届書
をＦＡＸ送信しました。
○本来、ＦＡＸを確認した時点で、市役所へ前
納希望か確認を行ったうえで前納納付書を
送付すべきところ、誤って定額保険料のみの
納付書を送付してしまったため、結果として
前納割引が反映していない金額にて受領す
ることになりました。

1名 ― 0

○担当者がお客様に電話にてお詫び
のうえ、誤った原因について説明しま
した。説明等についてはご理解をいた
だきましたが、本来割引されるべきで
あった金額を還付をするべきとのお申
出があったため、機構本部と協議する
ことで了承を得ました。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様宅を訪問し、再度お詫びのう
え、還付できる旨を説明請求書持参
し、請求書の記入を頂き、受理しまし
た。
○受理した還付請求書を事務センター
あて送付し、還付請求書の処理を依
頼しました

○市役所からのＦＡＸを受理した際、内
容に不十分な点があるときには、必ず
電話により確認を行うこと、また、ＦＡＸ
送信後に届書原本に加筆・修正しない
ように市役所に申し入れました。
○さらに事務所内での入力結果につ
いては、２人以上でチェックし、決裁時
に最終確認をすることを再度徹底しま
した。 外

部
71

頼しました。

国民年金
保険料の
還付誤り
について

確
認
・
決
定
誤

福岡
事務
センター

2010年8月9日 2010年10月5日

○年金事務所から国民年金保険料の還付に
ついて電話があり、確認しましたところ、還付
の誤りが判明しました。

○厚生年金記録判明に伴う国民年金資格記
録の追加入力を行なおうとしたところ、特殊
記録有りのため処理ができませんでした。昭
和５３・５４年度の納付記録変換処理を行うた
め、台帳を確認しましたが、確認できず、昭
和５３年４月～昭和５３年６月を納付と変換
し、その後、別の担当者が資格記録の追加
処理を行い、昭和５３年４月～昭和５３年５月
を還付としました。年金事務所においては、
受付けした年金加入記録照会票によりＡ市
の被保険者名簿を照会した結果、昭和５４年
１月～昭和５４年３月は納付、昭和５３年４月
～昭和５３年１２月は法定免除であることが

1名 誤還付 5,460

○入力担当者がお客様宅へ架電し、
お詫びのうえ、経緯を説明し、後日、
返納金の納付書を送付させていただ
き、納付していただくようお願いし、了
解を得ました。
○年金事務所から債権発生通知書及
び納付書作成依頼書等を機構本部へ
依頼し、お客様あてに送付しました。
○金融機関において納付を確認しまし
た。
○年金事務所にて徴収簿情報登録処
理を完了したことを確認しました。

○朝礼及び担当者の属するグループ
において、当該事象を説明し、相互
チェックの強化について、周知・徹底を
図りました。

内
部

72

り
昭和 年 月 法定免除 ある
判明し、還付誤りであることが判明しました。
○厚生年金記録判明により記録補正を行う
際、納付記録が不明の場合には還付となら
ないよう充分配慮すべきところ、その確認を
忘れていたことによるものです。
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整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○平成２２年８月に、お客様より金融機関に
国民年金保険料の口座振替（当月末割引）
のお申出があり、年金事務所で受付を行い
ました。その後、お客様が口座振替のお申出
をされたことをわからない状態で、特定業務
契約職員がお客様宅を訪問し、学生納付特
例の申請を受付しました。
○ご自宅を訪問した際に、お客様は今後発
生する保険料については口座振替で納付
し、口座振替が間に合わない今年度の納付
対象期間については学生納付特例を申請す
るつもりである旨の説明したとのことでした
が、担当職員に申請書類の記入方法を確認
しましたところ、学生納付特例を受けようとす

○担当職員がお客様に、お詫びのう
え、今回の事象について説明しました
が、その際、お客様より今から口座振
替による当月末割引の金額で支払い
できないかとのお申出があり、機構本
部に協議することとしました。
○機構本部から、平成２２年８月分及
び９月分の保険料は還付の取消しを
行い、１０月分の保険料は当月末割引
による保険料額の納付で差し支えな
い旨の回答を得ました。
○お客様に機構本部との協議結果を
お伝えし、ご理解が得られたため、担
当職員がお客様宅を訪問し、再度お

国民年金
保険料が
口座振替
できなかっ
たことにつ
いて

確
認
・
決
定
東京 文京 2010年8月21日 2010年10月14日

○お客様より、口座振替を申出したはずの国
民年金保険料の還付請求書が送付されてき
たことについて電話によるお問合わせがあり
ました。
○確認しましたところ、口座振替のお申出を
していただいた直後に、学生納付特例が承
認されてしまったことにより、平成２２年８月
分及び９月分の保険料還付が発生したこと
と、平成２２年１０月末の当月末割引の口座
振替が行われなくなったことが判明しました。

1名 ― 0

○担当課長より職員に当該事象を説
明し、お客様の意向を理解し、その意
向に沿ったご説明ができるように指示
しました。

外
部

73
しましたところ、学生納付特例を受けようとす
る期間は平成２３年３月まで記入するように
案内されたとのことでした。
○本来であれば、お客様が「平成２２年４月
から７月までは学生納付特例を申請し、８月
からは納付したい」と希望された時点で、学
生納付特例を受けようとする期間は平成２２
年７月までと案内すべきところ、お客様のご
意向を担当職員が確認することを怠ったため
に起きた事象です。

当職員がお客様宅を訪問し、再度お
詫びのうえ、平成２２年１０月分の割引
による保険料を納付していただき、了
承を得ました。

定
誤
り

部

国民年金
付加保険
料が納付
できなかっ
たことにつ

○担当者がお客様にお詫びし、金融
機関による事務処理誤りであり、お客
様には瑕疵がないため、平成２２年６
月分の国民年金付加保険料を納付で
きるよう、機構本部に協議することとし

○当該金融機関に注意喚起し、適正
な事務処理を指示しました。

○お客様から、「１年前納口座振替から毎月
の口座振替に変更する手続きを行ったが、
口座振替がされていない」との電話連絡があ
りました。
○確認しましたところ、口座振替がされてい

○お客様が金融機関窓口で国民年金保険
料の納付を１年前納口座振替から毎月の口
座振替に変更するため、１年前納の口座振
替契約を解約するお申出をされました。当該
金融機関では、お客様の預金口座の国民年

国民年金
保険料納

○お客様から、「国民年金保険料（付加保険
料込）を納付するため、国民年金保険料の免

○お客様が前年度から引き続き国民年金保
険料の免除申請を希望されていた場合、本

○国民年金課長がお客様に電話し、
お詫びのうえ、付加込みの保険料を納

○課員全員に対して当該事象を説明
し、引き続き国民年金保険料の免除

た とに
いて

確
認
・
決
定
誤
り

東京 大田 2010年8月2日

きるよう、機構本部に協議する ととし
ました。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様に連絡し、平成２２年６月分
の付加保険料込み国民年金保険料を
領収し、了承を得ました。 外

部
2010年8月31日

○確認しましたと ろ、 座振替がされてい
ないことが判明しました。

金融機関では、お客様の預金 座の国民年
金保険料の自動振替契約と振替契約者を管
理するための使用者番号を解約状態にしま
した。
○金融機関で年金事務所より送付した口座
振替依頼書を受付け、金融機関で国民年金
保険料の自動振替契約について契約中の状
態に戻す処理を行いましたが、使用者番号
の契約を、解約の状態から契約状態に戻す
処理をしませんでした。
○新たに届出をされた毎月の口座振替がエ
ラーとなり、口座振替納付がされませんでし
た。そのことにより、国民年金付加保険料が
時効となり、納付できなくなりました。

1名 ― 074

75

保険料納
付書の作
成漏れに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

千葉 佐原 2010年7月14日 2010年11月5日

料込）を納付するため、国民年金保険料の免
除取消申請書と付加保険料申出書を提出し
たが、納付書が送られてこない」とのお問合
せがある旨の連絡が市役所からありました。
○確認しましたところ、納付書が作成されて
いないことが判明しました。

険料の免除申請を希望されていた場合、本
来であれば、引き続き国民年金保険料の免
除申請を希望する旨の取消処理も行わなく
てはならないところ、職員が当該事務処理を
認識していなかったため、当該取消処理を行
わなかったことが原因です。 1名 ― 0

お詫びのうえ、付加込みの保険料を納
付できるか機構本部と協議することで
了承を得ました。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様のご自宅にお伺いし、再度お
詫びをするとともに、定額保険料およ
び付加保険料を収納し、了承を得まし
た。

し、引き続き国民年金保険料の免除
申請を希望しているお客様から国民年
金保険料の免除の取下げの依頼を受
けた場合には、引き続き国民年金保
険料の免除申請を希望する旨の取消
処理も必ず行うことを徹底しました。
○また、同様の事故を生じさせないよ
う、今回の事故内容・事故原因を事務
センターにも情報提供しました。

外
部
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整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
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(単位：円)

対応 対策
判明
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○年金事務所担当職員が被保険者様
にお詫びし、調査確認のうえ後日連絡
することで了承を得ました。また、金融
機関に領収の事実について照会しま
した。
○金融機関より被保険者様名義でご
夫妻（２名分）の払込書があることが確
認できたとの連絡があり、事務セン
ター保管の領収済通知書を確認しまし
たところ、２名分の領収済通知書が確
認できました。
○事務センター担当者が被保険者様
に電話にて、今回の事象を説明し、訪
問のうえ、再度お詫びし、納付案内書

○グループ担当職員に、当該事象を
説明し、一覧表を引継ぐ際は合計欄
のページ数を必ず確認するとともに、
補正処理後の相互チェックを必ず行う
ことを再確認しました。
○委託業者の責任者に対し、一覧表
を間違いなく出力し、確認のうえ引継
ぐよう申し入れました。
○事務センター長から事務処理誤りに
係る再発防止策を朝会において全職
員に周知徹底しました。 外

部
2010年12月6日

○納付案内書が送付された被保険者様の配
偶者様から、「夫婦同時に金融機関に納付し
た」との連絡が年金事務所にありました。
○確認しましたところ、領収済通知書の入力
の際、入力処理されず未納となっていること
が判明しました。

○委託業者が２ページ配信された領収済通
知書入力エラー一覧表を誤って１ページしか
出力しなかったためです。
○また、領収済通知書入力エラー一覧表を
補正する時にも２ページ配信されていること
を確認せず、引継いだ一覧表のみを補正処
理したことによるものです。

1名 ― 0

領収済通
知書入力
エラー一
覧表の補
正入力漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅

栃木
事務
センター

2010年3月9日76

○今回の処理誤りについては、入力
時や決裁時に口座振替情報の確認不
足により発生しており、同様の事案が
ある場合は、入力者・決裁者とも記録
確認を行うよう、課員へ徹底しました。

外
部

○お客様から、「平成２２年１１月口座引落し
になるはずの半年前納保険料が引落されて
いない」との連絡がありました。
○確認しましたところ、口座振替再開登録が
漏れていることが判明しました。

○お客様から平成２２年５月に、昭和６１年１
０月～昭和６３年１月の国民年金第３号被保
険者該当届の提出がされ、本来、記録追加・
訂正により処理すべきところ、第３号取得届
を入力し、翌日、第３号取得届を取消し、追
加・訂正をしたため、平成２２年５月時点で口
座振替の記録が終了したままになり、平成２
２年１１月の口座振替がされなかったもので
す。
○その原因は 翌日訂正したことにより 口

1名 過徴収 540

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、説明しました。今日現在で割
引額が一番いい納付の方法を説明
し、平成２３年４月より口座振替による
半年前納を希望するとのことでしたの
で、口座振替再開登録をする旨を説
明しました。
〇お客様あてに納付書を送付し、口座
振替再開登録については、納付が確
認でき次第登録することとしました

問のうえ、再度お詫びし、納付案内書
を回収したい旨申出ましたところ、訪
問は不要とのことでしたので、返信用
封筒を送付しました。
○未納保険料納付案内書が被保険者
様から送付されました。

国民年金
保険料口
座振替再
開登録漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理

熊本 八代 2010年5月26日 2010年11月2日

遅
延

77

外

○処理済の口座振替納付（変更）申出書の
綴りの中に、お客様の申出書の他６名の方
の申出書が紛れ込んでいました。担当者は
口座振替納付（変更）申出書の処理を優先
し、クレジットカード納付（変更）申出書は後
回しにしていました。処理を終えた口座振替
納付（変更）申出書を整理する中で、何らか
の理由で当該クレジットカード納付（変更）申
出書が紛れ込んでしまい、未処理となったも
のと考えられます。
○受付処理簿につきましては 受付後の消し 名

○担当者がお申出いただいたお客様
に電話にてお詫びをしましたが、了承
を得られず対応策を求められました。
○クレジットカードによる納付が認めら
れた旨報告しましたが、回答までに時
間がかかった経過等の文書による回
答を要求されました。あわせて納付書
で納付した保険料の還付について早
期の立替払いを要求されました。回答
文書について、お客様から特段のお
申立てもありませんので ご了承いた

○国民年金グループ内会議におい
て、当該事象を説明し、処理を終えた
書類を整理する際は未処理の申出書
が紛れていないかどうか、複数名によ
る確認を必ず行うよう申し合わせまし
た。
○なお、クレジットカード納付と口座振
替納付の担当者を分けて処理すること
としました。また、受付処理簿による残
件数と申出書の未処理件数を日々突
合して進捗管理を徹底することとしま

クレジット
カード納付
（変更）申
出書の処
理漏れに
ついて

未
処
理
・
静岡

事務 2010年2月8日

○お客様から「クレジットカードによる保険料
納付の申出をしたが、実施されていない」と
のお申出が年金事務所にありました。
○確認しましたところ、処理済の口座振替納
付（変更）申出書の綴りの中に紛れて、未処
理となっていることが判明しました。

○その原因は、翌日訂正したことにより、口
座情報記録が終了となることを理解していな
かったことが原因です。

認でき次第登録することとしました。
〇納付されたことを確認し、口座振替
再開登録をしました。

理
遅
延

外
部

○受付処理簿につきましては、受付後の消し
込みや残件数の把握など、当時は進捗管理
を行っていませんでした。

7名 ― 0 申立てもありませんので、ご了承いた
だいたものと判断し、対応を完了いた
します。
○他の６名のお客様に担当者が電話
し、お詫びのうえ、説明し、３名の方は
従来の方法での納付、１名の方はクレ
ジット納付、２名のお客様は納付書に
て納付していただき、了承を得ました。

合して進捗管理を徹底することとしま
した。処

理
遅
延

静岡
事務
センター

2010年2月8日
～2010年2月12日

2010年4月15日78
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対応 対策
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1名 ― 0

○年金事務所担当者よりお客様にお
詫びのうえ、経過説明を行い、「納期
内に届出をしているのであるから、付
加保険料の７月分納付を認めてもらい
たい」とのことでしたので、機構本部へ
協議をすることで了承を得ました。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様に付加保険料を収納できる
旨をお伝えし、付加保険料を含む保険
料を現金領収し、了承を得ました。

○事象の発生についてグループ内に
周知し、注意喚起しました。

外
部

国民年金
保険料納
付書の作
成漏れに
ついて 未

処
理
・
処
理
遅
延

滋賀
事務
センター

2010年8月6日 2010年9月2日

○お客様より、「市役所に国民年金付加保険
料納付申出書を提出したが、その時に、後日
付加保険料を含んだ納付書が送付されてく
ると聞いていたが、未だその納付書が来ず、
付加保険料を納付できなかった」とのお申出
がありました。
○確認しましたところ、作成漏れが判明しま
した。

○処理経過を確認しましたところ、平成２２年
７月９日に市役所にて受付し、７月１２日、事
務センターにて受付しました。再取得届の提
出がないため提出を待って８月４日事務セン
ターにて入力処理を行っていました。（８月末
納期納付書作成期限は８月１３日であり、期
限前の入力処理がされていました）
○作成期限前の入力処理であり、事務セン
ターにおいては原因が判明しないため、機構
本部に確認しましたところ、付加保険料配信
までの同一サイクル内（８月６日）に転出届の
処理が行われており、これが原因で納付書
抑止がかかったのではないかと考えられる
が、特定はできないとの回答でした。

79

80

国民年金
付加保険
料が納付
できなかっ
たことにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京 大田 2010年4月30日 2010年8月10日

○お客様から区役所に、「国民年金付加保
険料申出書を提出したが、付加保険料の納
付書が届かない」との連絡がありました。
○確認しましたところ、区役所から年金事務
所に国民年金付加保険料申出書が送付され
ていないことが判明しました。

○区役所で受付をした国民年金関係届書を
年金事務所に送付する際、至急の処理を希
望されていたため、付加保険料申出書につ
いてはすでに年金事務所にFAXで送付され
ているものと勘違いし、誤ってお客様の付加
保険料申出書を抜き取ってしまったことが原
因です。

1名 ― 0

○お客様には瑕疵がないため、時効と
なった国民年金付加保険料を納付で
きるよう機構本部に協議することとし、
機構本部に協議書を提出しました。
○機構本部からの回答により、時効と
なった国民年金付加保険料を領収し
ました。

○区役所に注意喚起をし、適正な事
務処理を指示しました。

外
部

平成２０年
度継続免
除処理漏
れについ

未
処

○市役所より、国民年金保険料平成１９年度
免除申請をした際に、平成２０年度の継続希
望欄の「はい」に丸印をつけて提出したが、
免除承認されていないとの問合わせがありま

○年金事務所にて同日調査しましたところ、
被保険者様の平成１９年度免除申請書には
継続希望「はい」に丸印がついていました。
○原因は 事務センターにて平成１９年度の

○被保険者様の継続免除申請用紙を
作成し、市役所あてに送付し、所得情
報の記入を依頼しました。
○市役所より書類の進達を受付け 事

○事務処理を行う場合には、確実に
書類の再確認を行うように所内で指示
徹底を行いました。

が、特定はできないとの回答でした。

81

れについ
て

処
理
・
処
理
遅
延

千葉 佐原 2008年7月24日 2010年9月27日

免除承認されていないとの問合わせがありま
した。
○確認しましたところ、入力漏れが判明しま
した。

○原因は、事務センターにて平成１９年度の
免除入力処理する際に、担当者が「継続」を
見落とし、入力をしなかったことによるものと
考えられます。
○また、決裁時に再確認するところ、決裁者
が担当者の入力漏れ処理を見落としたことに
よります。

1名 ― 0

○市役所より書類の進達を受付け、事
務センターに処理を依頼し、完了の報
告を受けました。 外

部

○国民年金グループ長からお客様に
お詫びのうえ、経過説明の電話連絡を
行いました。お客様より、遡って付加
保険料を納めたいとのお申出があり、
機構本部と協議することで、了承を得
ました。
○機構本部からの回答により、お客様
に連絡し、遡って付加保険料を収納で

○国民年金グループ職員に対し、全
体ミーティングで事象の伝達をし、処
理経過の事後確認に十分留意するよ
う指示を行いました。

外

○年金事務所にお客様から「付加保険料の
納付書が届かない」との電話がありました。
○確認しましたところ、年金事務所への作成
依頼を怠ったため、納付書が作成されてない
ことが判明しました。

○国民年金付加保険料申出書を入力処理し
ましたが、既に口座振替の入力処理が行わ
れていて、かつ定額保険料が前納されてい
たため、納付書の自動作成が行われません
でした。
○事務センターで納付書が作成できないた
め、年金事務所に付加保険料のみの納付書
を作成依頼すべきでしたが、担当者が納付

名

国民年金
付加保険
料の納付
書未作成
について 未

処
理
・
広島

事務 に連絡し、遡って付加保険料を収納で
きる旨をお伝えし、後日、年金事務所
に来所されるとのお申出がありまし
た。
○お客様が来所され、遡って付加保険
料を領収し、了承を得ました。

外
部

2010年10月8日

を作成依頼す きでしたが、担当者が納付
書は自動作成されるものと誤って判断したた
め、年金事務所への納付書作成依頼を怠
り、お客様に送付されませんでした。

1名 ― 0

処
理
遅
延

広島
事務
センター

2010年5月10日82
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○受付処理簿による進捗管理で、未
処理のチェックを徹底するよう、改善し
ました。
○課内で研修会を開き、相互チェック
を確実に行うように周知徹底し、書類
を綴る際には意識を持って１件１件確
認しながら行うよう指示しました。
○また、書類決裁時に処理結果リスト
の添付を徹底させ、再チェックを徹底
することを徹底しました。 外

部

○お客様より、「国民年金付加保険料納付申
出書を提出したが、未だに口座より定額保険
料分しか振替されておらず、付加保険料分
が納付されていないのではないか」との電話
連絡がありました。
○確認しましたところ、国民年金付加保険料
納付申出書の入力処理漏れが判明しまし
た。

○本来、国民年金付加保険料納付申出書等
の申請書類を年金事務所にて受付した場合
は、事務センターへ回付し、審査・入力処理
すべきところ、同時に受付した、国民年金保
険料追納申込書を処理し、その場で国民年
金保険料追納納付書を作成し、処理が完了
した国民年金保険料追納申込書と一緒に綴
じてしまったため、国民年金付加保険料納付
申出書について事務センターへの回付が行
われないまま未処理の状態となっていまし
た。
○また、年金事務所受付書類のうち、当日入
力分についての受付処理簿の作成を行って
いなかったため、未処理であることのチェック

1名 ― 0

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、今回の経過を説明しました。お
客様より納付期限を過ぎた付加保険
料について、納付を認めてほしい旨の
お申出があり、機構本部と協議するこ
ととしました。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様宅を訪問し、再度お詫びのう
え、付加保険料を現金領収し、了承を
得ました。

国民年金
付加保険
料申出書
の入力漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

山形 山形 2010年7月22日 2010年10月12日83

84

不在者登
録された
方に係る
口座振替
不能につ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

栃木
事務
センター

2010年2月8日 2010年10月19日

○お客様から、「国民年金保険料がここ数ヵ
月間指定口座から引落しされていない」とい
う照会がありました。
○確認しましたところ、転入転出届の入力処
理の際、確認リストが配信されましたが、住
所確認処理がされていなかったために不在
者（転出届後、転入届がなかった方）として登
録されていることが判明しました。

○平成２２年１月７日、お客様からＡ市に平成
２２年１月１４日付の転出届が出され、Ｂ市に
平成２２年１月７日付の転入届が出されこと
により、転入届が平成２２年１月１８日、転出
届が平成２２年１月２５日にそれぞれ事務セ
ンターに回送されました。
○そのため、転入届を平成２２年１月２６日
に、転出届を平成２２年２月２日に処理するこ
ととなったため、確認リストが配信されまし
た。本来であればそのリストにより住所確認
を行うべきところ、確認をせず、不在者となっ
たものです。

1名 ― 0

○年金事務所担当者からお客様にお
詫びのうえ、説明し、口座振替の早割
と同じ金額での領収について、機構本
部に協議することとしました。
○機構本部からの回答により、お客様
から口座振替の早割と同じ金額での
保険料を収納し、了承を得ました。

○国民年金グループ内において事象
発生を説明し、後日配信されるリスト
の確認と、その照合をすることを相互
にチェックすることを周知しました。
○朝会において全職員に対し当該事
象を説明し、リストの確認及び複数人
による相互チェックの徹底を周知しま
した。

外
部

いなかったため、未処理であることのチェック
ができておらず、未入力のまま綴ってしまっ
たことによるものです。

たものです。

85

国民年金
付加保険
料納付申
出書の進
達漏れに
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

静岡
事務
センター

2010年6月29日 2010年8月3日

○お客様から、「付加保険料の納付書が届
かない」との連絡がありました。
○確認しましたところ、付加保険料納付申出
書が区役所に保管されたまま未処理となって
いることが判明しました。

○区役所に提出された書類は、本来速やか
に事務センターへ進達すべきところ、区役所
で誤って進達済書類（写）として保管してし
まったため、付加保険料納付書を納付期限
までに交付することが出来ず、お客様は納付
の機会を逸してしまいました。 1名 ― 0

○担当者がお客様へ電話連絡し、お
詫びのうえ、説明しましたが、納付でき
ないのは納得できないとのお申立てが
あり、機構本部に協議することとしまし
た。
○機構本部からの回答により、お客様
へ電話連絡し、お客様宅を訪ね、付加
保険料を現金領収し、了承を得まし
た。

○区役所に今回の事例を説明し、改
善を申し入れ、注意喚起を促しまし
た。

外
部

国民年金
保険料追
納申込書
の事務処

未

○事務センターから、「当センターに回付され
てきた国民年金保険料追納申込書につい
て、納付期限経過により追納できない追納申
込期間が記入されているが ご本人様には

○受付書類を書類保管箱にて保管し、翌日
に年金事務所にてオンライン入力作業をする
予定でしたが、入力作業をしていませんでし
た

○担当者がご本人様に電話し、今回
の事象を説明してお詫びをしました。
平成１２年１２月分からの追納をしてい
ただくことで了承を得ました

○課内会議において、当該事象を説
明し、年金事務所にて入力処理を要
する届書等について、今後は当該届
書の上部余白に「要事務所入力 と朱

86

の事務処
理遅延に
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

愛知 瀬戸 2010年11月25日 2010年12月1日

込期間が記入されているが、ご本人様には
どのように説明してあるのか」との電話連絡
がありました。
○年金事務所で処理すべき国民年金保険料
追納申込書を事務センターに回送していたこ
とが判明しました。

た。
○また、受付書類を事務センターへ回付する
際に、納付期限間際の追納申込年月が含ま
れる追納申込書であることの確認をしなかっ
たことによります。

1名 未徴収 15,770

ただくことで了承を得ました。
○事務センターの担当者に電話し、平
成１２年１２月分以降の追納納付書を
送付することについてご本人様了承済
みであることを連絡し、事務センターか
らご本人様あてに納付書発送されるこ
と確認しました。

書の上部余白に「要事務所入力」と朱
書きをしたうえでクリアファイルに入れ
て保管することとしました。

内
部
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87

国民年金
保険料還
付請求書
の発行漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

滋賀
事務
センター

2010年8月31日 2010年12月3日

○お客様より年金事務所に対し、８月申請の
国民年金法定免除の承認通知は送られてき
たが、保険料の還付通知が届かないとの照
会がありました。
○事務センターに対し処理経過にかかる問
合せがあり、関係書類を確認しましたところ、
法廷免除処理及び納付記録取消入力処理
は行われていましたが、過誤納保険料の取
扱いとなっておらず、還付請求書作成が行わ
れていないことが判明しました。

○事務センターにて法定免除理由該当届受
理し、同届書及び国民年金保険料納付記録
取消処理を行いました。
○納付記録取消入力処理において処理票の
過誤納表示欄の入力により過誤納保険料と
すべきところ、入力漏れにより過誤納者整理
票が出力されず、入力後のチェックにおいて
も発見できなかったため、還付請求書発行の
処理が行われなかったものです。

1名 過徴収 166,540

○お客様あてに謝罪を行うとともに、
経過説明を行いましたところ、早急に
国民年金保険料還付請求書を送付す
ることで了承を得ました。
○同日、お客様あてに請求書を送付し
ました。

○職員に事象を周知し、入力処理時
及び確認チェック時には漏れのないよ
う、細心の注意を払うよう、朝礼にて指
示を行いました。

外
部

保険料等 ○お客様より提出された 保険料等還付金 ○保険料等還付請求書について登録しまし ○未払い分については直ちに再登録 ○保険料等還付請求書の登録結果を

88

保険料等
還付請求
書の登録
誤りについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

福井
事務
センター

2010年6月15日 2010年11月20日

○お客様より提出された、保険料等還付金
請求書について、金融機関店舗統廃合のエ
ラーにより未払いとなっていることが、年金事
務所の担当者の確認により判明しました。

○保険料等還付請求書について登録しまし
たが、金融機関コードの入力において、金融
機関店舗統廃合前のコード表を使用したた
め、統合後の支所を登録しなければならな
かったところ、統合前の支所と勘違いして登
録してしまい、決裁においても登録誤りに気
が付かなかったものです。
○また、その後２週間程度で支払いとなるた
め、登録結果の確認が必要でしたが、算定
基礎届などの繁忙期と重なったことから確認
が漏れ、登録エラーとなっていたことに気が
付かなかったことによるものです。

1名 未払い 21,281

○未払い分については直ちに再登録
しました。
○ご本人様のご子息より連絡があった
ため、お詫びするとともに経過説明を
行い、支払時期を説明し、了承を得ま
した。また、ご本人様への説明は不要
とのことでした。

○保険料等還付請求書の登録結果を
後日必ず確認するとともに、登録時の
処理票に確認日（支払予定日）を記載
するよう改善しました。また、登録の決
裁において金融機関コードのわかるも
のの添付を徹底するよう、担当職員に
指示した。
○グループ長会議で各グループ長に
報告するとともに、全職員に回覧によ
り周知しました。

内
部

国民年金
保険料口
座振替納
付(変更)申
書 処

○お客様より年金事務所に、「口座振替納付
申出の手続きをしたにもかかわらず、保険料
が引落しされていない。原因を教えてほしい」
との連絡がありました。
確 ま た た金融機 ド

○誤った支店コードで入力を行っていたた
め、口座振替不能となりました。

○年金事務所担当者よりお客様に電
話し、今回の事象を説明してお詫びし
ました。
○事務センターにて、正しい金融機関
ド 訂 ま た

○金融機関コードの転記の際には、店
名の中に出張所との記載が含まれて
いるものについては特に注意を払うべ
きであることを担当者に指示し、また、
処 結 際 送信

89

出書の処
理誤りに
ついて

入
力
誤
り

奈良
事務
センター

2010年11月1日 2010年11月10日

○確認しましたところ、誤った金融機関コード
により口座振替申出書の入力を行っていたこ
とが判明しました。 1名 ― 0

コードに訂正入力しました。
○機構本部に納付について協議し、
年金事務所担当者がお客様宅を訪問
し、再度お詫びのうえ、保険料を領収
しました。

入力処理結果チェックの際には送信
後画面印字を活用し、支店名確認の
みのチェックを処理工程の中に追加す
ることで、厳重なチェック体制を整えま
した。

外
部

○内容審査の際、本来であれば対象期間(平
成２２年７月分から平成２３年６月分）のうち、
免除申請前に保険料納付済となっていた平
成２２年７月分を除く平成２２年８月分から平
成２３年６月分までを承認期間とすべきとこ
ろ、誤って平成２２年９月分から平成２３年６
月分までを承認期間としてしまいました。
○免除申請日の前に保険料納付済である期
間は承認期間から除くことから 内容審査の

○市役所において、年金事務所に確
認のうえ、お客様に先の決定が誤りで
あること及び決定し直した承認通知書
を改めて送付する旨を説明し、了承を
得ました。
○事務センターでは、誤った決定を取
消し、正しい期間で承認しました。出力
された通知書を、年金事務所よりお客
様に発送したことを確認しました な

○担当グループの全員に対して今回
の事象を周知し、審査する際に承認期
間を確実にチェックすること、さらに再
チェック時にも重点的に承認期間を確
認するよう、徹底を図りました。

国民年金
保険料免
除申請の
承認期間
誤りについ
て

○お客様が保険料免除承認を受けているは
ずの期間について、委託業者より納付案内
があったとのお申出を受けて、市役所より年
金事務所に照会がありました。
○年金事務所にてお客様より提出された免
除申請書を確認しましたところ、事務センター
で処理を行った際、承認期間を誤って入力し
ていたことが判明しました。

外
部

間は承認期間から除くことから、内容審査の
際に納付記録を確認し、承認期間の始期を
変更しています。お客様の場合、対象期間の
うち平成２２年７月分が免除申請日（平成２２
年９月）の前に納付（平成２２年８月）されたた
め、承認期間の始期を平成２２年８月とすべ
きところでしたが、誤って平成２２年９月とした
ことが原因です。
○また、審査内容についての再チェックの際
にも、誤りを発見できませんでした。

1名 ― 0

様に発送したことを確認しました。な
お、誤った期間の承認通知書について
は、お客様が既に廃棄済とのことでし
た。
○事務センターの職員がお客様に電
話でお詫びをし、了承を得ました。

入
力
誤
り

東京
事務
センター

2010年10月18日 2010年12月7日90
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1名 ― 0

○窓口で担当者がお客様にお詫びす
るとともに、経過を説明して了承を得ま
した。保険料は、毎月納付するという
ご意思であったため、改めて付加保険
料込の毎月納付用納付書を作成して
お渡しをしました。また、国民年金保険
料還付請求書をお手渡しし、後日送付
していただくこととなりました。
○平成２２年５月から平成２３年３月分
までの国民年金付加保険料を還付し
ました。その後は、毎月定額保険料に
付加保険料込で納付いただいていま
す。

○区役所から回付された書類に記載
されているコメント内容が不明瞭な内
容の場合は、必ず確認するように徹底
しました。
○区役所に付加保険料申出書受付時
には十分な説明をしていただくようお
願いしました。また、付加保険料の納
付書のみを送付する場合とは、前納
済者や口座振替者等に限定されるこ
とを説明しました。 外

部

国民年金
付加保険
料納付書
の作成誤
りについて

通
知
等
の
作
成
誤
り

東京 大田 2010年5月17日 2010年6月8日

○お客様が来所され、「定額保険料と付加保
険料を毎月納付するつもりでいたのに、付加
保険料だけの前納納付書が届いたため、そ
れを納付してしまった」とのお問い合わせが
ありました。
○確認しましたところ、誤って付加分前納納
付書を送付していることが判明しました。

○区役所から送付された付加保険料申出書
に「付加保険料のみ」とのコメントがありまし
たが、区役所に確認せずに、付加保険料申
出書の処理を行うとともに、平成２２年５月か
ら平成２３年３月までの付加分前納納付書を
作成して送付しました。
○お客様が付加分前納保険料と、平成２２年
５月分のみの定額保険料を納付されました。
○納付された付加分前納保険料に対する定
額保険料の納付がなかったため、付加分前
納保険料が過誤納保険料となりました。
○本来であれば、お客様がご希望された、毎
月払い用の定額保険料と付加保険料の納付
書を作成してお客様にお送りするべきとこ

91

92

６０歳以上
の国民年
金高齢任
意加入者
への免除
勧奨誤送
付につい
て

通
知
等
の
作
成
誤
り

山形 寒河江 2010年10月21日 2010年10月28日

○市役所国民年金担当者より、「本来免除の
対象とならない国民年金高齢任意加入者
へ、年金事務所から免除勧奨のお知らせが
届いている方がいる」という旨の電話連絡が
ありました。
○確認しましたところ、６０歳以上の任意加入
中の方へ免除勧奨を行い、送付された方か
ら郵送で免除申請書が提出され、同日受付
し、市役所に回送を行っていることが判明し
ました。

○当所にて作成送付した免除勧奨対象者の
中に、当該任意加入中の方が含まれていま
した。対象者の抽出条件で、任意加入者を除
く抽出を行わなかったことと、その後の窓口
装置での確認が漏れたことにより、対象外の
方へ送付したことによるものです。

1名 ― 0

○市役所より免除申請書の返送を受
け、国民年金課長がご本人様宅へお
伺いし、経過を説明のうえお詫びし、
了承を得たうえで、当該免除申請書を
ご本人様へ返却しました。

○課内ミーティングで当該事象経過を
説明のうえ、システムからの抽出条件
の設定等について、相互チェックする
ように徹底しました。

外
部

り 書を作成してお客様にお送りするべきとこ
ろ、区役所への確認を怠ったことによりご希
望と異なる納付書を作成してしまったことが
原因です。

り

93

国民年金
保険料納
付書の作
成誤りに
ついて

通
知
等
の
作
成
誤
り

埼玉 大宮 2009年3月18日 2010年10月29日

○お客様から、「付加保険料の納付記録がな
い」との連絡がありました。
○確認しましたところ、付加付き前納納付書
を作成するところ、定額のみ前納納付書を作
成し、送付していたことが判明しました。

○任意加入申出書に付加保険料のお申出
がされ、入力処理は正しく処理されましたが、
付加付き前納納付書作成するところ、定額の
み前納納付書を作成し送付してしまいまし
た。
○また、決裁時でもチェック漏れをしたことに
よるものです。 1名 ― 0

○担当者がお客様に電話し、今回の
事象を説明して、お詫びしました。付
加保険料の納付については、機構本
部と協議し、回答があり次第連絡する
旨をお話しました。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様宅へお伺いし、再度お詫び
のうえ、付加保険料を現金領収し、了
承を得ました。

○課内会議において、当該事象を説
明し、納付書の窓口渡し・送付とも複
数名によるチェックを必ず行うよう指
示・確認しました。

外
部

国民年金
保険料納

○ブロック本部の特別監査にて、国民年金保
険料納付記録の訂正について（通知）の内容

○平成２０年２月、年金記録に係る確認申立
書を受付し、平成２１年１月、あっせん通知を

○国民年金課長からご本人様へ電話
し、お詫びのうえ、経過説明し、通知書

○国民年金課において、通知書作成
時の読み合わせを強化し、複数人で

94

保険料納
付記録の
訂正につ
いて（通
知）の内容
の誤りに
ついて

通
知
等
の
作
成
誤
り

島根 浜田 2009年1月28日 2010年11月5日

険料納付記録の訂正について（通知）の内容
の誤りが判明しました。

書を受付し、平成２１年１月、あっせん通知を
受け、ご本人様への訂正通知を行いました。
○その際、ご本人様あて通知書の主文を本
来「～国民年金保険料を免除していたもの
～」とすべきところ、他の事案を修正して作成
したことから、理由文章のみの修正を行い、
主文の修正することを漏らしたため「～国民
年金保険料を納付していたもの～」として送
付しました。その原因は、点検作業において
確認が徹底できていなかったことによるもの
です。

1名 ― 0

し、お詫びのうえ、経過説明し、通知書
の再送付することで了承を得ました。
当日、ご本人様へ通知書の再送付を
行いました。

時の読み合わせを強化し、複数人で
の確認・点検の再度徹底を図りまし
た。

内
部

25
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95

国民年金
保険料納
付書の重
複発行に
ついて

通
知
等
の
作
成
誤
り

愛知
事務
センター

2010年11月12日 2010年11月30日

○お客様より年金事務所あてに、「同じ納付
書が２通届いた」との連絡がありました。
○確認しましたところ、納付書作成の際、
誤ってＡ年金事務所分をＢ年金事務所分とし
て作成し、またＡ年金事務所分として重複し
て作成していたことが判明しました。

○国民年金保険料納付書一括作成時におい
て、エラー補正入力を行った際に、誤った代
行年金事務所により入力してしまい、該当年
金事務所での処理結果リストが出力されな
かったため、再度正しい年金事務所で入力を
行い、結果として重複して納付書が作成され
ました。
○また、決裁においても重複入力のチェック
が漏れたことによるものです。

49名 ― 0

○事務センターにおいて、該当の被保
険者様４９名の方に対し、重複送付さ
れた納付書の一方を破棄していただき
たいこと、また、既に重複して納付いた
だいている場合は、今後の手続に関し
て説明するため、当センターに連絡い
ただきたい旨を記載したお詫びの文書
を送付しました。

○職員に対して、事務処理方法の再
確認、処理結果のチェックを徹底しま
した。

外
部

国民年金
保険料口
座振替停
止のお知

通
知
等

○国民年金保険料口座振替辞退申出書を
提出されたお客様から、「クレジットカード納
付のお知らせが届いた」とのお問合わせが
あったとの連絡が年金事務所よりありまし

〇本来、委託業者が口座振替停止のお知ら
せの通知書で作成すべきところ、クレジット
カード納付のお知らせの通知書で作成してし
まったため 誤った通知書を送付してしまう結

○該当する被保険者様に対し電話に
てお詫びをしたうえで、正しいお知らせ
を再度送付する旨をお伝えしました。
○被保険者様あてにお詫びの文書を

○委託業者に対し、進捗管理票に
チェック項目を追加し、確認の徹底を
指示しました。

96

止のお知
らせの様
式誤りに
ついて

等
の
作
成
誤
り

兵庫
事務
センター

2010年11月29日 2010年12月8日

あったとの連絡が年金事務所よりありまし
た。
○確認しましたところ、通知書の様式誤りが
判明しました。

まったため、誤った通知書を送付してしまう結
果となりました。
○事務センター担当職員においても、件数等
についての確認を行いましたが、様式誤りに
ついては気がつかなかったものです。

40名 ― 0

○被保険者様あてにお詫びの文書を
同封のうえ、国民年金保険料口座振
替停止のお知らせを発送しました。

外
部

97

国民年金
保険料納
付書の誤
送付につ
いて

誤
送
付
・
誤
送
信

沖縄 コザ 2010年11月15日 2010年11月18日

○Ａ様が来所され、国民年金保険料納付書
の中に別人（Ｂ様）の納付書が混入されてい
たとのことでしたため、確認しましたところ、送
付誤りが判明しました。

○本来、Ａ様とＢ様と別々に納付書を送付す
べきところ、誤ってＢ様の納付書をＡ様へ送
付してしまいました。その原因は、納付書封
緘時二重チェックが不十分であったことによ
るものです。 2名 ― 0

○Ａ様が来所の際に、Ｂ様の納付書を
受取り、お詫びとお礼を述べ、了承を
得ました。
○担当者がＢ様へ電話し、お詫びのう
え、説明し、納付書については、送付
することで了承を得ました。
○Ｂ様へ納付書を送付しました。

○朝礼において、今回の送付誤りにつ
いて国民年金課全職員へ周知し、納
付書すべてについて確実に二重の
チェックを行うこととしました。

外
部

○お客様相談室長が、Ａ様のご自宅を ○文書送付時のチェック体制（文書送○国民年金保険料納付記録の照会について ○Ａ様より、年金記録確認のお知らせの回答国民年金

○金融機関への口座振替緊急停止等
の口座振替マニュアルを再度配布す
るとともに、正確な取り扱いを徹底する
とを 知 ま た

○お客様から、「昨年度まで子ども２人分の
国民年金保険料を自身の口座から１年前納
で口座振替納付されているが、今年度は１人
が厚生年金保険 加 たため 分 保

○本来であれば、国民年金第１号被保険者
が厚生年金保険に加入した際には、市区町
村へ届出る説明をしたうえ、口座振替につい
も変 処 期限を ぎ たため

○担当者がお客様に電話でお詫びを
するとともに、国民年金被保険者であ
る下のお子様の保険料について、口
座振替 る 年前納 た場合 保険

○お客様相談室長が、Ａ様のご自宅を
訪問のうえ、お詫びするとともに、誤交
付した国民年金保険料納付記録の照
会について（回答）を回収し、了承を得
ました。
○副所長が、Ｂ様へ電話にて説明す
るとともに、お詫びし、了承を得まし
た。

○文書送付時のチェック体制（文書送
付時には必ず、上司の確認を受ける）
を再確認し、指示しました。

外
部

国民年金
保険料口
座振替に
かかる説

2010年12月14日

○国民年金保険料納付記録の照会について
（回答）の写しを送付したＡ様より、同姓同名
の別人（Ｂ様）の写しが送付されたとの連絡
がありました。
○確認しましたところ、同姓同名の別人（Ｂ
様）の国民年金保険料納付記録の照会につ
いて（回答）をＡ様のものと誤認し、写しを送
付していたことが判明しました。

○Ａ様より、年金記録確認のお知らせの回答
を旧社会保険業務センターへ提出されました
が、結果について連絡がないのでねんきん
ダイヤルへ連絡しましたところ、年金事務所
へ回送したとの回答であったため、当年金事
務所へ連絡がありました。当年金事務所にお
いて進捗を確認した際に、同姓同名の別人
（Ｂ様）の国民年金保険料納付記録の照会に
ついて（回答）をＡ様のものと誤認し、回答済
ですと回答するとともに、写しをＡ様あてに送
付したものです。また、封入時においても氏
名のみ確認し、封入したことによります。

2名 ― 0

国民年金
保険料納
付記録の
照会につ
いて（回
答）の誤交
付につい
て

誤
送
付
・
誤
送
信

長野 飯田 2010年12月13日98

ことを周知しました。

外
部

が厚生年金保険に加入したため１人分の保
険料額のみを口座に入金していたが、厚生
年金保険に加入した子どもの分の保険料還
付請求書が届いたため、もう１人の子どもの
国民年金保険料口座振替が行われているか
どうか確認してもらいたい」旨のお問合わせ
がありました。
○確認しましたところ、厚生年金保険に加入
されたお子様の分の国民年金保険料が口座
引き落とされ、国民年金加入者であるお子様
の分の国民年金保険料が口座振替がされて
いないことが判明しました。

ても変更処理の期限を過ぎてていたため、口
座振替の辞退申出書の提出を受け、金融機
関に対し緊急停止の依頼を行なうべきでした
が、これを怠ったために基礎年金番号の若い
上のお子様の分が口座振替の対象となった
ものと思われます。 2名 ― 0

座振替による１年前納した場合の保険
料額により納付が可能であるかどうか
機構本部に協議することで了承を得ま
した。
○機構本部の回答により、担当者が
お客様に連絡し、口座振替による１年
前納保険料額と同額の保険料を現金
領収し、了承を得ました。

かかる説
明誤りに
ついて

説
明
誤
り

東京 大田 2010年4月30日 2010年5月21日99
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外
部

○保険料を前納された期間については、本
来、免除申請ができないにもかかわらず、今
回、却下通知書等が前納納付書の納付期限
後に送付された事実があったため、お客様が
多段階免除の申請ができるものという認識
ができないまま納付し、納付したことにより多
段階免除の申請ができなくなったことが、お
客様に不利益を負わせたものと判断し、免除
申請を受付するとの誤った説明をしたもので
す。

1名 ― 0

○担当者よりお客様に電話し、先に納
付したものが優先するため、前納期間
については免除申請できず、還付でき
ない旨を説明しましたが、ご納得いた
だけませんでした。
○機構本部へ協議し、還付することと
の回答があり、お客様にその旨を連絡
しましたが、「自分のことはいい。自分
と同じようになっている人については
どのように対応するのか」と言って電
話を切られました。
○お客様あてに説明とお詫びの文書
を送付しました。
○お客様より連絡がありませんので、

○担当部署において当該事象を説明
し、申請書の受付に関し法令および業
務処理要領の徹底を指示しました。ま
た、朝礼においても再度注意喚起を行
いました。

国民年金
保険料免
除・納付猶
予申請手
続きにか
かる説明
誤りについ
て

説
明
誤
り

福岡
事務
センター

2010年8月6日 2010年8月6日

○国民年金保険料を前納されたお客様より、
国民年金保険料免除・納付猶予申請手続き
についてお問合わせがありました。
○確認しましたところ、国民年金保険料免
除・納付猶予申請手続きについて、誤った説
明を行ったことが判明しました。

100

名

○担当職員及び課長が、説明が漏れ
たことについて深くお詫びし、還付は
法律上できないことについて説明しま
したが、ご納得いただけず、還付を強く
希望されました。
○機構本部へ協議書を提出しました。
○機構本部からの回答を受け、お客
様あてに、還付できない旨を文書にて
発送し お知らせしました

○朝礼時、課員全員に、免除申請の
説明として、翌年も申請を希望される
際の申請時期や承認期間、保険料の
納付と還付の関係、クレジットカード納
付及び口座振替納付の方には辞退の
申出書について事例を交えて説明す
ることを周知しました。

外

免除申請
時におけ
る説明不
足につい
て

説
明
愛知 豊橋

2010年8月2日

○平成２２年１０月、国民年金の免除申請書
を届出されるため来訪されたお客様より、納
付済の保険料について、還付するべきとの
強いお申出がありました。
○平成２２年４月に平成２２年６月分までの免
除申請をした際に、平成２２年７月に改めて
申請が必要であることや申請日より前に納付
済となった保険料は還付されないことの説明
がなかったこと 免除の申請書に届出前の納

○平成２２年４月に来訪された際に、免除申
請は平成２２年７月に改めて申請が必要であ
ることや、届出日より前に納付済みとなった
保険料は還付されないことの説明が漏れて
いたこと、また、免除申請書にも、その内容
が注意点として記載されていないため、お客
様は遡及して保険料が還付されるものと誤
解をされたことによるものです。

○お客様より連絡がありませんので、
免除申請書及び還付請求書を送付し
ました。
○お客様に文書、必要書類等も送付
しており、書類の提出等があれば、早
急に対応することとしました。

○担当者がお客様に電話でお詫びを
し、今後の対応については後日連絡さ
せていただくこととしました。
○国民年金保険料の取扱いについ
て、機構本部に協議しました。
○機構本部からの回答により、クレ
ジットカード会社へ取消しを依頼しまし
た。
担当者がお客様 電話 協議結果

○当該事象について担当課内に説明
し、各種申請書等を処理した場合に
は、その処理内容が反映される時期を
再確認し、説明不足にならないよう指
示しました。

外

○お客様より電話にて、「クレジットカード納
付辞退申出書を提出したが、クレジットカード
会社より国民年金保険料の引落しの通知が
あった」旨の連絡があり、説明不足が判明し
ました。

○平成２２年１０月２２日にクレジットカード納
付辞退申出書を郵送で受付し、平成２２年１
１月１日に入力処理をしました。
○平成２２年１１月１日に平成２２年１０月分
～平成２３年３月までの６ヵ月分の国民年金
保険料が前納として引落しされました。
○お客様にクレジットカード納付辞退申出書
をお渡しした時期は不明でしたが、用紙をお
渡 た際 本来 あれば提出期限をお知 名

国民年金
保険料の
クレジット
カード納付
辞退申出
にかかる
説明不足
について

説
明
東京 港

2名 ― 0 発送し、お知らせしました。
○発送後、１０日を経過しましたが、連
絡がないことから、ご理解いただけた
ものと判断しました。

外
部

明
誤
り

愛知 豊橋
2010年8月2日
2010年8月31日
2010年9月30日

2010年10月13日 がなかったこと、免除の申請書に届出前の納
付済みの保険料については還付されないこ
との記載がないこと、平成２２年８月に届いた
全額免除の承認通知書（平成２２年４月の申
請分）にも平成２２年７月以降申請が必要で
あることの記載がないとのお申出がありまし
た。

101

○担当者がお客様に電話で協議結果
を説明し、ご理解を得られたため、取
消分にかかる国民年金保険料納付書
を送付しました。

外
部

2010年11月2日 渡しした際に、本来であれば提出期限をお知
らせすべきところ、それを明確に説明しな
かったことにより、お客様は平成２２年１１月
１日に引落しされる分からクレジットカード納
付を辞退できると思われてしまったために発
生したものです。

1名 ― 0
明
誤
り

東京 港 2010年10月頃102
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整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○期間照会にかかる回答書作成の際
は記録整備後に行うこと、再裁定受付
時には記録整備されていることを確認
するよう徹底しました。

外
部

○ご本人様の代理人より、「再裁定の申出を
したが、支払いについてはいつ頃か」とのお
問合わせがありました。
○確認しましたところ、記録整備未処理分と
して保留していたため、記録整備を行いまし
たところ、脱退手当金支給済であることが判
明しました。

○脱退手当金支給済期間について、支給済
の表示をせず回答し、再裁定を受付けしてし
まいました。
○期間照会の回答をする際、記録整備後に
すべきところ、確認せず回答を行ったこと、ま
た、再裁定を受付ける際にも確認しなったた
めです。

1名 ― 0

○ご本人様の代理人が来所されまし
たので、副所長・担当者で対応し、お
詫びと経過説明を行いました。内容に
ついては理解できるが、期間照会回答
書で期間がありました、年金が増えま
すと言われ、間違いでしたでは承服し
がたいと強いお申出がありました。今
回の経緯とお詫びについては、年金事
務所として文書を送付することの検討
を行い、対応については年金事務所
で行うと説明をしました。
○お詫びの手紙並びに訂正した期間
照会回答書を送付し、同時に年金額
仮計算書を返戻しました。

期間照会
回答にか
かる脱退
手当金期
間の確認
漏れにつ
いて

受
付
時
の
書
類
管
理
誤

奈良 桜井 2009年7月2日
2009年7月28日

2010年8月13日103

仮計算書を返戻しました。
○その後、ご本人様からの連絡はあり
ません。

誤
り

28



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○事務センターより、「重複付番リストの確認
の際、不明な記録があるため、再確認願いた
い」との連絡がありました。
○確認しましたところ、同姓同名の別人の基
礎年金番号で遺族厚生年金を裁定していた
ことが判明しました。

○遺族厚生年金請求時に請求者（Ａ様）の基
礎年金番号を記載するにあたり、氏名索引
記録をもとに誤った基礎年金番号を記載した
ものと思われます。当時、請求者（Ａ様）が年
金手帳・年金証書を持参されていたのかは
不明です。
○また、裁定時においても別人（Ｂ様）の基礎
年金番号が記載させていることに気づかず
処理したことによるものです。

○管理者会議において当該事象を説
明し、発生事例での氏名索引の確認
方法を具体的に指示しました。
○各課朝礼において当該事象を説明
し、発生事例での氏名索引の確認方
法を具体的に指示しました。

遺族厚生
年金の裁
定誤りに
ついて

○お客様相談室長がＡ様に電話し、お
詫びのうえ、今回の誤りの経緯等を説
明しました。過払いの返納について
は、ご理解いただけず、今後の対応と
なりました。
○Ａ様へ電話しましたところ、「夫が生
前探していた事業所の記録をもう一度
探してもらいたい」とお申出がありまし
た。正しい金額に訂正する必要がある
ことを説明しましたところ、「夫の記録
を探すほうを優先すべき」とのお申出
がありました。
○処理誤りの経過と正しい金額への
訂正を行う旨を記載した文書をＡ様あ

2名 過払い 396,366

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 市岡 2008年8月26日 2010年7月5日

訂正を行う旨を記載した文書をＡ様あ
てに送付しました。
○担当者がB様宅を訪問し、お詫びの
うえ、経過を説明し、了承を得ました。
○Ａ様と面談し、お詫びと経過説明文
書をお渡しましした。平成２２年１０月
定期支払の振込通知書にて年金額の
変更について、事務処理誤りが発覚し
た経緯について説明し、また、訂正を
しないまま放置していれば、B様の年
金と連動することを説明し理解を求め
ました。過払いの返納については、拒
否の姿勢はかわりませんが、金額の
訂正についてのみ了承されました。
○機構本部に連絡し、平成２２年１２月
１６日裁定予定の遺族厚生年金につ
いて、平成２３年２月１５日に定時分の
み支払を連絡しました。過払い分の返

内
部

104

み支払を連絡しました。過払 分の返
納については、Ａ様からの合意を得る
までにいたっていないことを伝えまし
た。
○また、裁定確認後、経過書を作成
し、機構本部へ送付すること、Ａ様との
協議ができたら返納に関する申出書を
送付することの指示がありました。
○平成２２年１２月17日裁定を確認し、
機構本部へ経過書等を送付しました。
○Ａ様に証書とともに、過払い金額に
ついて返納が必要なこと、返納につい
て分割方法があることを記載した手紙
を同封して送付しました。今後、返納
について引き続き理解を求めていきま
す。

29



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○ご本人様に架電し、担当者がご本
人様宅に赴き、お詫びのうえ、事情を
説明を行い、年金の返納をお願いしま
した。
○ご本人様の代理人が来所され、お
詫びのうえ、裁定誤りについて説明し
ました。「当時何度も確認したのに、２
年も経過してから間違いといわれても
納得できない、ただ返納しなければい
けないと確認できたら納得はしないが
返納する。支払保留の処理をすること
には、同意する。確認後本人と話し連
絡する」とのことでした。
○支払保留処理を行いました。

○お客様相談室職員に、受給要件の
確認を複数の職員で行ったうえで進達
するように徹底しました。

内
部

2010年8月5日

○平成２１年１２月、年金記録が判明したた
め、再裁定請求書を受理しました。
○平成２２年７月、通算老齢年金の受給要件
が生じないとの理由で返戻され、内容を確認
しましたところ、平成２０年８月に新規裁定を
行った際、昭和３６年４月以降、ご本人様の
厚生年金・国民年金・共済の被保険者期間
が１ヵ月もない方に配偶者様の合算対象期
間を加え裁定し、年金を支給していることが
判明しました。

○平成２０年６月、年金記録が判明した際
に、旧法の通算老齢年金支給要件の厚生年
金・国民年金・共済の被保険者期間がない
方に対し、配偶者様の通算対象期間を加え
たことで、受給要件を満たしていると理解し、
請求を受理したものと推測されます。

1名 過払い 1,193,663

旧法厚年
通算老齢
年金の裁
定誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 堺西 2008年6月13日105

○お客様相談室内ミーティングにおい
て、当該事象を説明し、返戻分の再進
達時には内容を２名によりダブル
チェックを行ったうえで決裁し、再進達
することを徹底しました。

○お客様から、「遺族年金を選択する選択申
出書を提出したが、平成２２年４月分からしか
遺族年金が支払われず、それ以前の３ヵ月
分の遺族年金について返納扱いとなってお
り、老齢年金の受給権発生後の平成２１年１
１月分からの遺族年金の支給を認めるべき
である」とのお申立がありました。
○老齢年金裁定請求時の年金相談受付票
及び機構本部より送付された選択申出書等
の写しを確認しましたところ、遺族年金を選
択し 老齢年金を停止すべきところを誤って

○平成２１年１０月、当所にて遺族年金（旧法
厚生年金）を受給されているお客様が老齢厚
生年金の請求手続きをされましたが、その
際、遺族年金との選択において、支払年金
額の多い方の遺族年金を選択する内容で年
金受給選択申出書を提出したにもかかわら
ず、遺族年金を停止する内容の通知がお客
様に届きました。
○本来、年金受給選択申出書を遺族年金を
選択として機構本部へ進達しなければならな
いところ 再進達する際に選択の表示を誤っ

○担当者がお客様に、今回の事象を
説明してお詫びしました。今後の対応
につきましては、機構本部に協議し、
回答することで了承を得ました。
○機構本部へ支払等について調整依
頼をしました。
○経過書を機構本部へ提出し、協議
を依頼しました。
○機構本部より、平成２１年１１月に遡
り訂正の旨の了承を受け、支払が確
定したため お客様相談室長よりお客

○支払保留処理を行いました。
○ご本人様より返納申出書を受理し、
裁定を取り消し、返納申出書を事務セ
ンターへ回付しました。

年金受給
選択申出
書への表
示誤りに
ついて

確
認
・

り

年金繰下
げ請求の
取下げに
ついて

確
認
・

○お客様から、「年金振込金額が少ない」と
の電話照会がありました。
○確認しましたところ、お客様の意思とは違
う繰下げ請求となっていることが判明しまし
た。

○６５歳本来請求を６７歳で行った際の窓口
対応誤りです。
○本来請求をお客様の意思確認不充分のま
ま請求書作成・説明し、繰下げ請求としたも
のです。

○担当者がお客様に連絡し、お詫び
のうえ、説明し、機構本部と協議のう
え後日連絡することとしました。
○機構本部より、請求書受付日に６５
歳の本来請求で受付けたものとして訂

○年金相談窓口担当者に今回の事象
の説明を行い、窓口対応時にはお客
様への説明を充分に行い、お客様の
意思を確認するよう研修を行い、再発
防止を図りました。

外

外
部

択し、老齢年金を停止すべきところを誤って
反対に表示していたことが判明しました。

いところ、再進達する際に選択の表示を誤っ
て記載してしまったことにより、お客様の希望
と反対の選択としてしまいました。
○平成２２年３月、お客様が他年金事務所に
来所され、遺族年金を選択する内容で年金
受給選択申出書を提出されました。このこと
により、それ以前に支払いがされた遺族年金
について（平成２１年１１月分から平成２２年１
月分までの３ヵ月分）について返納扱いと
なったものです。

1名 未払い 154,416

定したため、お客様相談室長よりお客
様へ連絡し、再度お詫びし、支払時期
を説明し、了承を得ました。

・
決
定
誤
り

東京 池袋 2010年4月15日 2010年7月14日106

107 決
定
誤
り

大阪 八尾 2010年4月16日 2010年8月10日

た。 のです。
○その原因は、６７歳で来所されたお客様を
対応した職員が勝手に思い込みをし、６７歳
の繰下げ請求の受付をしたものです。

1名 未払い 2,326,225

歳の本来請求で受付けたものとして訂
正処理を行うべきとの連絡を受け、未
支給分の支払時期をお客様に連絡
し、了承を得ました。

防止を図りました。
外
部
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対応 対策
判明
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内
部

○当所において老齢厚生年金の裁定をする
際に、本来合算対象期間として入力すべき
期間を誤って共済年金期間として登録処理し
たため、老齢基礎年金額に過払いが生じた
ものです。
○処理結果リストの確認及び決裁時の確認
が不十分でした。

1名 過払い 1,404,975

○お客様相談室長がご本人様へ電話
し、お詫びのうえ、経過説明を行いまし
た。
○ご本人様宅を訪問し、裁定誤りと年
金の過払いについてお詫びし、事象の
詳細を説明しました。
○ご本人様が来所され、「過払いにつ
いての説明はわかったが、返納につい
てはすぐには応じられない」とのことで
した。説明のうえ、仮計算書と返納方
法申出書をお渡ししました。
○ご本人様から、仮計算書及び返納
方法申出書が送付されました。機構本
部に進達しました。

○所内会議において、当該事象を説
明し、届書の処理及びその確認につ
いて改めて周知を図り、全職員に対し
再発防止の徹底を行いました。

老齢基礎
年金の裁
定誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

鹿児島
鹿児島
北

2007年4月6日 2010年9月2日

○事務センターにおいて、ねんきん特別便を
処理している際、退職年金（旧法共済）の年
金額の計算の基礎とされた組合員期間が、
老齢基礎年金においても重複して年金額の
基礎とされている旨の連絡を受け、過払いが
生じていることが判明しました。

108

109

支給繰上
げ申出書
の添付誤
りについて 確

認
・
決
定
誤
り

福岡 南福岡 2010年4月8日 2010年9月14日

○Ａ様から、「基礎年金の繰上げの申請はし
ていないのに支払案内がきて年金が振り込
まれている」と電話がありました。
○確認しましたところ、支給繰上げ申出書の
添付誤りが判明しました。

○窓口でＡ様の裁定請求書と、Ｂ様の裁定
請求書と繰上げ請求書を受理しましたが、
誤ってＡ様の裁定請求書にＢ様の繰上げ請
求書を差込んで事務センターへ送付してしま
いました。
○審査でそのことに気づかないままＡ様の繰
上げ請求書ということで処理を行ったためで
す。

2名 その他 212,074

○Ａ様へ今回の誤りの経過、及び返納
方法を記載した文書を送付しました。
○Ａ様が来所され、お詫びのうえ、経
過説明し、一括現金による返納申出
書を受領しました。
○Ｂ様については、担当者から連絡を
取り、お詫びし、了承を得ました。
○処理関係については、機構本部に
依頼しました。

○朝礼で繰り上げ請求書等の添付資
料処理にあたっては、ご本人様のもの
で間違いないか裁定請求書と突合せ
を行うことを指示しました。

外
部

老齢年金
裁定誤り

○お客様が年金相談のため来所された際
に 配偶者様の年金記録を確認しましたとこ

○平成４年６月、旧社会保険事務所において
特別支給の老齢年金を裁定する際 共済年

○お客様相談室長がお客様宅に訪問
し お詫びのうえ 事情を説明し 過払

○共済加入期間を有する方の支給決
定にあた ては 正確な事務処理を行

部に進達しました。

110

裁定誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

東京 八王子 1996年12月19日 2010年8月4日

に、配偶者様の年金記録を確認しましたとこ
ろ、本来、旧法退職年金の受給者の方のた
め共済加入期間は合算対象期間とすべきと
ころ、老齢基礎年金の基礎対象期間として計
算されていたため、年金を過払いしていたこ
とが判明しました。

特別支給の老齢年金を裁定する際、共済年
金加入期間を合算対象期間とすべきところ、
老齢基礎年金の基礎対象期間として入力し
ていたため、６５歳時の裁定で自動的に合算
対象期間とするべき期間が、基礎年金の計
算に含まれて計算されていたことによるもの
です。

1名 過払い 8,667,700

し、お詫びのうえ、事情を説明し、過払
い額をお返しいただくことを了承してい
ただきました。
○年金額の訂正には共済年金加入期
間確認通知書が必要なため、お客様
から委任状をいただき、国家公務員共
済組合へ発行依頼を行いました。
○共済年金加入期間確認通知書が国
家公務員共済組合から届いたので、
機構本部へ再裁定の依頼を行いまし
た。

定にあたっては、正確な事務処理を行
うよう、お客様相談室全職員に徹底し
ました。

外
部

厚生年金
脱退手当
金におけ
る金融機
関登録誤

確
認

○お客様より、「厚生年金保険脱退手当金が
口座に振り込まれていない」との電話があり
ました。
○厚生年金保険脱退手当金裁定請求書を
確認しましたところ 振込先金融機関を誤っ

○厚生年金保険脱退手当金裁定請求書に
記載されている金融機関名等が、受付をした
年金事務所の確認印があるため相違ないも
のと判断したこと、通帳の写しが添付されて
いたにもかかわらず確認が不十分だったこと

○担当者からお客様に電話し、お詫び
のうえ、支払時期を説明しましたが、
了承が得られず、機構本部に支払時
期を確認のうえ、再度電話することとし
ました

○朝会において全職員に対し当該事
象を説明し、思い込みでの処理を行わ
ないこと、特に端末登録については、
より一層、慎重に対応することを徹底
しました

111

関登録誤
りについて

認
・
決
定
誤
り

北海道
事務
センター

2010年8月20日 2010年9月29日

確認しましたところ、振込先金融機関を誤っ
て登録していることが判明しました。

いたにもかかわらず確認が不十分だったこと
によります。
○また、決裁時においても確認が不十分だっ
たことが原因です。

1名 未払い 380,400

ました。
○機構本部に照会し、早期に再振込
ができる旨の確認をしました。
○担当者からお客様に電話し、支払
時期が早期になったことをお伝えし、
了承を得ました。

しました。
○また、脱退手当金・死亡一時金の担
当者及び決裁担当者には実際の書類
で審査方法を検証し、確実な事務処
理を行うことを指示しました。

外
部
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1名 過払い 2,564,250

○副所長とお客様相談室長がお客様
宅を訪問しましたが、お留守なため、
置手紙を郵便受けに投函（訪問の主
旨・お詫びを記載）しました。
○お客様が置手紙を受けて当所に来
所され、所長と副所長がお詫びと経過
について説明しました。奥様を含めて
詳しく説明してほしいとのことでしたの
で、後日、お伺いすることとしました。
○所長とお客様相談室長がお客様宅
を訪問し、奥様にご同席いただき、再
度お詫びのうえ、経過及び今後の支
払額・返納金について説明しました。
返納方法申出書を受理し、了承を得ま

○朝礼においてお客様相談室職員に
周知し、また、今後の新規裁定での同
様の事象発生はないと思われます
が、再三注意喚起を行ってきた事象で
あるので、来訪相談時においては十
分な認識を持ち、説明誤りのないよう
徹底し、事務所内連絡会議において
も、当該事象について説明し、全職員
に周知しました。

内
部

農林年金
期間を有
する方に
係る年金
裁定誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

岡山 倉敷西 1993年4月8日 2010年10月8日

○ねんきん特別便による調査により、新たな
厚生年金期間が判明し、そのことによる再裁
定申出書を進達しましたところ、機構本部よ
り返戻されました。
○確認しましたところ、既裁定の老齢基礎年
金において、合算対象期間に算入すべきとこ
ろ、老齢基礎年金対象期間に算入し、老齢
基礎年金が過払いとなっていることが判明し
ました。

○平成５年４月の特別支給の老齢厚生年金
裁定時において、当該受給権者様は農林年
金の退職年金決定者であるため、昭和３４年
１月から昭和５５年８月の農林年金組合員期
間については合算対象期間として入力すべ
きところ、老齢基礎年金算定対象期間として
誤入力したため、老齢基礎年金が過払いと
なりました。

112

113

障害基礎
年金の支
払い遅延
及び過払
いについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉
事務
センター

2010年9月10日 2010年10月14日

○受給権者様の所得状況確認処理時におい
て一覧表を確認しましたところ、処理誤りが
あり、年金の支払が差止めとなったことが判
明しました。

○所得状況連名簿の審査結果を帳票に転記
する際、本来、所得状況届の提出があった受
給権者様は、帳票の区分欄を空欄（支給）に
すべきところ、区分欄に所得状況届未提出・
所得未申告又は転出と記入してしまったた
め、支払が差止めとなってしまいました。
○また、区分欄を所得状況届未提出とすべ
きところ、空欄（支給）としてしまったため、差
止となるべき受給権者様に支払となってしま
いました。

15名 その他 5,412,624

○支払遅延のお客様へは、お詫びの
手紙を送付し、お詫びの電話をし、了
承を得ました。
○過払いのお客様へは、電話にてお
詫びし、返納していただく旨を説明し、
了承を得ました。（別添お詫びの手紙
を送付し、返納申出書を受理しました）
○支払遅延のお客様は、支払済みで
あることを確認しました。

○今年度は、アシスタント職員のみの
確認作業であしたが、来年度は、職員
による確認を行い、チェック体制の強
化を図ることとしました。

内
部

返納方法申出書を受理し、了承を得ま
した。
○書類を整理し、お客様あてに控えを
送付しました。

○お客様に、平成２１年１０月付で決
定してしまった老齢基礎年金の取消の
可否について、機構本部と協議したう
えで回答することをお伝えしました。
○機構本部から、本事象は事務処理
誤りであり、６８歳時繰下げ決定を取
消し、７０歳時繰下げ決定をし直すべ
きとの回答を受け、老齢基礎年金の６
８歳時の年金額決定の取消しと７０歳
時での年金額の再決定を依頼しまし
た｡
○お客様に連絡し、再度お詫びのう
え、説明し、了承を得ました。

○お客様相談室の朝礼において、事
象を説明し繰下げ待機者と請求時同
時繰下げ者の添付用紙について十分
確認するよう指導徹底しました。

外
部

2010年9月21日

○お客様が７０歳に到達し、老齢基礎年金支
給繰下げ請求書を提出するため来所されま
したところ、平成２１年１０月付ですでに老齢
基礎年金が繰下げ決定されていることが判
明しました。

○お客様に経過を伺いましたところ、「１年前
の相談で、６５歳時点での年金額と７０歳繰
下げ請求をした場合の見込額を示されたが、
出された書類に記入することで繰下げ意思を
登録するものだと説明を受けた」とのことでし
た。
○請求書の原本ならびに担当相談員からの
聴取より、当年金事務所の説明誤りであるこ
とが判明しました。本来は平成２２年９月２２
日から平成２２年９月３０日の間に老齢基礎
年金の繰下げ請求書を受理すべきところ、相
談員の知識・認識不足により説明誤りならび
に年金請求書の審査誤りをしたことが原因で
す。

1名 過払い 947,245

７０歳繰下
げ待機者
に対し誤っ
て６８歳の
繰下げ裁
定をしたこ
とについて

確
認
・
決
定
誤
り

千葉 船橋 2009年10月16日114
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115

障害基礎
年金不該
当届の取
消につい
て

確
認
・
決
定
誤
り

東京 港 2003年6月19日 2010年6月25日

○他年金事務所において、お客様より障害
基礎年金と老齢厚生年金の併給についての
相談がありました。
○確認しましたところ、障害基礎年金につい
ては障害の状態が永久固定であるにもかか
わらず、障害不該当届が提出されており、受
給権が失権していたことが判明しました。

○障害の様態は永久固定であるため、本来
であれば障害不該当届を提出することは考
えられませんが、平成１５年当時においては
障害基礎年金と老齢厚生年金とはどちらか
を選択することとなっており、老齢厚生年金
が将来に渡り有利であると考えられたため、
老齢厚生年金の請求手続きをされた際、障
害基礎年金にかかる現況届の提出が不要と
なるようにするため、障害不該当届を受付し
てしまったものと考えられます。

1名 未払い 2,854,424

○障害不該当届の取消について機構
本部あてに協議書を提出しました。
○機構本部より回答があり、障害不該
当届の取消処理を行ったうえで、選択
処理を進めるよう指示がありましたの
で、再度書類を進達しました。
○お客様に障害基礎年金の不該当の
取消処理を進めることを文書で連絡
し、了承を得ました。

○お客様相談室内会議において、障
害不該当届の受付に際しては、障害
の状態に注意して受付を行うよう、周
知徹底しました。

外
部

116

国民年金・
厚生年金
保険老齢
給付年金
誤裁定に
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

東京
事務
センター

2010年9月29日 2010年10月22日

○お客様より、「年金証書が届き、その内容
を確認したところ、厚生年金支払記録の記載
がなかった」と年金事務所にお申出がありま
した。
○確認しましたところ、誤った審査処理を行っ
ていたことが判明しました。

○本来厚生年金記録８ヵ月分及び脱退手当
金記録８０ヵ月分と審査すべきところ、厚生年
金記録の合計月数８８ヵ月分の全てを脱退
手当金精算済期間として審査処理を行ってし
まいました。
○また、その後のチェックにおいても誤審査
が判明せず、誤った脱退手当金記録のまま
年金の支給決定を行ってしまったために発生
したものです。

1名 ― 0

○初回支払予定である１２月支払分の
訂正が可能であるか機構本部に確認
しましたところ、訂正可能であることが
確認できたため、年金事務所担当者よ
りお客様へ連絡し、お詫びのうえ、説
明しましたところ、了承を得ました。
○年金証書の差替につきましては、１
２月支払を確認したうえで、行いまし
た。

○グループ内において緊急ミーティン
グを行い、当該事象を説明し、複数名
によるチェックを徹底することを指導し
ました。

外
部

○お客様相談室長より、年金相談に
従事している職員に、今回の事象につ
いて確認しましたところ、適正な知識を
身につけていましたが、改めて周知さ
せるとともに 企業年金加入記録保持

○お客様が来所され、「老齢年金を請求する
際に、すでに受給していた障害厚生年金をそ
のまま受給する旨を当所の年金相談員に伝
えたが、老齢年金に変更されているようなの
で 調べてほしい」とのお申出がありました

○本来はお客様より障害年金を選択する旨
を伝えられた場合は、選択届の備考欄に障
害年金を選択する旨を書き込みますが、対
応した年金相談員が有利選択のゴム印を押
してしまったため金額が高い老齢年金が選

○担当者がお客様にお詫びのうえ、説
明し、再度選択届と申立書及び障害
特例を記載していただき、障害厚生年
金を継続して選択する処理をする旨を
お伝えし 了承を得ました

選択届の
誤りについ
て

○厚生年金基金加入期間がある方のため、
厚生年金基金の支払額を考慮して、遺族厚

○年金事務所担当者がお客様のご自
宅を訪問し、お詫びのうえ、厚生年金

○年金受給選択申出書の審査につい
て、お客様に有利となるように（お客様

せるとともに、企業年金加入記録保持
者については特に慎重に行うよう注意
を促しました。

外
部

老齢厚生
年金新規

○年金事務所にお客様が来所され、「年金請
求の際に２つの年金（遺族厚生年金、老齢厚

で、調べてほしい」とのお申出がありました。
○確認しましたところ、選択誤りが判明しまし
た。

してしまったため金額が高い老齢年金が選
択されてしまったものです。そのためにお客
様が厚生年金基金から障害特例年金を受け
取ることができなくなってしまいました。
○当時担当した職員は退職しており、年金相
談票についても詳細に記載されていないた
め推測ですが、担当した職員は企業年金も
含めて有利選択のゴム印を押せば一番高い
金額が選択されると誤った認識をしていたと
思われます。
○また、老齢厚生年金としての障害特例請
求書も本来は受領すべきものでしたが、こち
らも受領していませんでした。

1名 未払い 632,500

お伝えし、了承を得ました。

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 厚木 2009年10月28日 2010年8月23日117

外
部

厚生年金基金の支払額を考慮して、遺族厚
生年金と老齢厚生年金の選択処理を行うべ
きところ、単純に、支払年金額の多い方を選
択と表示して入力処理をしたため、遺族厚生
年金を選択する処理となってしまいました。
○老齢厚生年金については、在職による全
額支給停止となっていますが、厚生年金基
金の支払が一部（国の代行部分）あるため、
遺族厚生年金を選択するより老齢厚生年金
を選択したほうが、お客様が受け取る額が多
くなるものでした。

1名 その他 247,914

宅を訪問し、お詫びのうえ、厚生年金
基金からの一部未払い分があること
及び遺族厚生年金の過払いがあるこ
とを説明し、返済方法申出書（遺族厚
生年金過払い分）を受理し、新規裁定
時に遡って選択処理を変更することで
了承を得ました。
○機構本部に再裁定処理を依頼しま
した。

て、お客様に有利となるように（お客様
の希望する選択になっているか）確認
を徹底することと、申出書の内容に疑
義がある場合は、受付担当の年金事
務所またはお客様に再確認をするよう
にすることを、朝礼において担当者に
周知しました。
○また、各年金事務所お客様相談室
へ、選択内容が明確にわかるように備
考欄やチェックシートへの記入を依頼
しました。

年金新規
裁定時の
選択処理
の誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉
事務
センター

2010年7月15日 2010年10月20日

求の際に２つの年金（遺族厚生年金、老齢厚
生年金）のうち老齢厚生年金を選択する申請
をしていたが、遺族厚生年金が支払われて
いるので、確認してほしい」とのお申出があり
ました。
○確認しましたところ、新規裁定処理時の選
択処理に誤りがあることが判明しました。118
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119

老齢厚生
年金裁定
誤りについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

埼玉
事務
センター

2010年4月8日 2010年10月28日

○年金事務所に請求者であるご夫妻の代理
人が来所され、ご主人様の老齢基礎年金繰
下げ請求書及び、奥様の老齢基礎年金裁定
請求書年金請求の処理状況について照会が
ありました。
○確認しましたところ、ご主人様の老齢基礎
年金繰下げ請求書の進達漏れと、妻の老齢
基礎年金が誤って繰下げ処理をしていること
が判明しました。

○ご主人様の繰下げ請求書については、機
構本部へ進達すべきところを、進達不要とさ
れていました。
○奥様の老齢基礎年金は、本来請求として
処理すべきところを、繰下げとして審査・入力
してしまいました。
○原因は、ご主人様の繰下げ請求書を、奥
様のものと錯誤して審査したものです。

2名 未払い 1,609,500

○ご主人様の老齢基礎年金繰下げ請
求書については、機構本部に進達し、
平成２２年1２月支払で遡及分につい
て支払い済であることを確認しました。
○奥様の老齢基礎年金の本来請求へ
の訂正処理を、機構本部と協議し、訂
正処理の依頼し、平成２３年１月支払
を確認しました。
○担当者が代理人（社会保険労務士）
へ処理の経過を報告し、了承を得まし
た。

○慎重な審査・確認及び決裁時の
チェック・確認を確実に行うよう、周知・
徹底しました。

外
部

120

老齢厚生
年金裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉
事務
センター

2010年5月13日 2010年10月28日

○年金事務所にお客様が来所され、年金請
求書の処理状況（年金の支払額）について照
会がありました。
○確認しましたところ、老齢基礎年金繰上げ
請求書が添付されていましたが、入力漏れと
なっていたことが判明しました。

○老齢基礎年金繰上げ請求書（全部繰上
げ）が添付されていましたが、基礎繰上げ
コードが記入漏れとなっていたため、入力処
理が行われていませんでした。
○原因は、内容審査時に入力項目に記入漏
れがあり、その後の決裁時にも記入・入力漏
れが確認できなかったものです。

1名 未払い 222,541

○機構本部に再裁定を進達し、早急
な処理を依頼しました。
○平成２２年１２月支払予定の処理を
進めていることについて、年金事務所
担当者よりお客様へ連絡し、了承を得
ました。
○平成２２年１２月に差額分の支払が
完了していることを確認しました。

○慎重な審査・確認及び決裁時の
チェック・確認を確実に行うこととしまし
た。

外
部

○副所長、お客様相談室長がご本人
様及びご家族と面談し、今回の事象並
びに今後の取扱いについて説明のう
えお詫びしました。また、脱退手当金
を受けた記憶があいまいとの返答が
あったので 第三者委員会への記録

○年金記録課内朝礼で全員に説明
し、再発防止のための事務処理方法
（業務取扱要領、関係通知）の再確
認、影響の大きさについて理解するよ
う指示しました。

脱退手当
金記録の
入力処理
に伴う再
裁定誤り
について

○年金記録の判明未統合の確認作業を行っ
ている中で、再裁定の処理を完了した後、統
合した厚生年金資格記録の一部に脱退手当
金の支給記録があり、その支給記録が追加
入力されたことにより、過払い金が発生した
ことが判明しました

○ねんきん特別便の照会に基づき、旧社会
保険業務センターに記録整備を依頼しまし
た。基礎年金番号に統合処理し、再裁定の
進達をしました。その後、再裁定の処理がさ
れ、支払われました。
その後 機構本部から「処理済ですが 旧台

1名 過払い 5,317,532

あったので、第三者委員会への記録
申立てについて説明しました。
○ご本人様の配偶者様から返納方法
申出書及び第三者委員会年金記録確
認申立書の郵送があり、受理し、進達
しました。
○ご本人様とご家族が来所され、第三
者委員会の審査決定がされるまで返
納を猶予できないかとのお申出を受け
ましたが、返納を求めることと第三者
委員会の審査は別であることを説明
し、改めての返納をお願いしました。ま
た、脱退手当金を受給した証拠書類
の提示を求められましたが、存在しな
いことを説明しました。
○ご本人様より、納付書が送付され次
第、１回目の納付をする予定ですとの
回答がありました。

内
部

について

確
認
・
決
定
誤
り

愛知 刈谷 2009年12月15日 2010年10月28日

ことが判明しました。 その後、機構本部から「処理済ですが、旧台
帳から脱退手当金記録を収録しました」との
回答が送付されましたが、年金記録課で裁
定原簿との照合がされませんでした。その結
果、過払いが発生したものです。

121

回答がありました。
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122

老齢基礎
年金の裁
定誤りに
ついて 確

認
・
決
定
誤
り

大阪 堺西 2010年10月1日 2010年11月8日

○老齢基礎年金を請求されたお客様より、
「年金証書を受取ったが、繰下げ請求になっ
ているか確認をしたい」との電話照会があり
ました。
○確認しましたところ、６５歳裁定になってお
り、その旨お伝えしまたところ、「７０歳から受
給する予定で誕生日の前日に年金事務所に
赴き年金請求をした。７０歳からの繰下げに
て受給できるようにしてほしい」とのお申出が
ありました。

○年金相談・手続受付票を調査しましたとこ
ろ、平成２２年１０月に老齢基礎年金の受付
事跡、繰下げ請求の意思なしの記載があり
ました。その旨をお客様に伝えましたが、繰
下げて受給するつもりで請求したとのことでし
た。
○年金請求書を受付する段階で、繰下げの
意味合いを、お客様の意思と、年金事務所
が確認したことの食い違いがあったことが原
因です。

1名 ― 0

○お客様にお詫びのうえ、機構本部に
協議することを説明しました。
○機構本部からの回答により、お客様
より繰下げ申出書を受理しました。
○必要書類を機構本部へ進達し、訂
正処理を依頼しました。
○受給権者原簿記録回答票にて確認
し、お客様に連絡し、了承を得ました。

○お客様相談室全員に朝礼におい
て、年金請求書受付時の請求者様の
意思確認の徹底を再度指示しました。

外
部

○担当者がご本人様のご自宅を訪問 ○年金請求手続きの際 他年金受給○昭和４１年６月にご主人様が死亡された旧法厚生 ○ご本人様より 旧法厚生年金遺族年金現

1名 過払い 759,500

○担当者がご本人様のご自宅を訪問
し、お詫びのうえ、今回判明した旧法
厚生年金遺族年金の裁定誤り及び過
払いについて説明しました。
○ご本人様に再度お詫びのうえ、過払
い金額について説明を行い、返納申
出書を送付していただきました。

○年金請求手続きの際、他年金受給
に関し、充分聞き取り調査を行うよう
指示しました。

外
部

○昭和４１年６月にご主人様が死亡された
時、旧法厚生年金遺族年金の裁定におい
て、本来、請求者である奥様の生年月日を入
力すべきところを、誤ってご主人様の生年月
日で入力し、裁定されたものです。
○ご主人様は在職中に死亡されたため、旧
法厚生年金遺族年金を短期要件で裁定して
いますが、旧法厚生年金遺族年金のうち特
別寡婦加算額については、他年金制度から
遺族年金支給がある場合は支給停止とすべ
きところ、誤って支給されていたものです。そ
の原因は、他年金制度からの遺族年金の確
認が漏れていたためです。
○なお、本件は同一者死亡において長期要
件及び短金要件による他年金制度から遺族
年金の支給がある場合であり、旧法厚生年
金遺族年金の本体も支給停止すべきと考え
られ 機構本部に照会しました 結果 支給

旧法厚生
年金遺族
年金の誤
支給につ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

鹿児島 川内 1966年7月
～1966年12月

2010年11月15日

○ご本人様より、旧法厚生年金遺族年金現
況届の生年月日に間違いがあるとの連絡を
受け、給付記録を確認しましたところ、死亡さ
れたご主人様の生年月日で登録されている
ことが判明しました。
○さらに調査しましたところ、別の基礎年金
番号にて、旧法共済年金の遺族年金（長期
要件）を受給されていることが判明し、旧法
厚生年金遺族年金が短期要件であるため、
本来支給できない旧法厚生年金遺族年金
が、支給されていることが判明しました。

123

○ご本人様に電話にてお詫びのうえ、
当時の事務処理誤りにより、加給年金
が加算されていなかったことを説明し
ました。未払いの加給年金について
は、機構本部へ報告のうえ、速やかに
支給されるよう事務を進めることで了

○年金請求書審査時において、配偶
者様の確認・配偶者状態の確認を徹
底するよう事務センターへ依頼しまし
た。

○ご本人様より、老齢厚生年金に加給年金
が加算されていないとのお問合わせがありま
した。
○確認しましたところ、老齢厚生年金裁定時
に入力を誤り、配偶者加給年金が加算され
ていましたが 停止の状態となっていること

○老齢厚生年金裁定請求書入力時、配偶者
様が旧法厚生年金通算老齢年金を受給中で
あるため、配偶者状態を誤って審査時点にお
いて確認し、入力裁定されたものです。
○これにより、本来、加給年金を加算し支給
すべきでしたが 支給停止となっていたもの

老齢厚生
年金加給
年金未払
いについ
て

られ、機構本部に照会しました。結果、支給
停止は、通算遺族年金が施行される昭和５１
年１０月１日からであり、本件については旧
法厚生年金遺族年金の本体については支給
可能であり、特別寡婦加算額については支
給出来ない旨の回答を受けました。
○生年月日が相違していたため、基礎年金
番号導入後も確認できなかったものと思われ
ます。

り

支給されるよう事務を進めることで了
承を得ました。
○機構本部に５年以上の遡及支払い
について協議し、平成１０年３月の退
職改定時に遡及して加給年金額を支
払うこと及び一括して支払いすること
を確認しました。加給年金については
平成２３年２月支払い予定で進められ
ており、確定次第、ご本人様へご報告
する予定です。

外
部

2010年11月24日

ていましたが、停止の状態となっていること
が判明しました。

すべきでしたが、支給停止となっていたもの
です。

1名 未払い 3,138,000

確
認
・
決
定
誤
り

鹿児島 川内 1998年2月23日124
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125

老齢基礎
年金の共
済期間の
算入漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

愛知 中村 2005年10月13日 2010年11月25日

○他年金事務所より、平成１７年１０月に、旧
中村社会保険事務所において裁定された老
齢基礎年金について、共済期間の期間が算
入漏れであるとの指摘があり、判明しまし
た。

○平成１７年１０月裁定の請求書に添付され
た共済加入期間確認通知書により期間の入
力をする時点において、種類欄に組合員と表
示があり、本来ならば保険料納付済期間とし
て取り扱うべきところを、誤って合算対象期
間として入力したため、基礎年金額に反映し
なかったものです。

1名 未払い 37,400

○お客様は他年金事務所に年金相談
に来訪されており、その場で今回の事
象が判明したため、あらためて当所か
ら機構本部に確認したうえで、お客様
に支払時期を説明し、了承を得まし
た。

○現在、裁定請求書の処理・入力は
事務センターで行っているため、今回
の事象について連絡のうえ、周知依頼
しました。

内
部

○今回の事象について、職員に周知
し、また、事務センターへ情報提供し、
注意喚起を行いました。

○ご本人様の記録判明により、老齢厚生年
金の再裁定を進達しましたところ、機構本部
より、遺族厚生年金に船員保険戦時加算（勅

○死亡された配偶者様は船員保険戦時加算
を有していることから、遺族厚生年金新規裁
定時に船員保険戦時加算も含めて裁定すべ

○機構本部に確認した結果、時効特
例の該当にはならないとのことでし
た。

遺族年金
新規裁定
時の船員 注意喚起を行いました。

内
部

より、遺族厚生年金に船員保険戦時加算（勅
令指定の区域を航行する船に乗船した時に
加算される月数）が含まれていない旨の連絡
がありました。
○お客様相談室担当者が記録を確認しまし
たところ、遺族厚生年金の新規裁定時の裁
定誤りであることが判明しました。

定時に船員保険戦時加算も含めて裁定すべ
きところ、船員保険戦時加算を算入せず裁定
してしまったため、本来の遺族厚生年金額よ
りも低い額で裁定していることが判明しまし
た。
○その原因は、新規裁定の審査時に配偶者
様が生前受給していた船員保険老齢年金
は、船員保険戦時加算が含まれて決定され
ているにもかかわらず、船員保険戦時加算
期間を見落としたまま入力し、決裁段階でも
誤りに気付かなかったものと推測されます。

1名 未払い 831,300

た。
○お客様相談室長及び担当者がご本
人様宅に訪問し、遺族厚生年金裁定
時の裁定誤りについてお詫びするとと
もに、船員保険戦時加算を含めて年
金の再裁定を行った場合の遺族厚生
年金の増額について説明し、了承を得
ました。年金記録の訂正及び年金額
の再計算に関する申出書を受理しまし
た。
○機構本部に再裁定に関する書類一
式を送付しました。

時の船員
保険戦時
加算算入
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

北海道
新
さっぽろ

2001年5月17日 2010年11月29日126

選択届の
受理誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

東京 荒川 2010年9月13日 2010年12月2日

○公立学校共済組合より機構本部へ、退職
共済年金及び特別支給老齢厚生年金を受給
されているお客様が有利選択になっていない
旨の連絡がありました。
○機構本部から当所へ本人意思の再確認依
頼（返戻文書）があり、本来不必要である選
択替えの年金受給選択申出書を受理してい
たことが判明しました。

外
部

○お客様が特別支給の老齢厚生年金の定
額部分支給開始に伴う見込額に関するご相
談に来所され、お客様は既に公立学校共済
組合の退職共済年金及び遺族厚生年金の
受給権があり、本来であれば、公的年金の
併給調整の適用を受けない職域加算額 (対
象外の３階部分）を除外した退職共済年金及
び老齢厚生年金の合計額と遺族厚生年金の
年金額を比較しなければならないところ、誤
認識により職域加算額を含めた退職共済年
金の金額により判断したため、有利選択とな
らない年金受給選択申出書の提出を促し受
理してしまいました。

1名 未払い 191,740

○担当者がお客様へ事情を説明し、
お詫びしました。また、本来、年金受給
選択申出書は申出年月日の日付で処
理されるため、遡及して変更（訂正）出
来ない取扱いから、本来の有利選択
による支払額との差額のお支払につ
いては機構本部への協議が必要なこ
とから、選択替えのため、年金受給選
択申出書の再提出を依頼しました。
○お客様が来所され、年金受給選択
申出書を受理しました。
○機構本部より選択処理を取消しする
よう回答がありました。
○機構本部へ訂正処理依頼をすると
ともに、お客様に差額の支給に向け、
処理が開始された旨をお伝えし、了承

○お客様相談室内に該当事象を説明
し、退職共済年金の受給権をお持ちの
方については、必ず職域加算額を確
認したうえで職域加算額を除いた年金
額の比較による選択方法を再認識し、
周知徹底しました。

127

処理が開始された旨をお伝えし、了承
を得ました。
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2010年12月7日

○機構本部から、遡及しての選択変更はで
きないとの理由で選択申出書が返戻された
ことにより、選択誤りが判明しました。

○選択申出書を機構本部へ送付する際、選
択方法は記載せず、障害年金決定後、機構
本部から選択申出書を返送してもらい、お客
様の希望する年金を選択のうえ、機構本部
へ再送するところを、誤って選択申出書の備
考欄に、「支払年金額の多い方の年金を選
択する」のゴム印を押印し、機構本部へ送付
しました。その後、訂正のための選択申出書
を受付し、機構本部へ再送しましたが、既に
選択処理が行われており、お客様の意向に
添わない選択処理が行われてしまいました。
○原因は、お客様に税金等も含めて、最も有
利な選択方法の説明を行わずに選択申出書
を受付したこと及び誤って備考欄に「支払年

特別支給
の老齢厚
生年金と
障害厚生
年金の選
択誤りに
ついて 確

認
・
決
定
誤
り

愛媛 今治 2010年3月18日 1名 過払い 2,275

○担当者がお客様に電話連絡し、選
択誤りを説明のうえ、お詫びしました。
○機構本部と協議のうえ、受付時に遡
及した選択変更をすることについて了
承を得たことから、担当者がお客様に
電話連絡し、再度お詫びのうえ、次回
の定期支払で訂正することを説明し、
了承を得ました。

○グループ内会議において、当該事
象を説明のうえ、障害厚生年金の選
択申出書については、お客様に税金
等を含めた最も有利となる選択方法に
ついての説明を行うことと、機構本部
へ送付する際には、選択方法を記入
せず、障害厚生年金年金請求書受
付・点検シートの連絡事項等の欄に
「障害年金決定後に選択方法を決定
するため、決定後返送をお願いしま
す」と記載することを指示し、今後この
様な事務処理誤りが発生しない様周
知徹底を図りました。

内
部

128

○年金給付グループ職員が受給者様
宅に電話し、ご家族にお詫びと過払い
の返納処理の説明のために訪問した
い旨をお伝えし、勤務先を訪問するこ
ととしました。ご家族の勤務先を訪ね、
所得状況により平成２２年１２月支払
より全額停止の決定となっており、支
給停止であるにもかかわらず誤った事
務処理にて年金の振込をした旨の説
明をし、お詫びしました。
○所得が前年より増加していることは
承知されおり、説明についてご理解を
得られ 過払い分については後日 振

○年金給付グループでの朝礼におい
て、確認漏れによる過払いという重大
な処理誤りが発生したことを職員に伝
え、審査・決定を行うときは十分注意
を払うよう周知・徹底しました。
○福祉年金の支払処理を行う場合
は、届書により決定が適切に行われて
いるかを確認し、台帳システムが更新
されていることを点検することを再度
徹底しました。

内
部

2010年12月8日

○年金給付グループの老齢福祉年金担当者
が、月報作成のため受給者様の記録を確認
しましたところ、所得制限により全額支給停
止となった受給者様に、誤って支払をしてい
ることが判明しました。

○平成２２年度の国民年金所得状況届によ
る所得確認の結果、扶養義務者の所得が認
定限度額を超えていたため、全額停止と判
定しましたが、平成２２年１２月の定時払いに
おいて、本来は支給停止のため当該受給者
様の老齢福祉年金給付依頼書の支払データ
の作成が不要であるにもかかわらず、誤って
一部支給の支払いデータを作成し、機構本
部年金給付部に送付したため、平成２２年１
２月に年金の支払いが行われました。
○原因は、当該受給者様について全額支給
停止者であることの確認が漏れたためです。

1名 過払い 105,100

老齢福祉
年金の支
払誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤

福井
事務
センター

2010年12月1日129

を受付したこと及び誤って備考欄に「支払年
金額の多い方の年金を選択する」のゴム印
を押印したことによるものです。

○当該事象を年金事務所の職員に周
知し、年金相談窓口にて裁定請求書
を受付する際に、他年金受給状況コー
ドの確認の徹底するよう指示を行いま
した。
○当該事象を事務センター長に連絡
し、入力前の書類審査を慎重に行い、
入力後のチェックについても必ず複数
の目での確認を徹底するよう依頼しま

○機構本部から、配偶者加給年金が過払い
の恐れがある旨の事務連絡文書が送付され
ました。
○確認しましたところ、配偶者加給年金の過
払いが判明しました。

○本来、裁定請求書を審査し、入力する時点
で、お客様の他年金受給状況欄に共済年金
コードを記入・入力を行い、入力結果につい
て複数の目で確認すべきところを、共済年金
コードが正しい入力項目に記入されていたに
もかかわらず、誤って配偶者様の他年金受
給状況入力項目欄に共済年金コードを入力
し、入力後のチェックも不十分だったため、今
回の事象発生となりました

○お客様相談室担当者がお客様に電
話し、お詫びのうえ、事象説明を行い
ました。
○副所長とお客様相談室担当者がお
客様宅へ訪問し、再度お詫びのうえ、
今回の事象の原因および過払い額に
ついて、配偶者様に説明し、ご理解い
ただき、過払い額については、現金に
よる分割により返納いただくことで了

得られ、過払い分については後日、振
込用紙等お送りすることを説明しまし
たところ、一括納付するとのお申出を
いただきました。
○過払いについての返納決議をしまし
た。

配偶者加
給年金の
過払いに
ついて

確
認

誤
り

の目での確認を徹底するよう依頼しま
した。 内

部

回の事象発生となりました。

1名 過払い 495,000

よる分割により返納いただくことで了
承を得ました。返納方法申出書及び生
活状況申立書については、後日、年金
事務所に送付していただくこととしまし
た。
○お客様より、返納方法申出書及び
生活状況申立書が送付されました。
○関係書類を機構本部へ進達しまし
た。

・
決
定
誤
り

石川 金沢南 2007年8月16日 2010年12月10日130
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外
部

○お客様は７０歳まで待って繰下げて年金を
受給するように考えて、生活設計も７０歳から
老齢基礎年金を受給するように計画していた
とお申立されました。当日の相談受付票を確
認しますと、７０歳老齢基礎年金の裁定請求
を行い、７０歳受給見込みで年金見込額の交
付をしています。受付簿は６５歳請求になっ
ており、担当者が書類を誤って作成指導し
て、受理したこと考えられます。また、お客様
は７０歳からの受給を希望しているため、６５
歳から受給すると市町村民税が上がるという
ことで、平成２２年１２月１５日支払予定に
なっている受取希望の金融機関の口座を解
約しています。

1名 過払い 4,306,563

○お客様に様式誤りがあったことの説
明とお詫びをしましたところ、了承を得
ました。しかし、７０歳からの繰下げ支
給を接に希望されているため、機構本
部に連絡し、再裁定処理を依頼しまし
た。
○また、解約した口座については、後
日、金融機関等変更届を提出していた
だくことで了承を得ました。

○打合せ時に、全ての作成指導する
用紙を、再確認してから使用するよう
に伝達指示しました。

７０歳繰下
げ請求時
の様式誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

群馬 太田 2010年10月7日 2010年12月10日

○お客様から、「７０歳の繰下げ請求を行った
ているが、改定通知が届いて、確認したら、６
５歳まで遡及した通知であった」とのお申立
がありました。
○相談受付票と受付簿を確認しましたとこ
ろ、相談受付票には７０歳繰下げ請求で見込
みも渡している旨の記載がありましたが、受
付簿では６５歳請求と記載されていました。
○お客様は７０歳繰下げで書類を作成したと
お申出しており、７０歳繰下げ請求書様式と６
５歳遡及請求の様式を誤って作成指導して
いることが判明しました。
.

131

1名 未払い 35,075

○遺族年金請求者である奥様へ電話
にてお詫びし、概要を説明し、後日、
訪問をお約束しました。
○お客様相談室長がご自宅を訪問
し、事象を詳細説明してお詫びをし、
了承を得ました。
○機構本部へ、再裁定処理依頼文書
を送付しました。

○室内会議において、当該事象につ
いて職員に説明し、審査・入力の際は
慎重かつ確実に処理するとともに、決
裁においても適正に審査及びチェック
することを徹底しました。
○また、所内連絡会議および現行の
当該事務処理を行っている事務セン
ターに対して報告し、再発防止策を徹
底しました。

内
部

共済期間
を有する
方に係る
年金裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

岡山 倉敷西 1990年12月27日 2010年12月13日

○ご主人様の死亡にかかる遺族年金請求書
を事務センターへ進達しましたところ、審査の
過程でご主人様の共済期間と請求者である
奥様の第３号期間との不整合が判明しまし
た。
○事務センターから年金請求書が返戻され
たため、共済期間について、ご主人様の共済
年金加入期間確認通知書を取り寄せ確認し
ましたところ、ご主人様の老齢年金を決定す
る際、共済年金加入期間を誤って入力し、そ
のためご主人様の年金額が正しく計算され
ず、老齢厚生年金額（差額加算分）が過少払

○平成２年１２月のご主人様の老齢年金決
定時において、共済期間を、平成元年４月１
日までとして入力すべきところ、平成元年３月
３１日までと誤入力したため、６５歳からの本
来支給の老齢厚生年金（差額加算分）が過
少払いとなったものです。

約しています。
○また、決裁時においても誤りが見つけられ
ず、処理誤りが発生したと思われます。

132

133

支払保留
の処理誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

山口 岩国 2010年11月17日 2010年12月15日

○お客様から、「平成２２年１２月支払分の年
金が振り込まれていない」との連絡が金融機
関を通じてありました。
○確認しましたところ、生存している方につい
て、誤って支払保留処理を行っていたことが
判明しました。

○本来、死亡の事実を確認後、死亡者の支
払保留処理票(以下、処理票）を起票入力す
べきところ、誤って生存者の方の処理票を起
票入力してしまったため、年金の支払が保留
となったものです。

1名 未払い 348,032

○担当者がお客様に電話し、今回の
事象を説明してお詫びをしました。
○機構本部に連絡し、支払時期を確
認しました。
○担当者がお客様宅を訪問し、改め
てお詫びし、支払時期等の説明を行
い、了承を得ました。

○お客様相談室において、当該事象
を説明し、支払保留処理は住基ネット
で生存を確認しなければ、処理しない
ことを確認しました。

外
部

未支給請
求書の受
付誤りに
いて

○事務センターから、未支給年金の受取金
融機関が国庫金の振込ができない金融機関
のため、当該未支給年金請求書が返戻され
たことにより 未支給請求書の受付誤りが判

○お客様から未支給年金請求書を受付した
際、お客様と国庫金の振込ができるがどうか
確認したところ、金融コード便覧に記載され
ていることを確認しただけで 事務センタ に

○担当者がお客様へ、支払時期を説
明しましたが、早急の支払を希望され
たため、機構本部に協議することで了
承を得ました 支払日が確定した段階

○お客様相談室内で当該事象を説明
し、この様な事象の際は、国庫金の振
込が可能か金融機関に直接確認する
よう指示しました

ず、老齢厚生年金額（差額加算分）が過少払
いとなっていることが判明しました。

134

ついて 確
認
・
決
定
誤
り

東京 立川 2010年8月24日 2010年11月4日

たことにより、未支給請求書の受付誤りが判
明しました。

ていることを確認しただけで、事務センターに
進達してしまいました。
○本来、ネットバンクの利用であれば、金融
機関に国庫金の振込みが可能かどうかの確
認をすべきところを、誤って金融コード便覧で
確認しただけで、事務センターに進達してし
まったことによるものです。

1名 未払い 203,224

承を得ました。支払日が確定した段階
で再度連絡することとしました。
○機構本部からの回答により、再度お
客様に電話連絡し、支払時期をお伝え
し、了承を得ました。

よう指示しました。

内
部

38
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135

旧法国民
年金老齢
年金の裁
定誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

岐阜 大垣 2008年6月11日 2010年12月20日

○機構本部から国民年金・厚生年金保険時
効特例支払手続き用紙が返戻されました。
返戻理由が昭和６１年３月まで被用者年金の
遺族年金受給者は、国民年金は任意加入と
なり、任意加入者である受給者に申請免除
が適用されているのは誤りであり、旧法国民
年金老齢年金の受給要件を欠くことから老齢
年金の裁定は誤りと思われますとありまし
た。
○あらためて受給者様の受給権者原簿、国
民年金被保険者記録を確認しましたところ、
裁定誤りであることが判明しました。

○国民年金の記録の漏れが確認でき、年金
再裁定申出書を提出されましたが、窓口で気
づかず受付、さらに機構本部から再裁定では
なく裁定替ではないかと返戻されたため、受
給者様から老齢年金の裁定請求書を提出し
ていただき、事務センターへ送付し、裁定さ
れました。窓口対応時、遺族年金の受給権
発生日を確認して、国民年金の記録が正し
いものか確認を怠ったためです。
○また、その後返戻時にも確認せず、そのま
ま老齢年金を裁定したことによるものです。

1名 過払い 2,144,328

○お客様相談室長が受給者様宅に電
話にて、受給者様のご家族にお詫び
し、訪問のうえ、再度説明することとし
ました。
○所長、お客様相談室長が訪問し、再
度お詫びのうえ、経過を説明しました。
返納方法については一括返済で了承
を得ました。返納方法申出書を提出し
ていただくこととなりました。

○お客様相談室内の会議で、当該事
象を説明し、説明や事務処理の誤りの
ないよう指示しました。

内
部

136

脱退手当
金支給期
間分の誤
受給の判
明につい
て

確
認
・
決
定
誤
り

京都 京都西 2008年12月1日 2010年9月13日

○事務センターからお客様あてに送付され
た、ねんきん特別便の回答、お知らせ（先に
判明した記録は脱退手当金支給済であり、
記録判明による追加支給は間違いであった
との内容）及び年金額仮計算書（減額）につ
いて、お客様から「脱退手当金は受給した覚
えがない」旨のお申出がありました。
○確認しましたところ、旧台帳記録の回答内
容と、その記録に基づく年金の追加支給が
誤りであったことが判明しました。

○本来、新たに判明した記録は脱退手当金
支給済であると回答すべきところ、誤って、年
金の追加支給対象となると回答し、年金再裁
定申出書（増額）を送りました。
○原因は、新たに判明した旧台帳年金記録
には脱退手当金支給済記録の表示がなく、
その後のお客様のさらなる記録調査申出を
受け、再調査が完了するまで、別の年金手
帳記号番号の記録に二重管理されていたこ
とが確認できなかったためです。

1名 過払い 2,189,309

○お客様が来所され、副所長から、当
初の旧台帳記録の判明、支払から脱
退手当金の支給期間の判明について
経過を説明し、誤った既受給金額分の
返納についても了承を得ました。
○年金額仮計算書及び返納方法申出
書を受理しました。

○年金記録課の朝ミーティングで事象
を報告し、お客様の記録照会を経て、
初めて厚生年金記録の二重管理が判
明したものであるため、丁寧な職歴の
聞き取りを徹底するよう指示しました。

外
部

未選択保
留解除取
消処理に
おける年

確
認

○機構本部からの指示に基づき、調査及び
確認をしましたところ、年金の過払いが判明
しました。

○リストにより未選択保留を解除しましたが、
選択届が必要であったため取消処理を行い
ました。その際、保留額を打ち消すところ、処
理を行いませんでした その結果 平成２１

○お客様に、お詫びの手紙と返納方
法申出書を送付しました。
○お客様より返納方法申出書の提出
があり 債権調査グル プ 括返

○入力後のチェックについて慎重に行
うよう、担当者ならびに決裁者に対し
周知徹底しました。

137

おける年
金過払い
について

認
・
決
定
誤
り

本部 支払部 2009年12月14日 2010年11月19日

理を行いませんでした。その結果、平成２１
年１１月分が二重払いとなったものです。
○担当者の入力漏れについて、決裁者も
チェックができていませんでした。

1名 過払い 106,358

があり、債権調査グループへ一括返
納申出書を回付し、返納告知を依頼し
ました。

内
部

○担当者がお客様宅を訪問し、長期
お待たせしていることのお詫びと、処
理経過等について説明しました。本件
は４０年前に亡くなられたお父様に係
る厚生年金請求であり、処理に時間を
要したことについてはご理解をいただ
きました。ただし、制度について、１５
年以上も厚生年金に加入していたにも
かかわらず、年金請求に結びつかな
いことと、脱退手当金では計算に報酬

○相談窓口での請求書受付以外の個
別案件について、今後同じような誤り
が起こらないよう連絡会議を通じて、
全職員に周知・徹底を図りました。

○お客様より、「亡き父親の老齢厚生年金の
請求をしたが、未だ支払いがない」とのお問
合せがありました。
○確認しましたところ、担当職員が滞留した
まま未処理になっており、関係書類から、老
齢厚生年金でなく、厚生年金保険脱退手当
金の請求手続きが必要であることが判明しま
した。

○本来、年金受給権利が発生しないため脱
退手当金として受付をすべきところ、年金裁
定請求書としてとして受付けたため処理（進
達）できず、滞留したままとなりました。
○受付時に担当者が記録をよく確認せず、ま
た、知識不足により誤って受付してしまいまし
た。

厚生年金
保険脱退
手当金の
請求手続
き漏れに
ついて

確
認
・ とと、脱退手当金では計算に報酬

の再評価がないため非常に低額であ
ることは納得できない、制度の改正を
強く望むとのことでした。
○本件の厚生年金記録では旧法の厚
生年金保険の老齢年金・通算老齢年
金・遺族年金のいずれの年金も受給
要件に該当しなかったため、お客様に
説明し、脱退手当金を請求していただ
きました。

外
部

2010年9月3日 1名 未払い 46,200

・
決
定
誤
り

福岡 直方 2009年5月13日138
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○課内打合せにおいて、当該事象を
説明し、注意喚起を図りました。

外
部

○老齢基礎年金の繰下げ請求をされたお客
様が、支給額変更通知書と当所で回答した
見込額照会回答票の金額が違うと来所され
ました。
○確認しましたところ、老齢基礎年繰下げ請
求書の受付に誤りがあったことが判明しまし
た。

○お客様が７０歳からの老齢基礎年金繰下
げ請求のため来所されましたが、書類不備に
より、後日来所いただくこととなりました。その
際、対応した特定業務契約職員が、７０歳繰
下げ時の見込額照会回答票をお渡ししまし
た。
○お客様が再度来所され、対応した特定業
務契約職員が、請求書を受理しました。本来
７０歳到達日以降に受理しなければ、７０歳
の繰下げとならず、７０歳到達日前に受理す
る場合は、老齢基礎年金の支給繰下げ申出
日の指定届が必要なところ、対応した特定業
務契約職員の認識不足によりその届書の受
理をしなかったために、６９歳からの繰下げ

1名 ― 0

○お客様相談室担当職員がお客様に
お詫びしましたが理解を得られず、機
構本部と協議することで了承を得まし
た。
○機構本部に協議した結果、裁定取
消してよいとの回答があり、お客様相
談室担当職員がお客様に、７０歳の繰
下げが認められた旨を連絡し、了承を
得ました。

老齢基礎
年金繰下
げ請求書
の受付誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

北海道 札幌東 2010年7月29日 2010年9月29日139

外
部

○金融機関からの振込不能の報告が、１０月
末に提出されることを確認のうえ、お客様へ
再振込のスケジュールを文書で送付しまし
た。その際、機構本部に確認していた「振込
不能の報告があってから、１週間から１０日
で再振込の処理がされる」との回答を事務処
理手順や日程を十分に確認せずに説明文書
を作成してしまったため、お客様に１１月中旬
には口座に振込されると誤認させてしまいま
した。
○担当者が再振込の処理について、金融機
関から振込不能の報告が提出されれば、お
客様の口座へ１週間から１０日で再振込がさ

1名 未払い 157,149

○お客様相談室長がお客様に電話
し、今回の経緯を説明してお詫びをし
ました。
○副所長とお客様相談室長がお客様
宅を訪問し、再度お詫びのうえ、説明
しました。
○日本銀行に入金予定を照会しまし
たところ、入金日の確定はできないと
のことでした。また顧客の個人情報で
あるために、入金日の回答はできない
とのことでした。
○お客様相談室長がお客様へ電話
し 経過報告と入金日の回答ができな

○お客様相談室において朝礼の際に
事象を報告し、振込不能による再振込
について説明し、併せて窓口における
受取口座の確認の徹底を指示しまし
た。

老齢年金
の再振込
に関する
支払時期
の確認漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤

神奈川 川崎 2010年10月 2010年11月15日

○お客様からのお電話により、「１０月に再振
込できなかった年金が、まだ入金されていな
い」とのお申出がありました。
○確認しましたところ、初回の年金が振込さ
れなかったとのことで来訪されたお客様に送
付した文書において、再振込のスケジュール
を確認せずに誤って記載していたことが判明
しました。

理をしなかったために、６９歳からの繰下げ
請求となったものです。

140

141

遺族厚生
年金にか
かる裁定
請求書の
受付誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 福島 2010年12月6日 2010年12月20日

○事務センターより、請求者の所得オーバー
のため不該当との理由で返戻がありました。
○確認しましたところ、遺族厚生年金にかか
る裁定請求書の受付誤りが判明しました。

○収入要件 について収入金額で８５０万円
未満、または所得金額で６５５．５万円未満
で審査すべきところ、裁定請求書の受付審査
時において所得証明書に記載されている所
得金額を収入金額として判断したため、収入
要件は満たされているものとして受付してし
まったことによるものです。

1名 ― 0

○お客様相談室長が電話にて請求者
ご本人様に連絡し、平成２１年の所得
金額が請求要件を満たしていない旨を
説明し、お詫びしました。
○お客様相談室長がご本人様宅へ赴
き、所得要件について説明し、再度所
得要件には該当しないことを確認し、
受付した請求書については返戻し、了
承を得ました。

○今後、同様の誤りが発生しないよ
う、お客様相談室において所得証明書
の見方等、研修を行い、周知・徹底し
ました。

内
部

客様の口座へ１週間から１０日で再振込がさ
れると誤って解釈したことが原因です。

し、経過報告と入金日の回答ができな
い旨の説明をしました。
○お客様相談室長がお客様に電話し
ましたところ、１１月２５日に振込まれ
たとのことでした。改めてお詫びし、了
承を得ました。

誤
り

り 承を得ました。
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142

繰上げ請
求の説明
漏れにつ
いて 確

認
・
決
定
誤
り

大分 大分 2010年6月30日 2010年8月17日

○お客様から、「特別支給の老齢厚生年金
の初回の支払があったが、繰上げをすると
もっと多く年金が支給されると友人より聞い
た、請求時に繰上げの説明は聞いてない」と
のお申出がありました。
○確認しましたところ、繰上げ請求の説明漏
れが判明しました。

○本来、年金請求時に繰上げの説明をすべ
きところ、繰上げ請求の説明をしていなかっ
たため、報酬比例部分の支給となりました。

1名 未払い 38,059

○担当者がお客様に説明しましたが、
年金事務所の説明漏れであるので遡
及して処理をするよう強いお申出があ
り、機構本部へ協議することで了承を
得ました。
○機構本部からの回答により、訂正処
理することをお客様にお伝えし、了承
を得ました。
○担当者がお客様へ支払時期を連絡
し、了承を得ました。

○お客様相談室職員に対し、権利に
関することについては説明漏れや説
明不足のないようにすることを徹底し、
またその内容について年金相談受付
票にもれなく記載するよう指導しまし
た。

外
部

再裁定申 ○お客様が来所され 「平成２１年１２月に記 ○お客様が記録相談で来所された際 ねん ○お客様にお詫びのうえ 事情説明 ○記録問題対応の委託社会保険労務

143

再裁定申
出書提出
における
説明不足
について

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 今里 2009年12月8日 2010年6月11日

○お客様が来所され、「平成２１年１２月に記
録相談で来所し、その時判明した記録にか
かる遡りの年金支払がまだされていない」と
のお申出がありました。
○確認しましたところ、来所された際に、窓口
で対応者が、再裁定申出書が必要である旨
の説明をせず、また、当所年金給付課への
案内も行っていなかったため、再裁定申出書
が受理されていないことが判明しました。

○お客様が記録相談で来所された際、ねん
きん特別便を受付した後、受給者であるた
め、本来、再裁定申出書が必要である旨の
説明をしなければいけないところ、説明をせ
ず、また、当所の年金給付課（当時）に説明・
引継ぎも行っていなかったことによるもので
す。 1名 未払い 74,256

○お客様にお詫びのうえ、事情説明
し、再裁定申出書を受領しました。
○機構本部に再裁定申出書を送付し
ました。
○遡及分の年金を含め、支払を完了
したことを確認しました。

○記録問題対応の委託社会保険労務
士全員に対して、ねんきん特別便等受
付した場合で、年金受給者にかかる記
録補正がある場合は必ず年金給付担
当に、「再裁定申出書」の件及び遡り
年金支払の件について、来訪者に対
する説明を引継ぎをするように指導し
ました。

外
部

再裁定に
かかる説
明不足に
ついて

○平成２０年１１月頃にお客様が来所され、
ねんきん特別便の私学共済の記録と私立学
校に勤務した期間の記録が違う旨の回答書
を提出されましたが、相談窓口ではねんきん

○６０歳の裁定請求書受付時に、６０歳まで
の私学共済の年金加入期間確認通知書を
取得すべきところを、５９歳１０月までの証明
で受理したことによります。

○副所長が対応し、お詫びのうえ、再
裁定が必要である旨の説明をしまし
た。
○副所長がお客様宅を訪問し、再度

○年金記録課及びお客様相談室で当
該事象について周知し、打ち合わせを
実施しました。

老齢給付
年金請求
書不備に
係るお客
様への連

未
処
理

○お客様から、「年金請求書の不備について
の連絡が遅すぎる、留守番電話を設置して
いるのに、なぜ、メッセージを入れないのか、
入れておればすぐに連絡を入れるし、もしく
は文書を早期に送付しておれば、１２月定期

○老齢給付年金請求書（平成２２年９月郵送
受付）を審査しましたところ、記録に不備があ
り、お客様への連絡が必要であり、何度か電
話による接触を図ろうとしましたが、留守のた
め、平成２２年１１月に文書を送付した結果、

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、平成２３年１月支払いになる旨
説明しましたが、ご納得いただけず、
年内支払を強く求められました。
○機構本部に連絡し、早期支払につ

○全職員に対して、不備があった場合
のお客様への連絡については、留守
番電話等を活用するなど早急に行うこ
とは当然として、連絡経過を残しておく
ように指示するとともに、再発防止に

確
認
・
決
定
誤
り

宮崎 高鍋 2000年3月30日144 2010年12月9日

を提 、相談
特別便の記録が正しい旨の回答があったと
のことでした。
○お申出について確認しましたところ、私立
学校に勤務した期間から、私学共済期間の
算入漏れが判明しました。

受 り す。
○ねんきん特別便で来所された際に、いつま
で勤務したかの確認をし、年金加入期間確
認通知書の取得方法や再裁定の手続き方
法の説明を行うべきところを、確認や説明が
できていなかったものです。
○被保険者記録照会回答票を送付する時
に、再裁定該当者であるにもかかわらず、再
裁定の該当者か否かの確認ができていな
かったことによるものです。

1名 未払い 17,500

副所長 客様 を訪問 、再度
お詫びのうえ、原因の説明を行い、了
承を得ました。また、年金再裁定申出
書を記載していただき、受理しました。

外
部

145
絡遅延に
ついて

理
・
処
理
遅
延

大阪
事務
センター

2010年9月14日 2010年11月8日

支払に間に合ったのではないか」とのお申出
がありました。

お客様から連絡を受けたところです。
○お客様に文書等により不備内容を早期に
お伝えすべきところ、留守番電話にメッセー
ジを入れなかったこと、結果として、文書を送
付するまでに２ヵ月近くかかってしまったため
です。

1名 未払い 117,150

いて協議することとしました。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様に電話し、支払時期について
説明し、了承を得ました。

向けて徹底を図りました。 外
部
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1名 未払い 6,800

○ご本人様にお手紙で年金額仮計算
書の提出を依頼しました。
○ご本人様に電話しましたところ、「年
金相談センターで提出した書類の控え
が残っている」とのことで、そのコピー
を当所あてお送りいただくよう依頼しま
した。
○ご本人様から、年金額仮計算書の
コピーが送付されました。
○機構本部に内容を説明するととも
に、至急処理依頼を行い、関係書類を
機構本部あてに送付しました。
○ご本人様に連絡して、お詫びをし、
後日支払時期を連絡することで了承を

○朝礼で今回の経過について報告す
るとともに、同様の事務処理誤りを発
生させないよう注意喚起を行いまし
た。
○年金関係届書の進達時に、必ず進
達内容をダブルチェックするように徹
底を図りました。

内
部

再裁定申
出書の進
達漏れに
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

大阪 天王寺 2008年10月31日 2010年12月13日

○機構本部から年金受給者様の遺族年金に
かかる再裁定の届出の要否について確認す
るよう指示がありました。
○再裁定受付簿を確認しましたところ、当該
受給者の方の氏名が見当たらず、ご本人様
に年金額仮計算書の提出を依頼し、ご提出
いただきました届書（写）から、当時の受付書
類を確認しましたところ、ご本人様の配偶者
様の未支給年金の再裁定書類に添付して進
達していたことが判明しました。

○原因は、当時の担当者が、配偶者様の未
支給年金の再裁定とご本人様の遺族年金の
再裁定の２件を同時に進達すべきところ、配
偶者様の未支給年金の再裁定１件の形式
で、ご本人様の年金額仮計算書を添付して
進達したためと考えられます。

146

〇免除申請書原本については、所得
確認を該当市町村に依頼し、承認（不
承認）決定通知書を発送しました。ま
た、電算による免除申請書及び免除
申請書写しについては免除処理(また
は、既に死亡が）がされていることが
確認できたため、申請書原本に編綴し
ました。
〇被保険者記録補正については、内
容を確認のうえ、記録補正を行いまし
た。
〇付加保険料納付申出受理通知書に
ついては、被保険者様にお渡ししまし
た。また、付加保険料納付申出書につ
いては、申出受付の前月に処理され

○事象について、所長より全職員に周
知徹底しました。また、処理結果リスト
は各課（室）長が必ず管理すること、職
員には日ごろから机の周りにダンボー
ル箱を置かせないこと等、職員管理及
び書類管理を徹底するよう指示しまし
た。

内
部

2010年7月23日

○倉庫の段ボール箱を調査しましたところ、
段ボール箱から、未整理の免除申請書等を
発見しました。

○本来、書類管理は、課単位等で整理して
管理すべきところ、職員が、平成１８年～平
成１９年に国民年金推進員等から受領した申
請書及び年金相談コーナー等から依頼の
あった処理票等の書類を整理せずに放置し
ていたことと、管理者の進捗管理が不足して
いたことが原因です。

5名 ― 0

書類の滞
留等につ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

青森 青森 2006年～2007年

後日支払時期を連絡することで了承を
得ました。

147

○審査請求処分変更案件についても
受付処理簿を作成し、進捗管理をする
こととしました。

外
部

○審査請求代理人から理事長あてに通知書
の送付があり、機構本部から連絡がありまし
た。
○確認しましたところ、ブロック本部から裁決
書決定謄本の送付があったにもかかわら
ず、担当者が放置したままだったことが判明
しました。

○処分変更通知を受理後、速やかに利害関
係人の裁定取消、再審査請求人の裁定をす
るべきところ、担当者が放置したままであった
ことによるものです。
○その結果、審査請求人の裁定、利害関係
人の裁定取消の処理が遅延しました。

2名 その他 9,920,000

○遺族厚生年金の裁定入力を行いま
した。
○審査請求代理人あてに回答書を送
付するとともに、電話で裁定日、支払
予定日について審査請求代理人に連
絡し、了承を得ました。
○利害関係人に決定取消通知、返納
申出書を送付しました。
○利害関係人から返納について連絡
があり、返納申出書と年金証書の送
付を依頼しました。
○利害関係人から返納申出書と年金
証書の送付がありましたので、機構本
部へ進達しました。

いては、申出受付の前月に処理され
ていることから、被保険者様に返戻し
ました。

審査請求
に係る処
分変更に
伴う事務
処理の遅
延につい
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

愛知
事務
センター

2010年5月27日 2010年9月27日148

149

機構本部
への進達
日（到着
日）の誤り
について

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京
事務
センター

2010年10月28日 2010年11月16日

○機構本部における、平成２２年１２月定時
支払いに向けた文書を、平成２２年１０月２８
日に進達書類の発送を行いましたが、老齢
厚生年金担当者が進達書類の処理状況を
平成２２年１１月１６日に確認しましたところ、
未処理となっていました。
○機構本部に確認しましたところ、受付日が
平成２２年１１月１日になっていることが判明
しました。

○機構本部における、平成２２年１２月定時
支払いに向けた文書受付日が平成２２年１０
月２９日となっており、本来であれば発送伝
票に到着指定日を平成２２年１０月２９日と記
入しなければならないところ、進達スケジュー
ルの確認が不十分であったこと並びに２名以
上での確認を行っていなかったことが原因
で、誤って到着指定日を平成２２年１１月１日
と記入してしまい、平成２２年１１月１日に機
構本部に文書が到着し、平成２２年１１月１日
受付となり、処理が遅延したものです。

348名 ― 0

○年金給付各グループが進達を行っ
た進達書類の控えを確認し、機構本
部に対して進達書類の控えを送付し、
１２月定時分諸変更締切日までの対
応を依頼し、当日の進達件数３４８件
中、未処理分のうち１２月定時支払時
に影響のある２８件について緊急に処
理を行いました。

○年金給付各グループに対して、あら
ためて進達スケジュールを周知し、徹
底を指示するとともに、発送担当部署
には、発送作業の際、２名以上で確認
を行うことを徹底するよう指導しまし
た。 内

部
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150

年金記録
問題に伴
う裁定請
求書の未
処理及び
進達漏れ
について

未
処
理
・
処
理
遅
延

神奈川 小田原 2009年12月11日 2010年11月30日

○ご本人様のご子息より、年金記録が漏れ
ていた分の支払についてのお問合せがあり
ました。
○受付書類を確認しましたところ、受付した
記録統合と裁定請求書の未処理及び進達漏
れが判明しました。

○平成２１年１２月に旧社会保険事務所に来
所されたご本人様のご子息に、ご本人様と思
われる記録を確認しましたところ、ご本人様
の記録に間違いないことを確認できたため、
記録の統合処理票と裁定請求書に記入等い
ただき、担当課へ引継ぎましたが、その後処
理されないままになっていたことによるもので
す。
○また、他に処理及び進達漏れがないか確
認しましたところ、他に５名の方の書類が未
処理となっていることが判明しました。

6名 未払い 991,385

○お客様相談室長がご本人様のご子
息に電話連絡し、お詫びのうえ、今回
の原因について説明しました。また、
事務処理を早く進めるよう依頼があり
ました。
○他の５名の方に、担当者が電話し、
お詫びのうえ、説明しました。早急に
処理を進めることで、了承を得ました。
○早急に進達等を進めてもらうよう依
頼しました。

○朝礼で当該事象を説明し、再発防
止の再確認を実施しました。

外
部

内
部

○本来、船員保険の年金給付書類は、当年
金事務所で点検確認のうえ年金給付を担当
している大阪事務センターへ回送すべきとこ
ろ、未処理のまま放置し、回付しなかったた
め、請求者の方に年金給付（脱退手当金、老
齢給付）が行われないこととなってしまいまし
た。その原因は、当該職員が引受け（受付）
書類の存在を失念し、放置したためです。
○機構発足の際に、これまで旧大阪社会保
険事務局で担当していた船員保険業務を当
年金事務所に引継ぎましたが、当時は、経験
者もおらず、また十分な引継ぎが行われずに
事務処理の混乱状態にありました。その後、
事務が落ち着いた後も、適切な書類の管理
を行わず放置したことが原因です。
○上司に再三にわたって未処理書類の確
認・報告を行うように指導されていたにもか
かわらず 職員 放置 ま た また 受

2名 未払い 540,448

○船員保険通算老齢年金裁定請求書
の請求者の方に連絡が取れましたの
で、副所長と担当職員がご自宅にお
伺いし、お詫びしました。早急に支給
処理を行うことで了承を得ました。機
構本部に早期支払いの依頼を行いま
した。
○船員保険脱退手当金の請求者の方
は、直接連絡ができないため、Ａ市役
所の福祉担当者様を介して電話でお
詫びしました。また、早急に支給手続
きを行うことで了承を得ました。ブロッ
ク本部に早期支払いの依頼を行いま
した。

○役職会議において当該事象の説明
と保管書類の適正管理を指示しまし
た。あわせて、全職員に再度の点検を
指示しました。

船員保険
年金給付
請求書等
の未処理
について

未
処
理
・
処
理
遅
延

大阪 大手前 2010年1月4日
2010年1月21日

2010年12月1日

○船員保険関係書類の総点検を実施しまし
た。その結果、旧大阪社会保険事務局から
の引継ぎ書類の放置と思われるもの（脱退
手当金請求書１件）、受付書類の未処理と思
われるもの（船員保険通算老齢年金裁定請
求書１件）を確認（発見）しました。
○船員保険業務は、旧大阪社会保険事務局
船員保険係から機構発足後に当年金事務所
へ業務を引き継いでいます。
○ 給付すべきものかどうかの判定と、未処
理の経過を確認しました。その結果、２件とも
支給すべきものと判明しました。

151

152

年金記録
に係る確
認申立書
の受付管
理簿の記
載漏れ及
び未送付
について

未
処
理
・
処
理
遅
延

愛媛
事務
センター

2010年9月1日 2010年10月20日

○厚生労働省の監査において、年金事務所
から当事務センターへ送付した年金記録に
係る確認申立書が、当事務センターの受付
管理簿に記載されていないことを指摘されま
した。
○確認しましたところ、受付管理簿の記載漏
れ及び年金記録確認地方第三者委員会へ
の未送付が判明しました。

○当事務センターにおいて、年金記録に係る
確認申立書の受付をしましたが、記載事項に
不備があったため、本来、受付管理簿に記
載し、経過事跡を残したうえで年金事務所へ
返戻すべきところを記載せず、年金事務所の
前担当者に手渡ししたことによるものです。
○当事務センターでの受付管理簿の記載漏
れ及び返戻後の進捗管理ができていなかっ
たためです。

1名 ― 0

○当事務センターにおいて受付管理
簿に記載のうえ、年金事務所へ返戻
し、担当者がお客様に電話連絡したう
えで、記載事項の確認を行ない、申立
書の整備を行ないました。
○当事務センターにおいて再受付のう
え、年金記録確認地方第三者委員会
へ持参しました。

○グループ内において、今回の事象を
説明のうえ、年金記録に係る確認申立
書について、受付管理簿の記載及び
事跡管理を徹底するよう指示し、今
後、同じ事象が発生しないよう、周知
徹底を図りました。 内

部

裁定 年金 給者 あ 客様 成 年 裁定 降 給権 生 前 額変 機構本部 連絡 成 年 今 事象 グ プ

かわらず、職員は放置していました。また、受
付簿への記載も行っていませんでした。

153

要再裁定
者の処理
遅延につ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

香川
事務
センター

2010年10月4日 2010年12月15日

○年金受給者であるお客様より、平成２２年
１２月支払の年金振込がなかったことについ
て、年金事務所へ照会がありました。
○確認しましたところ、裁定後に出力される
要再裁定者リストによる再裁定処理が行わ
れていないことが判明しました。

○裁定日以降に、受給権発生日前の月額変
更届が入力された場合、それに伴い要再裁
定者リストが出力されるため、本来当該リスト
のチェックを行い、機構本部へ再裁定書類を
進達すべきところ、チェックが漏れ、再裁定書
類が進達されなかったことから、受給権発生
日以降の年金額が、全額停止から全額支給
への変更処理が行われず、引き続き全額停
止となっていました。

1名 未払い 244,625

○機構本部へ連絡し、平成２３年２月
支払になる旨を確認しました。その
後、センター長及び年金給付グループ
長がお客様宅を訪問し、今回の事象
についてお詫びをし、支払時期の説明
を行い、了承を得ました。
○再裁定関係書類を機構本部へ送付
しました。

○今回の事象について、グループ内
職員へ説明するとともに、今後は事務
処理に漏れがないよう周知・徹底しま
した。

外
部
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1名 未払い 301,799

○担当者がお客様にお詫びし、説明し
ました。また、次回以降の振込につい
てお客様の希望された金融機関へ振
込む手続きをすることをお伝えしまし
た。
○お客様相談室長より再度お詫びし、
了承を得ました。

○今回の事象をお客様相談室の朝礼
において説明し、支払金融機関の変
更のお申出があった際には、必ず年
金の受給状況を確認してから記入方
法等事務手続きについて説明を行うよ
う、周知徹底しました。

外
部

支払機関
変更届に
係る窓口
対応時の
確認誤り
について

未
処
理
・
処
理
遅
延

山梨 甲府 2010年11月1日 2010年12月15日

○お客様から、「キャッシュカードと印鑑をなく
してしまったから金融機関変更をしたのに、
変更前の金融機関に振込まれている」とのお
申出がありました。
○確認しましたところ、年金が「障害年金」と
「老齢年金」の２つあり、支給停止になってい
る「老齢年金」だけに支払金融機関の変更が
かかり、実際に支給されている「障害年金」に
ついては支払金融機関の変更がされていな
いことが判明しました。

○窓口にてお客様に支払機関変更届を記載
していただく際、委任状には「障害年金」と記
載されていましたが、相談対応者が受付票に
記載されていた「老齢年金」の変更であると
誤認し、「老齢年金」の年金コードを届書に記
入するように説明をしてしまい、そのまま事務
センターに進達したため、「老齢年金」のみの
支払金融機関変更が登録されてしまったと推
測されます。
○また、本来であれば相談対応時に窓口装
置により年金の受給状況を確認し、複数の
年金コードが確認された際には、お客様に意
思確認しなければならないところ、確認が不
十分であったことが原因です。

154

155

支給停止
事由該当
届の未処
理につい
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

大阪 豊中 2010年10月14日 2010年12月10日

○お客様が来所され、「支給停止事由該当
届を提出したが、まだ年金が停止になってい
る」とのお問合せがありました。
○確認しましたところ、支給停止事由該当届
が未処理であることが判明しました。

○担当者が支給停止事由該当届を受理しま
したが、書類受付箱に保管すべきところ、年
金相談受付票にホチキス止めし、相談受付
票箱に保管ししたため、当該届書が受付処
理されず、未処理となったものです。

1名 未払い 94,508

○捜索しましたところ、年金相談受付
票に当該書類がホチキス止めされ受
理していることを確認しました。機構本
部に連絡し、早期支払での処理につ
いて依頼しました。
○担当者がお客様に連絡し、お詫び
のうえ、支給停止事由該当届を受理し
ていることについて説明し、支払日が
確定次第、再度連絡をすることで了承
を得ました。
○担当者がお客様に連絡し、支払時
期をお伝えし、了承を得ました。

○朝礼時において、今回の事象につ
いて周知し、受付書類は相談受付票
に止めることなく、書類受付箱に必ず
保管することを徹底し、当日の相談受
付票に書類が添付されていないことが
確認できるような体制とすることとしま
した。 外

部

老齢厚生
年金決定

○お客様より、「年金の入金がされていない」
との電話照会がありました

○老齢厚生年金新規裁定処理において、金
融機関 ドの記入誤りがあり その後の審

○事務センターから金融機関に状況
確認のうえ お客様 架電し お詫び

○特に支払金融機関・口座番号につ
いては これまで以上に細心の注意を

十分であったことが原因です。

156

年金決定
時におけ
る金融機
関コードの
入力誤り
について

入
力
誤
り

高知
事務
センター

2010年9月9日
2010年9月16日

2010年10月15日

との電話照会がありました。
○確認しましたところ、金融機関コードの入
力誤りが判明しました。

融機関コードの記入誤りがあり、その後の審
査時における複数チェックでも、誤りに気付
かないまま裁定されました。

1名 未払い 16,250

確認のうえ、お客様へ架電し、お詫び
のうえ、当方の入力誤りにより振込不
能となっていること、ご指定の口座へ
の振込みには３～４週間ほどかかるこ
とを説明し了承を得ました。
○支払時期を確認し、支払時期とお詫
びの手紙を送付しました。

いては、これまで以上に細心の注意を
払うよう周知徹底を図りました。

外
部
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○平成２２年１０月１５日、事象判明
後、区役所国民年金課へご本人様の
死亡情報の電話連絡について確認し
ましたところ、そのような連絡はしてい
ないとの回答がありました。
○お客様相談室長が、ご本人様に電
話でお詫びし、ご本人様の金融機関
口座を確認して機構本部へ早期支払
いを要請しました。
○顛末書を作成して、機構本部支払
部へ提出しました。
○機構本部から支払スケジュールの
連絡があり、平成２２年１０月２９日ま
でにはご指定の口座に振込できること

○お客様相談室朝礼で、今回の事象
を周知し、区役所からの電話受付につ
いてもその内容を、年金受給権者支払
保留処理票に起票し、所長の決裁後
に支払保留処理を行うと同時に、依頼
のあった区役所から住民票を取り寄せ
てチェックすることを周知・徹底しまし
た。

外
2010年10月15日

○平成２２年１０月１５日、ご本人様より、「年
金が振り込まれていない」との電話がありま
した。
○確認しましたところ、支払保留の処理誤り
が判明しました。

○平成２２年９月７日、区役所から年金事務
所への電話連絡により、死亡情報が伝達さ
れたとして、職員がご本人様の支払保留を処
理しました。しかしながら、ご本人様から「年
金が振り込まれていない」との電話が平成２
２年１０月１５日にあったことで、ご本人様が
ご健在であることがわかり、死亡による支払
保留が入力誤りであることが判明しました。
○平成２２年９月７日、ご本人様が年金事務
所に年金の振込みについて、電話によるお
問合わせをされた際に、ご本人様の記録が
出力されており、書類の取り違いにより、そ
の書類に別人の死亡情報を誤って記入し、
支払保留の入力をしたことが原因です。 1名 未払い 288 532

死亡に係
る支払保
留の入力
誤りについ
て

入
力
神奈川 港北 2010年9月7日157

支払機関
変更届の
入力誤り
について

○年金事務所から、「お客様から、年金が振
込されていないとのお問合せがあり、確認し
てほしい」と電話連絡がありました。
○確認しましたところ 口座番号相違により

○お客様よりお預かりした年金受給権者支
払機関変更届を、事務センターにおいて職員
が事前チェックした際、本来、口座番号を右
詰めで記入されるところ 左詰めで記入して

○年金事務所において、担当者がお
客様にお詫びのうえ、振込不能となっ
た事情を説明し、再振込について説明
しまたが 納得していただけず 早急

○委託業者の入力のため、委託業者
へ今回の事象を周知し、再度徹底す
るよう指示しました。

でにはご指定の口座に振込できること
を確認しました。同日、お客様相談室
長が、ご本人様に支払時期をお伝えし
ました。
○平成２２年１１月４日、お客様相談室
長がご本人様宅を訪問し、再度お詫び
のうえ、今回の事務処理誤りの原因や
再発防止策等の詳細を説明し、了承
を得ました。また、支払保留となってい
た年金は、平成２２年１０月２６日に振
込まれ、ご本人様にご確認いただきま
した。

外
部

2010年10月15日 支払保留の入力をしたことが原因です。 1名 未払い 288,532
力
誤
り

神奈川 港北 2010年9月7日157

158

について

入
力
誤
り

埼玉
事務
センター

2010年8月19日 2010年10月18日

○確認しましたところ、口座番号相違により
振込不能となっていることが判明しました。

詰めで記入されるところ、左詰めで記入して
あったため、入力項目を括弧書きで記載し、
入力誤りをしないようにしたにもかかわらず、
入力担当者が口座番号が誤って括弧内以外
の数字も入力したため、口座番号相違となっ
たものです。
○また、処理結果リストのチェック（２回実施）
の際も発見できませんでした。

1名 未払い 349,678

しまたが、納得していただけず、早急
の支払を強く要望されましたため、あら
ためて連絡する旨を伝えました。
○担当者がお客様に電話し、再度お
詫びのうえ、支払時期を説明し、了承
を得ました。
○支払日に支払されていることを確認
しました。

外
部

159

老齢厚生
年金の入
力誤りに
ついて

入
力
徳島

事務

○事務センターにおいて年金請求書（国民年
金・老齢年金保険老齢給付）を審査中に、請
求者の方の配偶者様が受給中の老齢厚生
年金の配偶者状態表示の欄に、配偶者なし
の表示があったため、請求者の方の生計維
持確認書類の提出を依頼しましたが、配偶
者様の年金請求時に提出済みである旨の回

○年金事務所で保管されている年金請求書
（国民年金・老齢年金保険老齢給付）の確認
をしましたところ、生計維持に関する書類は
添付されており、本来、審査時において、配
偶者ありで表示すべきところを、配偶者なしと
誤った表示にて入力委託をしていたことによ
るものです。 1名

○担当者がご本人様宅を訪問し、今
回の事象について説明しお詫びしまし
たが、他にも裁定誤りがあるのではな
いかとのご指摘と審査担当者からの
謝罪並びに面談での意識改革等の状
況について確認したいとの要請があっ
たため、補正処理等が完了した時点で

○グループ内において、事務処理マ
ニュアル及び書類審査の研修を行い、
入力前の項目点検を徹底するよう指
示しました。

内
159

力
誤
り

徳島
事務
センター

2009年10月2日 2010年11月10日
者様の年金請求時に提出済みである旨の回
答がありました。
○確認しましたところ、配偶者様に係る老齢
厚生年金の裁定時の入力が誤っていること
が判明しました。

るものです。 1名 ― 0
たため、補正処理等が完了した時点で
再度訪問することととしました。
○事務センター長、年金給付グループ
長と職員が訪問し、改めてお詫びし、
了承を得ました。

内
部
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160

裁定請求
書にかか
る振込口
座の登録
誤りについ
て

入
力
誤
り

福岡
事務
センター

2010年9月24日 2010年11月16日

○年金事務所から、「お客様が来所され、年
金が口座へ振り込まれていないと相談が
あった」と電話がありました。
○確認しましたところ、振込金融機関の支店
名が誤って入力されていたため、振込不能と
なったことが判明しました。

○裁定請求書にかかる振込金融機関の支店
名を入力する際、一次審査で補正（追記）し
ていた朱書きの文字（○○○）を見落とし、正
しい支店名の「○○○△△」ではなく、「△△」
と、入力してしまいました。
○また、その後のチェックでも誤りに気づか
ないまま裁定処理を行ったためです。

1名 未払い 39,683

○年金事務所の担当者がお客様へお
詫びのうえ、説明し、支払が遅くなるこ
とについて了承を得ました。
○また、事務センターで支払機関変更
の登録を行いました。

○朝礼で、支払機関の審査において
補正する場合の注意事項を周知し、ま
た、金融機関の口座等について入力
誤りがないか重点的に審査を行うよう
指示しました。

外
部

○年金給付グループ内で打合せ会を
行い、当該事象を報告し、注意喚起を
行いました。基本である基礎年金番
号・氏名・生年月日の確認の徹底を指
示しました。

○Ａ様の配偶者様より年金事務所へ、「死亡
した夫の準確定申告用源泉徴収票が届いた
が、内容が夫のものではない」とのお申出が
ありました。
○確認しましたところ、同姓同名の別人（Ｂ

○原因は、各種申請書の審査においては、
基礎年金番号・氏名・生年月日・住所等の基
本項目について確認し、申請書に基づき処
理すべきところ、事務センターの担当職員が
的確な基本審査を怠り、氏名のみで別人を

○担当者がＡ様の奥様に説明のうえ、
お詫びし、了承を得ました。また、今回
送付した準確定申告用源泉徴収票は
お返しいただき、１ヵ月分の過払いが
生じるため、返納について了承を得ま

年金受給
権者死亡
届の入力
誤りについ
て

○区役所保険年金課から、「お客様から年金
の振込がないという相談を受けた」との電話
連絡がありました。
○確認しましたところ、年金受給権者支払機
関変更届の金融機関支店名を誤って入力し

○機構本部に連絡を取り、早急に支
払をするよう依頼し、平成２３年１月中
旬から下旬の予定との回答を受けまし
た。
○担当者がお客様宅にお伺いし、お

○年金事務所・事務センターともに、
点検・審査時に届書と添付書類の内
容等の確認の徹底を申し合わせまし
た。
○年金の振込についての回答等につ

示しました。
○事務センター長が全職員に対し、改
めて事務処理方法の基本事項の指
導・徹底を行いました。

外
部

○平成２２年９月、年金受給権者支払機関変
更届を受付した際、お客様は、金融機関支店
名欄の本店・支店の項目について、本店を○
で囲まれていたため、年金事務所担当者が
支店名の記載漏れと思い込み、添付されて

年金受給
権者支払
機関変更
届の入力
誤りについ

○確認しましたところ、同姓同名の別人（Ｂ
様）をＡ様と取り違え、死亡入力処理を行って
いました。そのため、生存されているＢ様の
年金の支払が止まり、一方、お亡くなりになっ
たＡ様の年金は引き続きお支払いする形に
なっており、Ａ様の準確定申告用の源泉徴収
票の内容が誤ったものになっていたことが判
明しました。

的確な基本審査を怠り、氏名のみで別人を
同一人と誤認し、未支給請求書・死亡届が一
部不足していると考え、作成・処理をしたこと
によるものです。

2名 その他 220,758

生じるため、返納について了承を得ま
した。
○担当者がＢ様のご自宅を訪問し、説
明のうえ、お詫びし、了承を得ました。
年金支払の遅延についても了承を得
ました。
○機構本部へＢ様の死亡失権取消を
依頼しました。
○機構本部へＢ様の死亡失権取消と
なる年金の早期支払を依頼しました。
Ｂ様へ経過報告し、支払時期をお伝え
し、了承を得ました。

て

入
力
誤
り

鳥取
事務
センター

2010年11月15日 2010年12月13日161

外
部

たため、振込不能となっていたことが判明し
ました。

1名 未払い 330,032

詫びのうえ、経緯と支払時期を説明
し、了承を得ました。

いては、原本確認後、コピー等が添付
されたものについて二重にチェックす
るよう、また慎重に取扱うよう再度徹
底しました。

いた通帳のコピーを見誤って通帳発行店名
を支店名として補正記入したことと、年金事
務所から書類の回付を受けた事務センター
が、補正誤りに気づかず、誤記入した支店名
のまま入力処理を行ったことによります。
○年金事務所で届書を補正したとき、また事
務センターで届書を審査したときに、届書と
通帳コピーとの十分な突合せが行われな
かったことと、入力後の決裁において補正誤
りのチェックを漏らしたことによります。
○また、平成２２年１１月、お客様から１０月
の振込不能分の再振込先を指定する届書を
年金事務所窓口でいただきましたが、年金事
務所担当者が再度、添付の通帳のコピーを
見誤り、正しく記入されていた口座取扱店名
を消し込みし、通帳発行店名を支店名として
補正記入を行いました。添付されていた通帳
の ピ 濃度が薄く 機構本部で１０月分の

て

入
力
誤
り

広島 広島南 2010年9月10日 2010年12月15日162

のコピー濃度が薄く、機構本部で１０月分の
年金の再振込みを行うときに、補正誤りにつ
いてチェックをかけることができませんでし
た。そのため、誤って入力されていた金融機
関支店名の訂正入力がされず、１０月支払の
年金の再振込、１２月定期支払分とも振込不
能となりました。
○原因は、担当者が不慣れなため、通帳発
行店と、口座開設店との違いを理解していな
かったことにより、前回と同様な処理を行った
こと、引継時の説明不足等によるものです。
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1名 未払い 193,866

○他年金事務所のお客様相談室長が
別人の方に対応しました。変更届の受
領により住所、支払金融機関を元通り
に戻す処理が行われました。
○当所に来所されたお客様について
は、事務センター担当者の対応によ
り、過払い分の返納承諾、変更届によ
る住所、支払金融機関変更処理が行
われました。

○担当した職員に、事務処理誤りの経
過を説明し、ご本人様確認の重要性
について厳しく指導を行いました。
○また、お客様相談室全職員、窓口担
当者全員を集め、事務処理誤りの経
過の説明と再発防止のための周知・
指導を改めて行いました。

外
部

○事務センターから送付された届書の写を
見て、字体から基礎年金番号、年金コードの
み職員が記入し、その他の氏名、生年月日、
変更後の住所、変更後の受取金融機関、口
座名義、口座番号は届出者ご本人様の記入
でした。
○届出者ご本人様の生年月日は△月３１日
が正しく、△月１１日と間違えて記入されてい
ました。当日、間違って記入された生年月日
により検索した結果、抽出された別人の基礎
年金番号を職員が届書に記入してしまったも
のと思われます。
○届出の際、氏名、生年月日索引によって
抽出された１名の記録について、前住所地の

年金受給
権者住所・
支払機関
変更届の
ご本人様
確認誤り
について

入
力
誤
り

福岡 西福岡 2010年10月6日 2010年12月24日

○事務センターより、当所に来所されたお客
様が年金受給者住所・支払金融機関変更届
を提出された際に、窓口担当者の氏名索引
により同姓同名の別人の基礎年金番号を抽
出のうえ回答し、その番号で届出を行ってし
まい、事務センターで処理されたとの連絡が
ありました。
○確認しましたところ、同姓同名の別人の方
の住所、支払金融機関が変更され、別人の
方の年金の振込がないことが判明しました。163

164

住所・支払
機関変更
届の入力
誤りについ
て 入

力
誤
り

滋賀
事務
センター

2010年11月12日 2010年12月21日

○お客様より、「年金が振込されていない」と
の電話照会がありました。
○確認しましたところ、口座番号の誤入力が
判明しました。

○住所・支払機関変更届入力を行いました
が、当該届書にお客様が記載された口座番
号と添付された通帳コピーの口座番号が相
違しており、本来、お客様に確認を行うべきと
ころ、未確認のまま処理が行われたもので
す。
○また、委託業者における入力処理時及び
入力後のチェックにおいても、記載口座番号
とリストを突合しますが、発見できなかったも
のと考えられます。

1名 未払い 231,666

○担当者がお客様にお詫びのうえ、説
明を行い、振込を希望する口座を確認
しましたところ、通帳コピーの口座番号
であることが確認できたため、再度入
力処理を行うとともに、振込不能によ
る機構本部への返却後に再振込とな
るため、時間を要する旨を説明しまし
た。
○担当者がお客様に支払時期をお伝
えし、了承を得ました。

○職員に事象を周知し、確認チェック
時には漏れがないように細心の注意
を払うよう、朝礼にて指示を行いまし
た。

外
部

抽出された１名の記録について、前住所地の
確認を怠ったことと、同姓同名の別人記録が
ある可能性を想定していないことが発生の原
因です。

165

年金裁定
請求書の
誤入力に
ついて

入
力
誤
り

福岡
事務
センター

2010年11月2日 2010年11月26日

○Ａ様から電話で、「事務センターから年金
証書の送付があったが、別人（Ｂ様）のもの
である。住所が自分のところになっている。親
展とされていたので開封はしていない」との
連絡を受けました。
○確認しましたところ、年金裁定請求書の誤
入力が判明しました。

○裁定請求書には、正しい番地が記載され
ていましたが、委託業者の入力担当者が
誤って入力しました。
○また、処理結果リスト点検及び証書点検の
際、この誤りを見落とし、そのまま発送したこ
とが原因です。 2名 ― 0

○担当者がＡ様のご自宅を訪問し、お
詫びのうえ、送付物を回収しました。ま
た、Ｂ様のご自宅を訪問し、お詫びの
うえ、正しい住所が印字された年金証
書を手渡しました。

○朝礼で、担当職員へ住所の番地の
確認を重点的に行うよう指示しました。
○また、委託業者の責任者に対し、入
力誤りが発生しないよう、再発防止に
努めるよう指示しました。

外
部

○該当する受給権者の方に対して、お
詫びの手紙と正しい提出先であるＡ町
役場の宛名シールを送付し、Ａ町役場
への提出をお願いしました。
○また 町役場および 町役場に連

○役場等の住所を記載するなどの作
業をしたときは、事前に確認しやすい
方法（市区町村ごとにまとめた単位で
印刷して確認する）など事故防止策を
講じ 発送前にリ トと突合せし 発

○機構本部コールセンターより、「現況届に
ついて、宛先となっている提出先役場が住所
地とは違うとのお客様からのお問合せがあ
る」という照会がありました。
○確認しましたと ろ 提出先市区町村役場

○現況届の届出用紙（ハガキ形式）は、提出
先が住所地の市区町村役場とだけ印刷され
ており、提出先の住所・名称については届出
者ご自身にご記入いただく形になっていま
す 例年 役場 住所や提出先 照会があ

現況届提
出先の標
記誤りに
ついて

○また、Ａ町役場およびＢ町役場に連
絡し、事象の説明をするとともに、お詫
びをしました。そのうえで、Ｂ町役場に
は、Ａ町在住の方の所得状況届につ
いて郵送受付された場合は、受給権
者の方に返さず、当事務センターあて
に転送いただくようお願いし、了承を得
ました。

講じ、発送前にリストと突合せして発
送先のチェックを行うよう、指示と注意
をしました。
○また、日常業務においても発送業務
の準備段階から点検を十分に行い作
業を行うよう、事務センターの他グ
ループに対しても事象を伝え、事務処
理誤り防止の徹底を図りました。

外
部

2010年7月2日

○確認しましたところ、提出先市区町村役場
を誤って印刷していることが判明しました。

す。例年、役場の住所や提出先の照会があ
ることから、当事務センターであらかじめ現況
届に提出先の市区町村役場の住所・名称を
印刷して発送したところ、Ａ町在住の受給権
者の方について、誤ってＢ町役場の住所・名
称を印刷していました。
○住所地と宛先が一致しているかのチェック
を怠ったことが原因です。

168名 ― 0

通
知
等
の
作
成
誤
り

広島
事務
センター

2010年6月30日166
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167

被保険者
記録照会
の誤送付
について

誤
送
付
・
誤
送
信

岡山 倉敷東 2010年10月28日 2010年11月4日

○年金加入記録の回答を受け取られたＡ様
から、Ｂ様の被保険者記録照会が混在して
いるとのお申出がありました。
○確認しましたところ、被保険者記録照会の
誤送付が判明しました。

○封入物送付時にダブルチェックを行ってい
たにもかかわらず、見落としがあり、誤送付と
なったと思われます。
○また、Ｂ様の被保険者記録照会は２部作
成されていました。

2名 ― 0

○担当職員がＡ様の勤務先にお伺い
し、お詫びのうえ、誤送付となったＢ様
の被保険者記録照会を回収し、了承
を得ました。
○担当職員がＢ様宅に電話連絡し、
誤送付があったことを伝えるとともに、
深くお詫びしました。Ｂ様の被保険者
記録照会は過不足なく同封されてお
り、Ａ様の分は入っていませんでした。

○年金記録課で臨時終礼を行い、書
類封入作業時のダブルチェックの再徹
底を指示しました。
○臨時役付会ので今回の事象の報告
を行い、同様の事務処理誤りが発生し
ないよう全職員に周知徹底することと
しました。

外
部

公的年金
加入状況

○公的年金加入状況等調査の対象世帯の
世帯員Ａ様から、「公的年金加入状況等調査

○調査員が調査対象世帯（Ａ様宅）に赴き、
調査票を配付して調査事項を記入していた

○担当者が電話にてお詫びし、Ａ様宅
を訪問のうえ、誤配付した調査票を回

○調査票の管理について、回収した
調査票と未記入の調査票を明確に区

168

加入状況
等調査に
係る調査
票の誤配
付につい
て

誤
送
付
・
誤
送
信

静岡 静岡 2010年12月2日 2010年12月2日

世帯員Ａ様から、「公的年金加入状況等調査
の調査票を２部受領したが、１部について既
に記入済のＢ様の調査票が配付された」との
電話連絡が厚生労働省年金局に入り、機構
本部経由で当年金事務所に連絡がありまし
た。
○確認しましたところ、調査員が誤って回収
済の調査票をＡ様の調査対象世帯に配付し
たことが判明しました。

調査票を配付して調査事項を記入していた
だくべきところを、誤って別世帯（Ｂ様）の調査
済調査票を配付したことにより、調査済者の
氏名、調査内容が別人に知れることとなって
しまいました。
○原因は、回収した記載済の調査票と未使
用の調査票を混在して保管していたことによ
り、誤って既に記入済の別人の調査票を配
付したことによるものです。

2世帯
2名
― 0

を訪問のうえ、誤配付した調査票を回
収しました。未記入調査票及び返信用
封筒をお渡しし、了承を得ました。
○担当者がＢ様に電話にて、誤配付
の状況説明を行い、お詫びし、了承を
得ました。

調査票と未記入の調査票を明確に区
分けして保管し、また調査票の配付時
には、調査票最終ページの氏名の記
載欄を含め、確実に再度未記入を確
認し配付するよう県内の全調査員に
指導しました。 外

部

○年金記録調査回答書の決裁におい
て、送付文書の内容確認を徹底するこ
と及び決裁書類に発送前のダブル
チェック済の表示を行うことにより、ダ
ブルチェックの漏れを防止することとし
ました

○年金記録調査回答書の送付を受けたＡ様
から、「自身の回答書以外に他人の被保険
者記録照会回答票（資格画面）が同封されて
送付されている」という電話がありました。
○確認しましたところ、同日に発送したＢ様へ
の回答書に同封するべきものを 誤ってＡ様

○本来、決裁及び複数名による確認を行っ
て誤送付を防止すべきところ、決裁段階で回
答書と添付資料が相違していることを見落と
し、また、担当者が発送前のダブルチェック
が終わっているものと誤認してダブルチェック
を行わないまま封入してしまったことにより

○Ａ様に電話にて誤送付についてお
詫びし、ご自宅へお伺いして誤送付し
た被保険者記録照会回答票を回収さ
せていただくとともに、Ｂ様あてに送付
した中にＡ様分の書類がなかったかを
確認して 結果をＡ様に連絡させてい

被保険者
記録照会
回答票の
誤送付に
ついて

厚生年金 ○Ａ厚生年金基金より電話にて、同基金加 ○以前に別件でコピーしてあったＢ厚生年金 ○担当者がＢ厚生年金基金にお詫び ○事務処理の流れを再確認するととも

ました。

外
部

2010年12月3日

の回答書に同封するべきものを、誤ってＡ様
への回答書に同封して送付していたことが判
明しました。

を行わないまま封入してしまったことにより、
添付資料の誤送付が発生したものと思われ
ます。

2名 ― 0

確認して、結果をＡ様に連絡させてい
ただくこととしました。
○Ａ様から、誤送付した添付書類を回
収させていただいた後、Ｂ様に電話に
て誤送付のお詫びし、ご自宅へお伺い
して添付漏れとなっていた被保険者記
録回答票をお届けして了承を得るとと
もに、送付物の内容を確認させていた
だきました。
○Ａ様に電話にて、Ｂ様宛の送付物に
はＡ様分の書類は誤送付されていな
かったことをお伝えし、了承を得まし
た。

誤
送
付
・
誤
送
信

東京 世田谷 2010年11月26日169

170

厚生年金
基金への
記録調査
回答書の
送付誤り
ついて

誤
送
付
・
誤
送
信

三重
事務
センター

2010年12月6日 2010年12月8日

○Ａ厚生年金基金より電話にて、同基金加
入者の記録調査に係る回答書類にＢ厚生年
金基金の基金加入者の記録データが送付さ
れたとの連絡があり、誤送付が判明しまし
た。

○以前に別件でコピ してあったＢ厚生年金
基金のリストが机上に置かれていたため、
誤って添付してしまったものです。
○その後の確認でＡ厚生年金基金には本
来、リストの送付が必要なかったことが確認
されました。今回の事故は担当者が別案件と
勘違いをしたことと、送付書類を十分に確認
しなかったこと、また決裁上点検が不十分で
あったことが原因です。

2事業
所1名

― 0

○担当者がＢ厚生年金基金にお詫び
のうえ、状況を説明し、了承を得まし
た。
○Ａ厚生年金基金から、誤送付した書
類の返送を受けました。
○Ａ厚生年金基金には、改めて正しい
文書を作成し、再送付し、了承を得ま
した。

○事務処理の流れを再確認するととも
に、具体的事故原因の追究を徹底し
ました。また、その対策として書類の保
管･整理の改善並びに点検用チェック
リストの作成を行い、決裁での点検の
再徹底を含め、再発防止に向け周知･
徹底しました。

外
部
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171

記録照会
回答票の
誤送付に
ついて 誤

送
付
・
誤
送
信

埼玉 大宮 2010年12月14日 2010年12月15日

○Ａ様の記録照会を委任されていた社会保
険労務士事務所より電話があり、Ａ様の記録
照会回答票と一緒にＢ様の記録照会回答票
がホチキス止めされた状態で送付されたとの
連絡がありました。
○確認しましたところ、封入時にＡ様の記録
照会回答票に誤ってＢ様の記録回答票を混
入し、発送していたことが判明しました。

○Ａ様とＢ様の期間照会申出書は受付簿等
により同時に決裁に回っていることが確認で
きました。Ａ様の回答票は１ページのみ、Ｂ様
の回答票は２ページだったことより、決裁時
または送付時に、Ｂ様の２ページ目の回答票
がA様の回答票に混在したと思われます。
○また、決裁時・封入時に、２枚目の回答票
が混在していることに気付かずにそのまま封
緘、発送したものです。

2名 ― 0

○担当者が社会保険労務士事務所に
お伺いし、記録照会回答票をお預かり
するとともに、経過を説明し、お詫び申
し上げ、了承を得ました。
○Ｂ様には担当者より電話で連絡し、
事情を説明のうえ、お詫びし、２枚目
の回答票を送付することで了承を得ま
した。

○朝礼で職員及び特定・アシスタント
職員に周知し、封入封緘時のチェック
は必ず複数人で行うこと、複数枚の送
付物は、別人の物が混入していない
か、１枚１枚名前を確認することの徹
底を申し合わせました。
○また、今後発送件数が多い場合は、
封入封緘時の担当者を２名以上にし、
対応することとしました。

外
部

受付通知 ○Ａ様から 「第三者委員会への申立書にか ○お客様２名に対し 第三者委員会への申 ○担当者がＢ様のご自宅を訪問し お ○朝礼で 発送文書等の封入封緘時

172

受付通知
書の誤送
付につい
て 誤

送
付
・
誤
送
信

福岡
事務
センター

2010年11月29日 2010年12月1日

○Ａ様から、「第三者委員会への申立書にか
かる受付通知の送付があったが、別人（Ｂ
様）のものが入っていた」との連絡を受け、送
付誤りが判明しました。

○お客様２名に対し、第三者委員会への申
立書にかかる受付通知書の送付を行いまし
たが、その封入封緘の際、それぞれを入れ
間違っていたものです。
○発送文書等の封入封緘については、二重
チェックをかけ送付誤りをしないよう取り組ん
でいるところですが、今回二重チェックをした
にもかかわらず、送付誤りが発生してしまっ
たものです。

2名 ― 0

○担当者がＢ様のご自宅を訪問し、お
詫びのうえ、送付物を回収し、正しい
通知書を手渡しました。
○担当者がＡ様のご自宅を訪問し、お
詫びのうえ、正しい通知書を手渡し、
誤って送付したＢ様の通知書を回収し
ました。

○朝礼で、発送文書等の封入封緘時
には、二重チェックすることはもちろん
のことですが、封筒の宛名との照合を
十分に行うよう指示しました。

外
部

介護保険
料返納金
内訳書の
誤送付に
ついて

誤
送
付

○Ａ市より、介護保険料返納金内訳書が１枚
不足との連絡がありました。
○介護保険料返納金内訳書を送付したＢ市
からＡ市分が１枚混入されている旨の連絡が
あり、封入の際、誤ってＡ市分をＢ市分に混
さ た とが判 ま た

○発送に向け、委託業者が介護保険料返納
金内訳書の封入封緘を行いましたが、その
際、Ｂ市に続けて出力されているＡ市分の内
訳書１枚を誤ってＢ市あての封筒に封入して
しまったことによるものです。

2市

○Ａ市から連絡があった際に、不足分
の介護保険料返納金内訳書を再送付
しました。
○Ｂ市から連絡があった際に、Ａ市分
の介護保険料返納金内訳書につい
返信 封筒送付 る返送を依頼

○委託業者へ当該事象を説明し、通
知封入の際には、全内訳書の宛先も
必ず確認するとともに、複数名による
チェックを必ず行うよう、説明・依頼し
ました。

173

付
・
誤
送
信

本部
業務
渉外部

2010年11月24日 2010年11月30日

入させていたことが判明しました。 2市
町村
2名
― 0

て、返信用封筒送付による返送を依頼
しました。
○Ｂ市より介護保険料返納金内訳書
の返戻がありました。

外
部

外
部

○配偶者様は平成２２年８月で６５歳になっ
ているため、お客様の加給金は６３歳である
平成２２年９月で支給がなくなっています。
○平成２１年１１月に来所されたときの見込
額照会回答票をお持ちで、６３歳時の見込額
回答票には配偶者加給金が加算されていま
すが、６５歳の見込額回答票には加給金の
表示がありません。
○本来、回答票に配偶者加給金を加算する
場合は、「妻が６５歳になるまで加算」という

1名 ― 0

○お客様相談室長がお客様に電話
し、説明誤りについてお詫びをしまし
た。お客様相談室の職員に周知・徹底
して、今後誤りのないようにすること
と、機構本部に報告することを説明し
ました。

○お客様相談室の職員に今回の事象
を周知し、誤りのないよう十分説明し、
見込額回答票には「配偶者が６５歳に
なるまで加算」のゴム印を押すよう徹
底しました。

年金見込
額の説明
誤りについ
て

説
明
誤
り

東京 世田谷 2009年11月13日 2010年9月10日

○お客様が来所され、年金決定通知書・支
給額変更通知が届いて年金額が減ったとの
お問合せがあり、確認しましたところ、配偶者
様が６５歳に到達したため、配偶者加給金が
なくなり、支給額が減額になりました。
○「以前相談したときに、６３歳から加給金が
支給される説明を受けたが、配偶者が６５歳
になると支給がなくなるという説明は受けて
いない」とのお申出がありました。
○お客様がお持ちの見込額回答票を確認し

174

場合は、 妻が６５歳になるまで加算」という
ゴム印を押して年金相談対応者が説明すべ
きところ、どちらの回答票にも表示はなく説明
しなかったため、お客様が加給金は６５歳ま
で支給になると思われたものです。

り
○お客様がお持ちの見込額回答票を確認し
ましたところ、加給金についての「妻が６５歳
になるまで加算」の表示がないため、説明し
ていないことが判明しました。
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175

年金見込
額の算出
誤りについ
て

説
明
誤
り

熊本 八代 2010年6月23日 2010年9月16日

○お客様が来訪され、「７０歳で繰下げ請求
を行った際、年金見込額を提示してもらった
が、実際の額とかなり違っている」とのお申出
がありました。
○確認しましたところ、年金見込額の算出誤
りが判明しました。

○年金見込額試算時に、ＪＲ共済が支払う退
職共済年金期間を除いて算出すべきでした
が、誤って加算してご案内したものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様に、お渡しした年金
見込額の誤りをお詫びするとともに、
対応した担当者への指導を約束しまし
た。
○担当者がお客様に電話し、お詫び
にお伺いしたい旨をお伝えしました
が、「来てもらっても年金額が増えるこ
とはないだろうし、これから間違いがな
いように」とのお言葉をいただき、一応
了承していただきました。

○朝礼で、三共済を含むの年金見込
み額の算出について、正確に行なうよ
う指示するとともに、今後、研修を行な
うことを確認しました。
○お客様相談室職員への研修会実施
を実施し、今回の事例を周知し、指導・
徹底しました。

外
部

配偶者加 ○加給年金額加算開始事由該当届を提出さ ○配偶者加給金の加算がされていない受給 ○誤った対応へのお詫び及び受理し ○お客様相談室全体に発生事象を周

176

配偶者加
給年金に
係る所得
確認誤り
について 説

明
誤
り

宮城 仙台南 2010年5月18日 2010年10月18日

○加給年金額加算開始事由該当届を提出さ
れたご本人様から、照会文書を受理しまし
た。
○確認しましたところ、添付書類の内容に説
明誤りがあったことが判明しました。

○配偶者加給金の加算がされていない受給
者様からの相談に対し、本来、配偶者様の
平成２０年度所得証明を確認をすべきとこ
ろ、誤って、平成２１年度所得証明で確認を
し、配偶者加給金加算対象となる旨の回答
と、それを前提とした手続きについてお知ら
せしてしまいました。
○原因は、相談者の定額開始年の確認誤り
によるものです。

1名 ― 0

○誤った対応 のお詫び及び受理し
た文書に対する回答文書を送付しまし
た。
○お客様相談室長がお客様に電話
し、お詫びのうえ、文書回答内容を説
明し、了承を得ました。

○お客様相談室全体に発生事象を周
知し、所得確認年度を研修議題に取り
上げ、再徹底を図りました。

内
部

未納月数
を誤って説
明した件に
ついて

説

○お客様から、「昨年来、説明誤りがあった
件について解決をしていない。職員等の処分
と自分の記録についてどのように対応してく
れるのか聞きたい」とのお申出がありました。

○平成２１年に電話でお問合わせを受けてい
ます。当初の質問は月数（加入もしくは資格）
についての質問でしたが、確認のため「未納
があるか」と訊かれ、本来「１ヵ月ある」と答え
なければならないところ、「ない」と答えてし
まっていました。

○最終的に「担当者と、もう話したくな
い」とお客様自身が言われましたが、
今後、お客様より来訪・電話によるお
問合せがあった場合に、再度説明す
ることとしました。

○お客様への具体的な質問には、窓
口装置をきちんと確認して回答するよ
う徹底しました。

177

説
明
誤
り

東京 新宿 2009年3月11日 2010年10月12日

まっていました。
○再度電話があり、「ねんきん定期便が届い
たが未納がないはずなのに1ヵ月ある、なぜ
か」とのお問合わせがあり、前回の回答が間
違っていたことが発覚しました。

1名 ― 0
外
部

178

繰上げ請
求書提出
時の説明
誤りについ
て

説
明
誤
り

岐阜
事務
センター

2010年7月6日 2010年9月24日

○ご本人様から、「９月支払の年金額が７月
にいただいた見込額試算結果と違っている。
どういうことか」とのお問合わせありました。
○確認しましたところ、繰上げ請求書提出時
に説明を誤っていたことが判明しました。

○お客様は、年金相談センターで「平成２２
年７月に退職した場合、その後繰上げをする
とどうなるか」を何度も聞かれました。
○しかし、退職後に提出しなくてはいけない
はずの繰上げ請求書を、「在職中に提出して
も同じ月の提出なら金額は同じ」であると年
金相談センターから指示を受け、在職中に提
出してしまいました。
○繰上げ請求書を提出したことにより、退職
前の金額の繰上げとなり お客様に説明した

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びし、説明し
ましたが、ご納得いただけませんでし
た。機構本部と協議することとしまし
た。
○機構本部から、見込額回答票の内
容から年金相談センターでの説明誤り
を認め、退職時に遡って繰上げ請求を
するよう回答を得たため、担当者がお
客様に再度お詫びのうえ、説明し、支
払時期をお伝えし 了承を得ました

○特殊な事情などある場合は、提出
書類にその旨記入することを年金相
談センターと事務センターで取り決め
し、申し合わせました。

外
部

前の金額の繰上げとなり、お客様に説明した
金額と違ってしまうこととなりました。

払時期をお伝えし、了承を得ました。
○機構本部へ再進達を行いました。

50



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

― 0179

年金受給
資格期間
の合算対
象期間算
出の説明
誤りについ
て

説
明
誤
り

○ブロック本部に確認のうえ、強制加
入期間の国民年金保険料については
還付できない旨を説明しました。
○ご本人様からご主人様への説明が
必要なため、説明が間違っていたこと
の文書を持って訪問するよう依頼があ
りました。
○ご主人様の勤務先に副所長とお客
様相談室長が訪問して、ご本人様、ご
主人様、税理士同席のもと説明文書を
渡してお詫びのうえ、説明しました。今
後、保険料を納付して年金を受給する
意思はないとのことでした。保険料の
還付ができないことについて、納得し

○課内会議において、当該事象を説
明し、受給資格期間計算表シートによ
り複数名によるチェックを必ず行うよう
申し合わせました。

外
部

福岡 博多 2008年9月17日 2010年11月11日

○ご本人様が国民年金の任意加入手続きに
来所され、受給資格期間を満たすまでの不
足期間のお問合せがあり、国民年金の任意
加入は７０歳まで可能で、９５ヵ月不足分を任
意加入のうえ納付していただければ年金受
給要件を満たすことを説明しましたが、ご本
人様は、そこまでして納付するつもりはない
ので、過去２年間に納付した未納分の保険
料を還付してほしいとのお申出がありまし
た。
○確認しましたところ、平成２０年９月に、合
算対象期間の計算を誤って計算した受給資
格計算表をお渡ししていたので、過去２年以
内の未納保険料と合わせて今後４年弱の国

○合算対象期間を計算する際に、本来、婚
姻期間中のご本人様の国民年金の保険料
納付済期間及び厚生年金加入期間は、合算
対象期間から除くべきところ、合算対象期間
としてカウントしたため、合算対象期間を６
９ヵ月多い月数で回答しました。その誤りの
原因は、対応者が受給資格計算表の記入の
再確認を怠ったのが原因です。

1名

180

雇用保険
との調整
に係る説
明誤りに
ついて 説

明
誤
り

長野 松本 2010年8月20日 2010年11月17日

○ご本人様より、老齢厚生年金の支払がな
いとのお申立がありました。
○確認しましたところ、老齢厚生・退職共済
年金受給権者支給停止事由該当届を受理し
た際の説明誤りが判明しました。

○年金相談において、年金支払予定が平成
２３年２月～３月となると説明すべきところ、
平成２２年１１月～１２月頃受けることができ
ると誤った説明をしてしまいました。
○その原因は、失業給付記録回答票にて給
付制限期間のデータが収録されておらず、求
職申込の記録のみが確認できたため、雇用
保険の給付制限期間について確認をしな

1名 ― 0

○お客様相談室職員がご本人様宅を
訪問し、今回の説明誤りについてお詫
びするとともに、今回の事象について
説明し、了承を得ました。

○今回の事象について、お客様相談
室で研修を行い、雇用保険と年金との
調整についてのチェックシートを作成
し、相談時の活用について周知・徹底
を図りました。

外
部

還付ができないことについて、納得し
ていただいていませんが、引き続きご
理解いただけるよう、対応してまいりま
す。

内の未納保険料と合わせて今後４年弱の国
民年金保険料を納付すれば受給資格要件が
発生すると思い、保険料の納付を開始されて
いました。

り 保険 給付制限期間 確認を な
かったことによるものです。

1名 ― 0

○お客様相談室長がお客様へ電話
し、今回の事象発生までに加給年金
についての正しい説明がなかったこと
についてお詫びし、あらためて加給年
金と振替加算の加算及び支給停止と
なる要件や時期について説明させて
いただき、了承を得ました。

○加給年金および振替加算の支給・
支給停止の要件および時期につい
て、正しく説明を行うことをお客様相談
室職員全員に周知徹底しました。
○また、現在、年金相談コーナーの待
合スペースに掲示している加給年金に
ついての注意点について、詳細にまと
めたポスターを当所独自で作成し、見
やすい形で掲示することにしました。

外
部

加給年金・
振替加算
に係る説
明誤りに
ついて

説
明
誤
り

岐阜 岐阜南 2010年11月5日 2010年12月13日

○お客様から、「自分の厚生年金受給が始
まったため、配偶者の加給年金が停止され
たとの通知があった。年金事務所で受けた説
明では、自分の厚生年金加入期間が２４０月
未満であるため、配偶者の加給年金は停止
されないと聞いていた。説明と違うのではな
いか」との電話によるお申出がありました。
○年金相談受付票を確認しましたところ、窓
口担当者は「お客様の場合は厚生年金加入
期間が２４０月未満のため、配偶者様の加給
年金は支給停止になりません」と誤った説明
を行ったことが判明しました。

○平成２１年１１月、お客様が来所され、老齢
年金の見込額等について相談をされました。
○この時点でお客様の厚生年金加入期間は
中高齢の特例に該当する方であり、本来な
ら、配偶者様の加給年金が停止されることに
ついて説明すべきところを、２３９月までなら
配偶者様の加給年金は支給停止しないと
誤った説明をしてしまったため、そのまま厚
生年金に加入していたものです。その原因
は、対応した職員が中高齢の特例に該当す
る方であることを見落としたためです。

181
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○機構本部に協議をすることとしまし
た。
○機構本部から「年金記録の確認行
為が不十分であったとしても遡及した
任意加入の申出は認められない」との
回答をお客様にお伝えし、また、国会
で国民年金保険料の納付可能期間延
長について継続審議となっていること
を説明しましたところ、一応の納得をさ
れた旨の回答がありました。

○年金相談時の旧姓の確認と任意加
入制度の適切な説明について、課内
及びお客様相談室において改めて徹
底するよう申し合わせました。

外
部

2010年4月26日

○お客様より、「６０歳当時と３年前に、年金
事務所へ年金記録の照会をしたが、当時は
確認できなかった」とのお申出がありました。
○相談窓口でお客様の年金記録を確認しま
したところ、国民年金の記録が判明しました
が、特例高齢任意加入で７０歳まで加入して
も受給資格期間に４月満たないため、年金受
給権を得るためには７０歳以後に厚生年金
保険の高齢任意加入が必要な状況でした。
○今まで国民年金記録が見つからなかった
のは当所の調査が不十分であったのが原因
であり、また、過去に任意加入について説明
がなかったとのお申出がありました。

○６０歳当時または３年前に国民年金記録を
統合すべきところを見逃してしまった疑いが
あり、平成２２年４月に国民年金記録を統合
しましたが、特例高齢任意加入で７０歳まで
加入しても受給資格期間に満たないため、年
金受給権を得るためには、７０歳以後に厚生
年金保険の高齢任意加入が必要な状況と
なっています。

1名 ― 0

年金記録
に係る相
談の際の
不十分な
対応につ
いて

説
明
誤
り

東京 八王子 2003年頃
及び2007年頃182

外
部

○年金記録を確認しましたところ、平成２２年
１０月分については在職老齢年金として全額
支給停止となるため、平成２２年１２月の年金
支給はないことが判明しました。
○お客様は平成２２年１０月１日に厚生年金
の資格を喪失されており、平成２２年１０月１
４日に雇用保険の求職申込みをされていま
す。このような場合、本来であれば平成２２年
１０月分が在職老齢年金として全額または一
部支給できるかどうかを確認したうえで説明
をすべきところ、相談員がその確認を怠った
ことが原因です。

1名 ― 0

○担当職員がお客様に在職老齢年金
の仕組みを説明し、平成２２年１０月分
の年金支給はないことについてはご了
承いただきましたが、説明誤りについ
てはご理解いただけなかったため、後
日、お詫びの手紙を送付することとし
ました。
○お客様にお詫びの手紙を送付しまし
た。

○課内朝礼において、当該事象を説
明し、再度の説明誤りをしないように
周知徹底しました。

年金支給
に係る説
明誤りに
ついて

説
明
誤
り

千葉 松戸 2010年11月11日 2010年12月9日

○平成２２年１２月に年金が支給されるとの
説明を受けていたお客様が来所されたため、
お客様の支払予定および年金記録を確認し
ましたところ、平成２２年１２月の年金支給は
ないことが判明しました。

183

○お客様相談室のミーティング時にお
いて事象説明し、マニュアルに基づき
適正に事務処理を行うよう指示しまし
た。

内
部

○職員による未支給請求書の進達前チェッ
クで、戸籍謄本及び住民票がコピーであるこ
とが判明しました。

○未支給請求でご本人様の代理人が来所さ
れた際、ご本人様の要望および窓口相談担
当者の認識不足により、コピーでも大丈夫で
ある旨を説明し、戸籍謄本及び住民票につ
いて、原本証明をして写しで受領したもので
す。

1名 ― 0

○ご本人様に文書で連絡しました。
○ご本人様より電話があり、お詫びの
うえ、説明しましたが、「一度大丈夫だ
と受け取ったものを今さら駄目と言わ
れても受け入れられない。今はどこで
も原本を出せば写しでも受け取っても
らえる。事務取扱いと職員の指導が
なっていない」とのことでした。同日、ご
本人様が来所され、再度お詫びのう
え、説明しましたが、ご納得いただけま
せんでした。「所長と担当者の顛末書
を送るように」とお申出があり、お帰り
になりました。
○ご本人様あてに顛末書を送付しまし
た。
○公用で戸籍謄本取得し、機構本部
へ進達しました。

未支給請
求書添付
書類説明
誤りについ
て

説
明
誤
り

埼玉 所沢 2010年11月17日 2010年11月25日184
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1名 ― 0

○職員からお客様あてに電話し、窓口
対応時に、初回支払の見込額を、誤っ
てご案内したことをお詫びしました。
○お客様が年金相談窓口に来訪さ
れ、説明を求められました。国民年金
第３号特例制度については、受付時点
から効力が発生することを説明し、改
めてお詫び申し上げ、了承を得まし
た。

○国民年金第３号未納期間判明時の
取扱いは、通知内容を再度見直すこ
と、曖昧な解釈で即答することなく上
司などに確認をとってから回答するよ
うにすることを朝礼の時間を利用し、
お客様室長より全員へ周知・伝達を行
いました。

外
部

年金受給
権発生時
期・初回支
払額の説
明誤りに
ついて

説
明
誤
り

京都 京都西 2010年8月27日 2010年12月14日

○初回年金支払額の通知内容について、お
客様から電話によるお問合せがありました。
○確認しましたところ、初回年金支払額（見
込）の説明誤りがあったことが判明しました。

○年金受給権の発生時期について、本来、
国民年金第３号特例届出を提出いただいた
平成２２年８月と判断して初回支払（見込）額
をご案内すべきところ、平成１８年５月と誤っ
た判断をした結果、お客様へ誤った初回支払
（見込）額をご案内してしまいました。
○厚生年金被保険者期間とその期間に重複
する国民年金第３号未納期間が判明しまし
た。国民年金第３号特例届を受理し、年金請
求手続きをご案内しました。本来、国民年金
第３号特例届を受理した日以降、年金受給
期間となると説明すべきところ、誤って６０歳
まで遡って年金が支払われると回答し、年金
見込額を交付してしまいました。

185

186

再裁定申
出書の未
処理等に
ついて

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

群馬 前橋 2008年1月21日
～2009年3月9日

2010年5月14日
～2010年6月25日

○未処理になっている書類がないか、年金
記録相談の全件について調査を行いました。
○この結果、１８件が適正に処理されていな
いことが判明しました。

○担当者がお客様より受理した照会票等年
金記録の調査を求める書類（以下「照会票
等」という）及び再裁定申出書が未処理のま
まとなっているものでした。
○お客様相談室長が担当者に書類の所在を
確認しましたところ、書類の所在は確認でき
ませんでした。

18名 未払い 13,729,606

○お客様相談室長がお客様のご自宅
を訪問又は電話にて経過説明及びお
詫びしたうえで、照会票・再裁定申出
書等必要な書類の再提出をいただき、
記録統合及び再裁定進達を行いまし
た。

○朝礼において事象を説明し、改めて
注意喚起しました。
○当所において、未処理届書処理要
領を制定し、お客様から受付した届書
の適正な管理及び処理遅延の防止の
徹底を図りました。 内

部

○担当者がお客様に電話連絡し、訪
問のうえお詫びしたい旨と 再度給与

○所内会議において、当該事象を説
明し 関係書類等の保管及び毎月実

○年金記録確認地方第三者委員会から、年
金記録確認申立者であるお客様の申立期間

○年金記録確認地方第三者委員会からの連
絡により 審査のうえで給与明細（写）が必要

年金加入
期間照会

見込額を交付してしまいました。

問のうえお詫びしたい旨と、再度給与
明細の写しをとらせていただきたい旨
をお話しましたが、事実関係を確認の
うえ、再度連絡してほしいとのお申出
がありましたので、、再度確認のうえ
改めて連絡する旨をお伝えしました。
○お客様が来所され、所長からお詫び
を申し上げたうえで、事実関係、経過
説明等を行い、了承を得ました。再度
給与明細の写しを取らせていただき、
年金記録確認地方第三者委員会あて
進達を完了しました。

明し、関係書類等の保管及び毎月実
施している未処理文書点検の徹底を
指示しました。

外
部

2010年8月24日

金記録確認申立者であるお客様の申立期間
にかかる参考資料である給与明細（写）の所
在について確認の電話がありました。
○確認しましたところ、紛失していることが判
明しました。

絡により、審査のうえで給与明細（写）が必要
であるとのことで資料の提供を求められたた
め、当時の担当者に事実関係の確認をし、
年金相談関係書類等の確認を行いました
が、書類の存在は確認できず、紛失している
ことを確認しました。

1名 ― 0

期間照会
に係る参
考資料の
紛失につ
いて

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

島根 浜田 2008年11月20日
～2009年12月31日187
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整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○受付と同時に受付票に記載し、現物
と受付票のチェックを行うよう改善しま
した。
○また、幹部連絡会議で今回の状況
を説明し、書類管理及びきれい化の徹
底を指示しました。

外
部

○ご本人様より「老齢基礎年金繰下げ請求
書を年金事務所窓口に提出したが、その後
何の連絡もない」とのお問合せがありました。
○確認しましたところ、当所で請求書を紛失
したことが判明しました。

○お客様相談室長、受付担当者及び事務セ
ンターへの回付担当者が確認しましたとこ
ろ、相談受付票及び年金相談受付ツールに
は請求書を受付した旨の表示がありました
が、事務センターへの進達票、事務センター
受付簿及び機構本部受付状況では受付を確
認できませんでした。
○ご本人様が今回受付けた請求書の控（当
所の受付の押印有）をお持ちであるというこ
とでしたので、勤務先を訪問し、お詫びを申し
上げるとともに、控えを確認のうえ、コピーを
頂きました。
○これまでの状況等から当所で受付している
ものであり、お客様相談室の職員が探しまし

1名 未払い 232,816

○お客様相談室長及び受付担当者
が、ご本人様の勤務先を訪問し、お詫
びのうえ、お持ちであった請求書の控
えを確認のうえコピーを頂き、引き続き
調査した結果を後日報告するととも
に、お詫びの手紙を持参することをお
約束しました。
○所長、お客様相談室長及び受付担
当者が、ご本人様の勤務先を訪問し、
再度お詫びのうえ、調査した結果を報
告し、お詫びの手紙をお渡しし、了承
を得ましたが、「請求書の用紙がコ
ピーで作成されていることも、今回の
紛失の要因のひとつではないか。関

老齢基礎
年金繰下
げ請求書
の紛失に
ついて

受
理
後
の
書
類
管

兵庫 三宮 2010年9月27日 2010年12月7日188

189

遺族厚生
年金請求
書の紛失
について

受
理
後
の
書
類
東京

事務
センタ

2010年5月30日 2010年12月2日

○未処理分のチェックを行いましたところ、年
金事務所から回付された年金請求書２１件
のうち１件が未処理であることが判明しまし
た。
○遺族年金担当グループ内、事務センター
年金給付館内の机、ロッカー、倉庫内を捜索
しましたが、当該請求書を見つけることがで
きませんでした また 年金事務所に返戻し

○当該事象については、本来年金事務所か
ら回付された遺族年金請求書は受付処理簿
の作成後に、受付担当グループにて受付印
の押印、進達番号を打番し、各担当グループ
に２０件を１組として引継ぎし、担当グループ
においても受理件数の確認を行うところ、受
理件数のチェックを行わず担当グループで引
継ぎを行 てしま たこと その後の書類管

1名 未払い 463,790

○入力済書類に混入した可能性があ
るため、保管倉庫を捜索しましたが、
確認できませんでした。
○年金事務所の担当者、事務セン
ターの担当者がお客様のご自宅に訪
問し、お詫びのうえ、年金請求書を再
提出していただくことで了承を得まし
た

○裁定請求書を受付担当グループか
ら受理した時、担当者が年金事務所
からの請求書回付状況表との突合を
徹底します。
○未処理分のチェックを毎月行い、各
担当が未処理請求書の管理保管状況
を確認します。
○グル プ内会議において今回の事

内
部

ものであり、お客様相談室の職員が探しまし
たが、請求書は見当たらなかったため、当所
において紛失したものと判明しました。

紛失の要因のひとつではないか。関
係請求書等は正式に印刷し、重要事
項はカラーで表示する等改善してほし
い」 とのお話を頂きました。また、ご
本人様に再度、老齢基礎年金繰下げ
請求書を記入していただき、請求書の
受領書もお渡ししました。

管
理
誤
り

類
管
理
誤
り

東京
センター きませんでした。また、年金事務所に返戻し

た形跡もありませんでした。
継ぎを行ってしまったこと、その後の書類管
理が不充分であったことが原因です。
○未処理分のチェックを毎月実施していな
かったため、紛失の判明時期が遅れました。

名 未払
た。
○今後についても、当該書類の捜索を
継続して行います。

○グループ内会議において今回の事
象を説明し、請求書の管理保管状況
の確認について徹底しました。

部

外

○Ａ様が持参された年金加入記録照会票に
記載されていない同姓同名同生年月日の記
録（別人記録）がねんきん特別便情報照会に
より判明しました。
○年金加入記録照会票に記載されている記
録のみ統合し、記録照会回答票をＡ様に交
付していますが、再裁定申出書は別人記録
も記入して作成されていました。また、別人記
録の手帳記号番号統合用紙も作成されてい
ました。
○別の担当者がねんきん特別便年金加入記

○副所長がＡ様宅を訪問し、お詫びの
うえ、今回の事象を説明し、返納につ
いて了承を得ました。
○副所長がＡ様宅を訪問し、年金記録
の訂正及び年金額の再計算に関する
申出書及び返済方法申出書を受領し
ました。また、誤還付した国民年金保
険料について同日納入済みであること
を確認しました。
○統合誤りをした記録の本来の持ち
主（Ｂ様）と思われる方と連絡が取れ、

○年金記録課ミーティング時に当該事
象を説明し、記録統合する際には事業
所名称等よく確認のうえ処理をするよ
う指示しました。
○また、所内課長会議においても注意
喚起を行いました。

年金手帳
記号番号
登録誤り
について

記
録
訂

○Ａ様が来所され、「受給者便を確認したとこ
ろ、勤めた覚えのない記録が入ってる」との
お申出により、年金記録の登録誤りが判明し
ました。

外
部

○別の担当者がねんきん特別便年金加入記
録照会票を処理していて、Ａ様の年金加入記
録照会票に未処理の手帳記号番号統合用
紙（別人記録）が添付されていたため、統合
処理したものと思われます。
○年金加入記録照会票に記載されていない
記録を統合するに当たり、Ａ様によく確認して
から処理を進めるべきところ、確認せず処理
を進めたことにより年金過払いが発生しまし
た。

1名 その他 206,570

主（Ｂ様）と思われる方と連絡が取れ、
事象を説明し、ご本人様の記録かどう
か確認しましたところ、いくつもの会社
に勤めていたためよく思い出せないと
のことでした。勤めていた会社を整理
してみるとのことなので、再度連絡す
ることとしました。
○副所長からＢ様へ電話し、当該事象
の事業所については記憶にないとの
ことでした。該当者はなく、これ以上の
調査はできませんでした。

訂
正
誤
り

埼玉 所沢 2008年4月9日 2010年6月21日190
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整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○本事案を朝礼、定例連絡会議等で
全職員に周知し、類似事案の再発防
止のための注意喚起を行いました。
○また、各課・室単位で定期的に開催
する事務処理誤り再発防止勉強会に
て、誤りを防止するため、書類の確認
を複数人で行い、異なる色のマーカー
ペンでチェックマークを付ける等の対
策をさらに周知徹底しました。

○Ｂ様に連絡のうえ、副所長とお客様
相談室長がご自宅を訪問し、経緯説
明とお詫びをしました。また、当該記録
を削除すると、年金額変更（減額）及び
過払い分返還が発生することになる旨
説明しました。
○Ｂ様は、当該記録が別人のもので
あることは了解されましたが、年金減
額や返還は承服できない、自分も同時
期に同事業所に勤務していたので、記
録の徹底調査を求めるとのことでした
ので、厚生年金被保険者加入期間照
会申出書をご提出いただき、年金記録
課にて受付しました。

ねんきん
特別便に
より判明し
た別人記
録の整備
について

記

○Ａ様から機構本部へ送付されたねんきん
特別便回答で「自分の厚生年金記録の一部
が漏れてている」とのお申出があり、機構本
部にて確認しましたところ、当該記録が誤っ
てＢ様の記録に収録されていることが判明し
ました。

○機構本部記録管理部より「Ａ様の記録は追
加した。当該記録がＢ様の記録に誤収録さ
れているので、記録を再確認のうえ、訂正等
対応願う」旨、Ｂ様への対応依頼がありまし
た。
○年金記録課にて調査の結果、Ａ様が当該
事業所に就職し、資格取得した際に、管轄の
旧社会保険事務所が被保険者原票の番号
を誤記していたことによるものと判明しまし
た。

2名 その他 484,500
外
部

課にて受付しました。
○別の事業所におけるＢ様の記録が
判明しました。
○お客様相談室長からＢ様に連絡し、
誤収録された記録削除により、年金減
額及び過払い分返還が発生すること、
また、判明記録追加により年金増額及
び時効特例給付が発生することで、増
額となることを説明しました。Ｂ様はい
ずれも了解されましたので、書類一式
を送付し、記入のうえ、返送されまし
た。
○お客様相談室より書類一式とともに
再裁定請求書を機構本部に進達しま
した。

録
訂
正
誤
り

北海道 旭川 1975年7月7日 2010年8月12日191

63,000

○担当者がＢ様に、別人の記録を統
合している旨をお伝えしました。記録
整備のため、自身の記録ではない旨
のお申出をしていただけるよう指示し
ました。了承との回答をいただき、申
立書が届き次第返納決議を行なうこと
としました。
○年金手帳番号登録取消処理を行
い、その後、機構本部において、本来
の持ち主であるＡ様に統合処理をしま
した。

○課内会議で、当該事象を説明し、記
録の確認を行う際には、慎重に行なう
よう指示しました。
○また、決裁においても、改めてチェッ
クするよう指示しました。

外
部

2008年6月6日 2010年6月18日

○Ａ様が、ねんきん特別便の年金加入記録
回答票に自身の手帳記号番号を記載して送
付されました。記載のあった手帳記号番号に
ついて、すでに、別人Ｂ様の記録として統合
されていたため、機構本部より調査依頼の連
絡を受けました。
○確認しましたところ、誤って別人（Ｂ様）に
統合していることが判明しました。

○Ｂ様が、ねんきん特別便の年金加入記録
照会票を旧南福岡社会保険事務所に提出さ
れた際、Ａ様の手帳記号番号の記録をＢ様
が自身の記録であるとお申出があったため、
担当者が旧姓のフリガナが同じで、漢字１文
字が相違し、生年月日も１日相違しているに
もかかわらず、氏名変更処理、生年月日変
更のうえ記録統合をしたことによるものです。
○本来、Ａ様の記録として記録統合すべきで
ないところを、誤ってお申立てがあったＢ様の
記録として統合してしまったため、Ｂ様に国民
年金保険料の還付が発生し、返納金が発生
することとなってしまいました。

2名 誤還付

国民年金
記録の統
合誤りに
ついて

記
録
訂
正
誤
り

福岡 南福岡192

193

年金記録
の統合誤
りについて

記
録
訂
正
誤
り

青森 青森 2010年1月6日 2010年11月11日

○お客様から、「年金記録の書類を確認した
ところ、自分自身覚えのない年金記録が記載
されていた」との連絡がありました。
○確認しましたところ、年金記録の統合誤り
が判明しました。

〇氏名索引等によりお客様のものと思われ
る年金記録が確認された場合、本来、お客様
に確認のうえ、統合処理を行うこととしていま
すが、誤って、別人の年金記録を統合してし
まいました。
○その原因は、お客様の代理人との相談時
に行き違いがあったものです。 1名 その他 30,930

〇担当者がお客様宅を訪問し、誤った
年金記録が統合されていた旨を説明
し、お詫びしました。お客様にはご理
解を頂き、誤統合による誤還付した国
民年金保険料の返納は後日納付書が
届くことを説明し、再裁定の仮計算書
に署名をいただき、了承を得ました。
○誤って統合されていた年金記録は、
ご本人様の所在等も確定できません
でした。

〇朝礼にてお客様相談室長より、窓口
担当者全員に本件に関する経過と窓
口相談における注意喚起を行いまし
た。
〇統合処理は、所長による入力前の
事前決裁と事後決裁及び副所長によ
る処理結果リストのチェックを行うこと
に改めました。

外
部

55



整理
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(単位：円)

対応 対策
判明
原因

122,341

○年金記録課朝礼において、事務処
理誤り発生を報告するとともに、年金
記録相談窓口での申出書等の受理お
よび年金記録課での記録統合処理に
おいては、双方の記録がご本人様の
記録であることを十分確認のうえ、受
理および入力を行うよう周知徹底しま
した。

外
部

2009年11月11日 2010年11月30日

○ご本人様のご息女から、「受給者便に勤務
した以外の事業所が記載されている」との電
話がありました。
○確認しましたところ、別人の手帳記号番号
を統合した誤りが判明しました。

○ねんきん定期便による記録調査により、本
来、別人の年金記録であることから記録統合
してはいけないものを、誤って記録統合して
しまったため、誤った年金再裁定が処理さ
れ、老齢厚生年金の過払いが生じてしまいま
した。
○その原因は、年金記録調査の段階で、氏
名索引により検索された同一氏名・生年月日
の被保険者の方の記録を、申立事業所名の
確認を怠り、誤統合したものです。

2名 過払い

○誤統合されたと思われる年金記録
の紙台帳を検索し、事業所名を特定し
たうえで、ねんきん定期便回答に記載
された事業所名と検索した事業所名に
相違があることを確認しました。ご本
人様のご息女に調査の結果を連絡
し、来所していただける旨のお申出を
受けました。
○ご本人様のご息女が来所され、調
査の結果、ご本人様の勤務した事業
所でないことを確認しました。誤った統
合により年金の過払いが生じてしまっ
たことをお詫びのうえ、過払いの年金
については返納していただく必要があ

年金記録
の誤統合
および誤
統合に伴
う老齢厚
生年金の
過払いに
ついて

記
録
訂
正
誤

群馬 高崎194

○年金記録課朝礼において事象を報
告するとともに、年金記録相談窓口で
の申出書等の受理および年金記録課
での記録統合処理においては、双方
の記録がご本人様の記録であることを
十分確認のうえ、受理および入力を行
うよう周知徹底しました。

外

○他年金事務所から、国民年金任意加入希
望の方から「自身の年金記録が別人の記録
に誤収録されている可能性がある」とのお申
出があるとの連絡がありました。
○ご本人様に面会のうえ、確認しましたとこ
ろ、別人記録が誤収録されており、別人の手
帳記号番号を統合した誤りが判明しました。

○年金請求書を受理した際に、本来別人の
年金記録であることから記録統合してはいけ
ないものを、誤って記録統合してしまったた
め、誤った年金裁定がされ、老齢厚生年金の
過払いが生じてしまいました。
○その原因は、氏名索引により検索された同
一氏名・生年月日の被保険者様の年金記録
を 支店名まで確認せずに誤統合したもので 2名 過払い

○ご本人様と面会し、当該年金記録
が県外の支店となっていることから、
その都道府県で勤務したことの有無を
聞き取り、統合済の年金記録はご本
人様とは別人の記録である可能性が
高いことを説明し、了承を得ました。間
違った年金記録の統合および年金額
の決定をしたことをお詫びのうえ 過

年金記録
の誤統合
および誤
統合に伴
う老齢厚
生年金の
過払いに
ついて

記
録
訂
群馬 高崎

については返納していただく必要があ
ることを説明しました。
○年金額仮計算書（減額）及び返納方
法申出書を受理しました。
○誤って統合した年金記録の本来の
方を特定するに至りませんでした。

誤
り

195

196

高齢年金
受給者の
所在不明
について 事

故
等
神奈川 川崎 1987年8月 2010年8月9日

○Ａ市から、Ａ市に居住していた年金受給者
の方の所在が不明であると情報提供を受け
ました。

○所在が不明なため、住民票は平成２２年８
月付で職権消除をしたとのことでした。

1名 過払い 未確定

○職員が現地に臨場し、事実に相違
ないことを確認しました。
○機構本部あて、年金の差止処理の
依頼をしました。
○現在、年金は差止となっており、失
踪宣告後、失権処理を行うとともに、
返納対象者の調査を行う予定です。

○今回の事象について、職員に周知
するとともに、同様の事象があった場
合の対応を再確認しました。

外
部

遺族年金 ○「遺族年金受給中の身内が男と同居して ○お客様から 「不正受給ではないかと思わ ○お客様に再度実地調査が遅くなっ ○通報等の情報提供があった場合

外
部

を、支店名まで確認せずに誤統合したもので
す。

2名 過払い 6,283 の決定をしたことをお詫びのうえ、過
払いの年金額については返納してい
ただく必要があることを説明し、ご本人
様から年金額仮計算書（減額）及び返
納方法申出書を受理しました。

ついて 訂
正
誤
り

群馬 高崎 2008年7月2日 2010年12月3日195

197

遺族年金
不正受給
疑いの通
報に係る
調査遅延
について 事

故
等
長崎 佐世保 2009年7月

～2009年8月
2010年6月11日

○「遺族年金受給中の身内が男と同居して
いるが、不正受給ではないか」との通報があ
り、調査の依頼がありました。

○お客様から、「不正受給ではないかと思わ
れるので、対応してもらいたい」旨のお申出
がありました。その際、住民票が同居となっ
ている場合や、内縁関係で扶養になっている
など、はっきりした証拠がないと届書の提出
を求めることが難しい旨を説明し、住民票の
確認等を含め調査することを回答したにもか
かわらず、お客様からの再三の要請を受け
ながらも実地調査を遅延してしまいました。ま
た、通報した際に印字した記録を紛失してし
まいました。

1名 ― 0

○お客様に再度実地調査が遅くなっ
たことについて、改めてお詫びしまし
た。
○お客様相談室長及び担当者により
実地調査を行うため、受給者様のご家
族宅を訪問し、面談・聴取しました。実
地調査の結果、生計維持関係又は内
縁関係にある方は確認できませんでし
た。

○通報等の情報提供があった場合
は、２名の職員で対応し、通報者に対
して、調査への理解及び十分に事前
説明するとともに、調査の有無につい
て検討を早急に行い、調査を行う場合
は、機構本部の指示に基づき実施す
ることを職員へ周知・徹底しました。

外
部
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198

障害厚生
年金不正
受給につ
いて 事

故
等
宮崎 高鍋 2002年9月5日 2010年8月24日

○警察から障害年金受給の有無について捜
査関係事項照会がありました。

○障害年金の不正受給として捜査するとの
ことで捜査協力の依頼があったものです。

1名 過払い 734,000

○捜査関係事項照会書に対して文書
回答を行いました。
○警察署員が来所し、お客様相談室
長が年金事務所内で供述調書を作成
されました。
○捜査対象者が障害年金を不正に受
給した疑いで逮捕となりました。

○今回の事象について、職員に周知
し、同様の事象があった場合の対応を
再確認しました。

事
件
等

再裁定処
理にかか
る処理誤り
について

○お客様が来所され、「日本年金機構から遺
族年金から老齢年金に選択換えされた旨の
通知が来た。私としては、そのような選択をし
たつもりはない。どうなっているのか」とのお
問合わせがありました

○本来、年金受給選択申出書は、お客様に
確認し、提出していただくところ、平成２１年１
０月に返戻を受けた時点で、再裁定申出書を
受理してから１年半ほど経過しており、老齢
厚生年金と遺族厚生年金の年金額を比較

○お客様相談室長がお客様に今回の
事象について経過説明を行い、お詫
びしました。元の状態になることを条
件に、内払調整について了承を得まし
た

○役職員会議にて今回の事象につい
て経過説明後、法令・業務マニュアル
等の遵守について、再周知徹底の指
示を行い、翌日の朝礼において、全職
員に対し 法令遵守の徹底を指示しま

199

事
故
等
大阪 守口 2009年10月30日 2010年8月9日

問合わせがありました。
○確認しましたところ、遺族厚生年金からお
客様の希望されていない老齢厚生年金へ選
択換えされていることが判明しました。

厚生年金と遺族厚生年金の年金額を比較
し、明らかに老齢厚生年金の年金額が高い
ため、「支払年金額が多い方を選択」とした
「年金受給選択申出書」を作成し、旧社会保
険業務センターへ再進達していたことによる
ものです。

1名 過払い 880,215

た。
○機構本部から、次回定期払にて年
金受給選択申出書の取消し及び内払
調整処理予定であるとの回答を得まし
た。
○お客様相談室長がお客様に、次回
定期払で調整する旨を説明し、了承を
得ました。

員に対し、法令遵守の徹底を指示しま
した。また、実務担当者個人任せにす
ることなく、組織として声かけ、確認を
するようあわせて指示しました。

外
部
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200

国民年金
被保険者
様にかか
る詐欺事
件につい
て

事
故
等
福岡 東福岡 2010年3月1日 2010年3月1日

○国民年金被保険者様より、箱崎にある社
会保険事務所の職員「ナカムラ」と名乗る者
が自宅を訪問し、本日中に保険料を納めな
ければ、生活保護を差し押さえると言われ、
現金５万円を渡した、領収書は交付されず、
後日送付すると説明されたため手元には何
も残っていない、本当に事務所の職員かどう
かの確認をしたいとの電話があり、詐欺事件
が判明しました。

○当年金事務所にはナカムラとういう職員は
おらず、訪問の事跡はありませんでした。
○また、訪問者はネームプレート（顔写真有
り）を身に着けていたが、細かい部分は確認
していないとのことでした。訪問者の特徴とし
ては２０代前半～３０代後半、男性、細身で
紺色のスーツに銀縁の眼鏡を着用していて、
丁寧な言葉遣いであったため、信用してし
まったとのことでした。

1名 その他 50,000

○ナカムラという職員は当年金事務所
には存在せず、また直接訪問し、本日
中に納付しなければ差押をおこなうと
いう説明は行わないことをお伝えしま
した。
○また、詐欺事件の可能性があり、現
金を渡しているため、警察に被害届を
提出するよう説明しました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

虚偽の厚
生年金保

○警察より、「内定捜査をしていたところ、労
務の実態がない者が厚生年金の資格を取得

○被疑者を適用していた事業所から虚偽の
取得届出があった旨の理由書を添付した資

○平成２２年８月の定期支払分につい
て支払保留の入力処理をしました。

○今回の事象を職員に周知し、同様
の事象が起きた場合の対応を指示し

201

生年金保
険資格取
得届の届
出による
年金不正
受給につ
いて

事
故
等
九州
ブロック
本部

1998年6月21日 2010年3月11日

務の実態がない者が厚生年金の資格を取得
し、老齢年金を受給している疑いがあり、こ
れは詐欺罪に当たるとして、現在捜査内定
中である」として、ブロック本部に被害届提出
に係る説明と情報提供があり、虚偽の厚生
年金保険資格取得届の届出による年金不正
受給が判明しました。

取得届出があった旨の理由書を添付した資
格取得取消届を受理し、また被疑者本人か
ら架空の勤務実態であった旨の申出書を受
理し、さらに警察に押収された事業所の関係
帳簿の調査などを行った結果、年金事務所
において、平成１３年６月に遡及した被保険
者資格の取消入力処理を行いました。
○ この取消処理により、被疑者は受給要件
を満たせなくなり、今まで受給した年金につ
いては、返納の手続きを踏むことになりまし
た。

1名 過払い 1,886,524

て支払保留の入力処理をしました。
○警察に押収された事業所の関係帳
簿類（出勤簿・賃金台帳等）の閲覧等
をし、調査の結果、事業所から虚偽作
成の報告書の提出であったとし、被保
険者資格の遡及取消入力処理をしま
した。
○これまで受給した年金額の返納に
ついては、分割返済が済んでいます。

の事象が起きた場合の対応を指示し
ました。

事
件
等

○国民年金協会事務所の「タケダ」と名乗る
者から電話があり、「本人が不在」の旨伝え
ると、「後日連絡がほしい」と電話番号を言わ
れたとのことでした。
○電話内容は、「国民年金をどのように支
払 ているか知りたい（口座振替か現金支払

○日本国民年金協会は、平成１９年６
月末で海外居住者の代行の業務を終
了しており、個人様宅へ連絡すること
はありえないとのことでした。海外にい
る方の国民年金代行業務を行ってい
た当時のデ タに関しては 千代田年

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促す ナ を

不審電話
について

○お客様より、不審な電話があったとの連絡
が当年金事務所にありました。

不審電話
について

○障害年金受給者様から、振り込め詐欺を
疑われる事案について電話がありました。

○氏名は名乗らず、年金受給後に振り込む
ようにと日本障害者協会から３万円の振込用
紙が届き、振込みをしてしまい、その際、市
役所や警察に相談したとのことでした

○届いたものを確認させていただきた
いとお客様にお願いしましたが、体調
が悪いとのことで、それ以上の話に至
らず 電話を切られました

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日 日本年金機構

事
件
等

払っているか知りたい（口座振替か現金支払
かだと思います）とのことでした。

1名 ― 0

た当時のデータに関しては、千代田年
金事務所へ引渡しをしており、現在は
その当時の加入者の方から連絡が
あった場合、千代田年金事務所に業
務が移行していることをお知らせする
対応のみをしているとのことでした。
○お客様に、不審電話の可能性があ
るので、電話をしないこと、電話があっ
たら、内容に回答をせず、年金事務所
へ再度連絡をしていただけるよう、お
伝えしました。

な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
故
等
静岡 沼津 2010年3月4日 2010年3月4日202

203

事
故
等
島根 出雲 2010年4月15日

2010年5月31日
2010年5月31日

役所や警察に相談したとのことでした。
○今回も市役所に相談したところ、振り込め
詐欺だと言われた、今回は振り込むつもりは
ないとのことでした。

1名 その他 30,000

らず、電話を切られました。 ○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等
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204

個人情報
の提供に
ついて

事
故
等
鳥取 倉吉 2010年4月20日 2010年7月20日

○保有個人情報の外部への提供に係る報告
にあたり、提供依頼者からの根拠法令の内
容に照らし、「本人の同意書」が必要と思わ
れる事案に対しても同意書未提出のまま文
書回答していることが２件判明しました。

○保護観察所長から、「更生保護法第３０
条」の規定による協力の求めとして、年金受
給記録の状況について照会があり、氏名索
引から該当者が見当たらなかったため、ご本
人様の同意がないまま「該当者なし」とした回
答書を送付したものです。
○地方検察庁支部検察官から、「刑事訴訟
法第５０７条」の規定による刑事執行のため、
年金受給の有無に係る照会があり、氏名索
引から該当者が見当たらなかったため、ご本
人様の同意がないまま「該当者なし」とした回
答書を送付したものです。

2名 ― 0

○ご本人様の同意がないまま回答し
たことについて、事務処理誤りとして、
機構本部に報告しました。

○個人情報保護管理事務取扱要領を
遵守し、また外部への提供時の管理
体制をダブルチェックの厳守により強
化するよう指示しました。

内
部

1年
金事
務所
― 0

○職員が警察に通報しました。
○警察官が到着しました。（私服警官
３名、制服警官２名）
○お客様相談室長、お客様、警察官５
名で会議室へ移動して相談対応を再
開しました。具体的な記録漏れ等の指
摘はありませんでした。自宅に年金記
録に関する資料があるとのお申出が
あり、それを持参して再訪するよう説
明し、了承を得ました。

○次回、来所がいつになるか不明で
すが、総合案内で気づいた場合、お客
様相談室長に連絡し、お客様相談室
長対応とするよう指示しました。

事
件
等

年金相談
における
警察官の
出動要請
について

事
故
等
北海道 小樽 2010年8月9日 2010年8月9日

○ご家族の年金記録照会で来訪されたお客
様が、対応した職員に大声でなじり、パソコン
のマウスで机を叩き付けて暴れたため、警察
に通報しました。

○ご家族の年金記録照会で５年ほど前に相
談し、女性職員が対応し、そのときに女性職
員は持参した書類のコピーを預かり、後日連
絡すると回答したまま連絡がないとのお申出
がありました。５年前に対応した女性職員を
調べたいので、顔写真の付いた職員名簿を
見せるよう要求されました。職員名簿はない
と答えると、今居る女性職員を確認させるよ
う要求されました。特定業務契約職員では対
応困難と判断し、お客様相談室長と交代しま
した。
○お客様相談室長からお詫びをし、本題の
年金相談を行うため５年前のことを質問して
も聞こうとせず、同じことを要求し、大声で職
員をなじりだしました。さらに言動がエスカ
レートし、パソコンのマウスで机上を叩きつけ
暴れ出し、相談にならないため、お帰りいた
だく う促 が 声 怒鳴 続

205

206

契約社会
保険労務
士の業務
目的外閲
覧につい
て

事
故
等
愛知
名古屋
西

2010年8月25日 2010年8月25日

○年金相談窓口担当の契約社会保険労務
士が自身の顧問契約先事業所の被保険者
資格記録回答票画面の写しを持って、適用
調査課職員に８月月額変更届の入力が未だ
になされていないと問合せに来たことから、
業務目的外閲覧が判明しました。

○個人情報の取扱いについては、事前の操
作研修時にも口頭で説明し、文書を配付し、
個人情報の業務目的外閲覧については個別
にも幾度となく注意喚起してきたにもかかわ
らず、本来の業務である年金相談のためで
はなく、自身の顧問先の情報を窓口装置で
確認しようとしたものです。

1事
業所
― 0

○当該社会保険労務士が担当した日
の氏名検索リストを再度確認し、他に
業務目的外閲覧がないことを確認しま
した。
○当該社会保険労務士を今後のロー
テーションからはずすよう、社会保険
労務士会に依頼しました。

○社会保険労務士会に同様の案件が
発生しないよう、再発防止について依
頼しました。
○年金相談窓口担当の契約社会保険
労務士に、機会あるごとに再周知を
図っています。

事
件
等

年金基金
を名乗る

○お客様から、不審な電話があったとのお問
合せがありました

○年金基金を名乗る男性がお客様宅を訪問
し 「高齢者を対象に ６５歳から７０歳までの

○お客様は「詐欺とわかればそれでい
い」とのことでした

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指

だくよう促しましたが、大声で怒鳴り続けるた
め、警察に通報しました。

207

を名乗る
者の現金
詐取につ
いて

事
故
等
東京 文京 2010年9月24日 2010年9月24日

合せがありました。 し、「高齢者を対象に、６５歳から７０歳までの
５年間の年金をさかのぼって差し上げます（１
４０万円位）、手数料として２５，０００円支
払ってください」と言われたとのことでした。
○支払う前に領収書を求めたところ、「腰が
痛いので車に戻って書いてきます」と言い残
し、戻ってこなかったとのことでした。
○１０月１０日に振込むと言われたが、日曜
日なのでおかしいと思っていたとのことでし
た。

1名 ― 0

い」とのことでした。
○警察にも通報したとのことでした。

内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等
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208

職員を
装った現
金詐取事
件につい
て

事
故
等
東京 足立 2010年9月29日 2010年10月1日

○お客様より、「年金事務所の職員であるこ
とを匂わせるものが自宅に来て、手続きのた
めの手数料として現金を要求されたため、一
部を支払った、残りはどうすればよいか」との
お問合せがありました。

○「社会保険年金○○（詳細不明）と名乗る
男が尋ねてきた。首からの名札をしていた
が、名前不明、名刺は置いていかなかった。
今後、後期高齢者祝金が２ヵ月に１度支払わ
れるようになり、その手続きに３万円かかると
のことで、祝金支払開始と同時に返却するの
で、一括支払を要求された。持ち合わせがな
かったので１万円渡すと、手数料として１，５
００円を返された。残りはまた連絡するという
ことだったが、連絡がないため、年金事務所
の電話番号を調べ、電話した」とのことでし
た。

1名 その他 8,500

○当方からは自宅を訪ねてお金をお
預かりすることはないこと、連絡があっ
た場合は名前、電話番号を聞き、後か
ら連絡すると言って、年金事務所に確
認していただくことをお伝えしました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

209

個人情報
漏えいに
ついて

事
故
等
福岡 南福岡 2010年5月11日 2010年10月4日

○お客様から、「被保険者記録回答票を離婚
調停中の夫が持っている。委任した覚えがな
いため、経緯を確認したい」との電話があり、
個人情報の漏えいが判明しました。

○年金事務所の窓口にて、ご主人様の裁定
請求書を受付中、配偶者様の記録照会票を
提出され、そのときに被保険者記録照会回
答票を配偶者様に送付せず、ご主人様にお
渡したのではないかと思われます。 1名 ― 0

○お客様相談室長より電話にてお客
様へお詫びのうえ、経緯を説明し、再
度このようなことのないことを約束し、
了承を得ました。

○朝礼でご夫妻であっても個人情報
保護に関連するものは、委任状の添
付か、直接ご本人様へ送付するよう徹
底しました。 外

部

210

不審電話
について

事
故
等
北海道 札幌西 2010年10月19日 2010年10月19日

○お客様より、不審な電話があったとの連絡
が当年金事務所にありました。

○日本年金機構厚生年金社会保険年金課
の「アオキ」と名乗る者から電話があり、内容
は、以前、封書で手紙を送っているが見てい
るかどうか問われ、○○歳（正確な年齢は忘
れたとのことです）の方に送るお金があるの
で郵便局はだめだが、信用金庫の口座を教
えて欲しいと言われた、この時に送るお金は
４７，５００円と言われ、また連絡を入れると言
われた 家に居る とが少な と言 た

1名 ― 0

○日本年金機構ではそのような電話
はしていないため、不審電話の可能性
が高く、再度非通知で電話が入ったと
きは、出ないようにしていただくしかな
く、年金事務所としては他の年金事務
所に対しても注意喚起する旨を説明し
ました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等等

われたので、家に居ることが少ないと言った
ところ、携帯電話の番号を教えて欲しいと言
われ、教えてしまったが、どうしたらよいかと
の相談がありました。

等

211

不当要求
に対する
対応につ
いて

事
故
等
長野 長野南 2010年11月12日 2010年11月12日

○お客様が来所され、「障害状態不該当によ
り支給停止となっていた障害年金が、支給開
始となった。支給停止となっている期間は審
査請求をしたのに聴聞の日程を間違えて伝
えられたために行くことができなかった。その
期間（８年間）についての年金を支給するよう
に」と長時間にわたり迫られました。

○以前の審査会の判断を確認して説明する
旨回答しましたが、その当時の職員を連れて
来いなどと、聞き入られませんでした。その
後、自分にはマフィアがいる、裏に手を回す
こともできるとのことでした。年金事務所の電
話を使用し、何者かと話をし、さらに大声で罵
声を浴びせました。脅迫に当たることを警告
しましたが、やめないため、警察を呼びまし
た。

1年
金事
務所
― 0

○警官が事情聴取し、以前の審査会
の裁決を確認し、お客様に説明するこ
とを約し、お客様も了承しました。

○今回の事象を職員に周知し、同様
の事象が起きた場合の対応を指示し
ました。

事
件
等
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○ケガ人や器物の破損はありません
でしたが、他のお客様への迷惑行為
でもあり、隣接する警察署へお連れし
ました。
○お客様が警察署内でも大声を出し、
興奮状態にありましたので、別々の警
察署員よりそれぞれ（当該お客様と年
金事務所職員）事情聴取を受けた結
果、今回は被害届を提出には至らず、
相談という形に留まりました。
○納付協議については、お客様が落
ち着いてから、事業主を含め、日を改
めて行うこととしました。
○再協議の場を設けたにもかかわら

○今回の事象について、職員に周知
し、同様の事象があった場合の対応を
再確認しました。

事
件
等

2010年12月1日

○お客様が滞納保険料の協議の後、待合ス
ペースで大声を出し、設備等を倒す行為があ
りました。

○お客様が滞納事業所の差押予告通知書
により来所され、職員の説明に納得されず、
応対中に激昂され、怒鳴るばかりで話し合い
にならず、その場を退席されました。その後、
待合スペースで大声を出し、ベルト式パーテ
－ション・ご意見箱・玄関脇の灰皿ボックス等
を倒す行為がありました。

1年
金事
務所
― 0

窓口での
お客様の
迷惑行為
について

事
故
等
大阪 城東 2010年12月1日212

不審電話
について

事

○お客様（年金受給者）から「不審な電話が
あった」との情報提供がありました。

○社会保険事務所の職員を名乗る男より、
「７月頃に青い封筒でお知らせしたが、返答
がないので電話で確認している」、「医療保険
補助給付金の支払いが受けられるので、口
座番号を教えて欲しい」と言われたとのことで
した お客様は不審に思われたため 口座番

○お客様には、その場で電話により、
現在年金事務所では「社会保険事務
所」と名乗ることはないこと、「医療保
険補助給付金」といった制度は、日本
年金機構では取り扱っていないこと、
最近不審電話が多いので 個人情報

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを 事

○再協議の場を設けたにもかかわら
ず、来所されませんでした。お客様の
都合で延ばしてほしいとの一方的なお
申出がありました。なお、今後、事業
主と連絡・調整のうえ、納付方法等を
策定し、保険料納付を指導していくこと
としました。

等務所等

213

事
故
等
山梨 竜王 2010年11月25日 2010年12月2日

した。お客様は不審に思われたため、口座番
号は教えず、通知を再度送って欲しいと伝え
たところ、「支払いが遅れてしまうから（口座
番号を）教えて欲しい」と言われたが、遅く
なってもかまわないと伝えると、「再度（通知
書を）送る」と言って電話が切れたとのことで
した。

1名 ― 0

最近不審電話が多いので、個人情報
は伝えずに相手と話の内容をよく確認
し、注意をすることをお伝えしました。

な訪問に関する注意を促すコ ナ を
作成しました。

事
件
等

214

現金詐取
について

事
故
等
埼玉 大宮 2010年12月7日 2010年12月7日

○警察より、「Ａ駅東口の厚生年金の事務所
から来たという男に３０，５００円を渡してし
まったという方が相談に来ている」との連絡
がありました。

○お客様宅にＡ駅東口の厚生年金の事務所
から来たコンドウと名乗る男（６０歳前後・身
長１８０センチくらい）が訪れ、「今年４月に配
偶者が死亡したことに伴い年金の請求がで
きる。請求するための申請用紙を送付してあ
るが請求がないため来訪した。申請用紙の
再発行のために３０，５００円が必要になる。
ただし、そのお金は明後日返金する」との説
明をされたとのことです。

1名 その他 30,500

○お客様は要求どおり３０，５００円を
その男に支払ってしまったとのことでし
た。事後の対応は警察が行いますと
のことでした。
○庁舎内に注意を呼びかけるポス
ターを貼付しました。
○併せて県内事務所へ情報提供を行
いました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

61



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

215

現金を詐
取した不
審者の情
報につい
て

事
故
等
東京 杉並 2010年12月6日 2010年12月6日

○お客様より、「コンドウ」と名乗る不審者が
お客様宅を訪問したことについて電話連絡が
ありました。
○杉並年金事務所に「コンドウ」という職員は
存在しないことから、多発している杉並年金
事務所等を騙った詐欺事件と推察されます。

○お客様宅に年金事務所の「コンドウ」と名
乗る６０歳前後の大柄な男が訪れ、「老齢福
祉年金の手続きがされていない、請求期限
が切れてしまうので、杉並年金事務所に行く
ように」との話がされ、お客様が「息子の看病
で杉並に行けない」と言うと、証書代金３，００
０円、印紙代５００円を請求され、支払ったと
ころ、「領収書は今日はない」、「２日後の朝
また電話する」と言われたため、詐欺ではな
いかと疑うと、その男は携帯電話番号を伝
え、「３，５００円位の小額で詐欺なんかしま
せんよ」と言って帰ったとのことでした。

1名 その他 3,500

○お客様に対し、日本年金機構職員
が証書代金や印紙代を請求すること
はないことを説明しました。
○事件性があるため、警察に相談す
るように案内しました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

216

職員を
装った者
の訪問に
ついて

事
故
等
群馬 高崎 2010年12月2日 2010年12月2日

○お客様より、不審者が訪ねてきたとの電話
によるお申出がありました。

○男女１名ずつが事業所跡に来て、建設工
事店の看板が上がっていない等、クレームを
つけてきたとのことでした。また、受け取った
名刺には、高崎社会保険事務所「鈴木広一」
とあり、不審に思ったので電話をしたら、高崎
年金事務所国民年金課だったとのことでし
た。

1名 ― 0

○当所国民年金課より転送された電
話にて、「鈴木広一」なる者は在籍しな
い旨、お客様には回答しました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

○今回の事象について、職員に周知
し、同様の事象があった場合の対応を
再確認しました。

○お客様が退職したことにより国民健康保険
の加入手続きに役場を訪ねた際、過去の国
民健康保険料の未納を指摘されました。お客
様は指摘された国民健康保険期間は、納付
済みとして領収書を持参していたため、役場
に提示したところ、領収書に押印されていた
役場受付印は偽造であることが判明しまし

○本来、市町村役場では国民年金保険料は
領収できないにもかかわらず、平成２２年３月
と平成２２年９月の２回に渡り、お客様の勤務
先の事業主が役場へ所用で出向く際に、「つ
いでに国民健康保険料と国民年金保険料を
納付してきてあげる」と言われたため、お客
様はこの言葉を信じ、現金を預けたもので

○国民年金課長が、役場にて受付印
の件で確認しましたところ、役場の受
付印ではないとのことでした。
○お客様に、受付印が役場のもので
ないことを説明しました。また、今回の
事象について、当年金事務所としまし
ては、これ以上対応できない旨を説明

役場受付
印を偽造し
た国民年
金保険料
の詐取に
ついて

218

不審電話
について

事
故
等
佐賀 佐賀 2010年12月13日 2010年12月13日

○社会保険庁職員を名乗る男から自宅に電
話があったとのお申出がありました。

○「死亡した父親に関し、特別交付金６万円
が発生するため、社会保険庁から今年の春
頃文書を送付しているが、未だ請求されてい
ない。至急、手続きをしないと４万円に減額に
なる。振込先の確認のため文書を郵送する
ので至急回答してほしい」とのことでしたが、
そのような案内は受理していない旨の申出
が 客様 あ

1名 ― 0

○社会保険庁は現在、存在しない組
織であり、また、機構職員が口座番
号、振込先等を電話で確認することは
ないこと、また、今回の電話は振り込
め詐欺と思われるため十分ご注意い
ただくよう説明し、了承を得ました。
○機構から特別交付金は支払ってい

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

事
件
等

役場受付印は偽造 ある 判明しまし
た。
○また、お客様が保管されていた国民年金
保険料の領収書にも同様に偽造された役場
受付印が押印されていたため、お客様が当
年金事務所に来所され、納付記録を確認し
ましたところ、国民年金期間も未納であること
が判明しました。

様は 言葉を信じ、現金を預けたも
す。その後、勤務先の事業主から役場の受
付印が押印された領収書（後で無効と判明）
を渡されていたため、役場からの指摘を受け
るまで、納付済と思い込んでいたものです。

2名 その他 758,050

は、 れ以 対応 きな 旨を説明
し、あわせて民事訴訟についての説明
をしました。

事
故
等
高知 高知西 2010年3月5日

2010年9月1日
2010年12月8日217

がお客様よりありました。 ません。

219

不審電話
について

事
故
等
岐阜 岐阜南 2010年12月13日 2010年12月14日

○お客様から、社会保険の職員であると名
乗る男から不審な電話があったというお申出
がありました。

○電話の内容は「４７，０００円を新たに振り
込むので、生年月日・通帳の内容・キャッシュ
カードの色などを教えてほしい」というもので
す。
○お客様は個人情報について回答されな
かったので、被害はありませんでした。 1名 ― 0

○お客様に、通帳の内容・キャッシュ
カードの色などを電話でお尋ねするこ
とはない旨を説明しました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

62



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

事
件
等

○お客様の携帯電話に女性から電話があ
り、免除等を勧められ、同日、「タカハシ」と名
乗る男から電話があり、「年金の保険料を今
の分、２万円払えば、滞納分を払わなくても
いい状態にする。今日・明日にでも、早目に
国民年金センターの駐車場に来てください」
と言われた。自分では、１５～１６万は滞納し
ていた認識があったので、それで滞納がなく
なればと思い、２万円用意した。翌日、年金
事務所の駐車場の道路側で、背広を着た「タ
カハシ」という男に現金２万円を払った。領収
書は、「払わなくてもいいという内容のお知ら
せと共に後日送付する」と言われた。やり取
りの中で、パソコンから打ち出した用紙をコ

1名 その他 20,000

○国民年金の納付督励等を行ってい
る委託業者へ確認しましたところ、ご
本人様の携帯に担当者（女性）が架電
し、免除勧奨をしたとのことでした。
○ご本人様には、委託業者の女性が
１回架電し、免除勧奨している事実が
あること、職員の現金領収は原則行っ
ておらず、現在の保険料の納付方法
について説明しました。
○現金詐取の疑いの可能性があるの
で、警察への相談を促しました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

保険料の
詐取の疑
いについ
て

事
故
等
秋田 鷹巣 2010年12月13日 2010年12月15日

○お客様の配偶者様より、「夫が国民年金保
険料を支払ったが、不審な点がある」というこ
とで確認の電話がありました。

220

221

職員を
装った者
の行為に
ついて

事
故
等
福岡 南福岡 2010年11月2日 2010年11月4日

○お客様より、「平成２２年１０月２８日、路上
にて男(４０歳頃）が近づいてきて、年金がお
かしいので別の口座に変更する準備をして
おくよう指示された、その時、南福岡年金事
務所の国民年金課の電話番号が記載された
メモを渡された」との電話がありました。

○平成２２年１１月２日、お客様が年金事務
所に来所され、年金振込先の変更手続きを
されました。（変更先口座はお客様が新規に
作成した金融機関口座で、不審人物から指
定された口座ではないとのことでした）
○平成２２年１１月４日、お客様は不審に思
い年金事務所へ電話をしたとのことで、担当
職員の説明後、お客様から金融機関変更処

1名 ― 0

○相手の身分証明書は確認してない
とのこと、さらに男は金融機関に振込
まれた年金は自分が管理して本人に
手渡すと話し立ち去ったとのことでし
た。対応職員は職員が、そのようなこ
とは絶対にしないこと、さらに金融機関
の口座は絶対に話さないようお伝えし
ました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

りの中で、パソコンから打ち出した用紙をコ
ピーした承諾書という書類にサインをした記
憶があるとのことでした。
○滞納を認識していたこと、年金事務所の駐
車場でのやり取りだったこと、男がスーツを
着ていて年金事務所の職員に見えたことか
ら、信用してしまったとのことでした。

理の取下げ依頼があったため、金融機関口
座は変更せずに届出を取下げとしました。

222

不審電話
について

事
故
等
長野 長野北 2010年12月14日 2010年12月14日

○お客様より、不審な電話があったとのお申
出がありました。

○社会保険庁年金課イハラと名乗る男から、
「医療補助の葉書を今年春ごろ送付したが見
ているか、見ていないようなら再送する」と
いった内容の電話があった。そのようなことを
電話で連絡しているのか確認したいとのこと
でした。 1名 ― 0

○社会保険庁は廃止となっており、社
会保険庁を名乗ってお客様に電話を
かけることはないこと、また、年金事務
所で今回のような電話をしていること
はないので今後についても個人情報
を話したりしないようにお伝えしまし
た。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等
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3名 ― 0

○社会保険庁は廃止となり、公的年金
に係る一連の運営業務は日本年金機
構が行っていますので、現在は社会保
険庁の職員とは称しません。以降、同
様の電話や文書が送付されても応対
しないようにと、３名の方に注意喚起を
図りました。
○また、社会保険庁が行っていた医療
給付の業務は、平成２０年１０月から
全国健康保険協会が行っており、社会
保険庁の職員とは称しませんので同
様の電話や文書が送付されても応対
しないように注意喚起を図りました。
○あわせて、警察にも連絡したほうが

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

不審電話
について

事
故
等
滋賀 彦根 2010年12月16日

2010年12月17日
2010年12月16日
2010年12月17日

○お客様より、「社会保険庁の職員・カミタカ
と称する男より不審な電話があったので、一
応確認したい」との電話によるお問合せがあ
りました。
○同様のお問合せが２件ありました。

○社会保険庁の職員と称する男から「平成２
２年６月～７月に、還付の文書を送ったが返
事がないので電話をした。実は、医療費（ま
たは年金）の還付金４７，０００円があるの
で、金融機関名、口座番号、残高等を教えて
ほしい」との電話があったとのことでした。
○Ａ様は、金融機関名、支店名、残高を答え
てしまったため、念のため金融機関には確認
したとのことでした。
○Ｂ様は、「還付の文書など知らない」と答え
ると、「確認のうえ、再度電話する」と言って、
電話が切れたとのことでした。
○Ｃ様は、「還付の文書など知らない、再度
送付をお願いする。何なら、彦根年金事務所

223

224

不審電話
について

事
故
等
長野 長野北 2010年12月13日 2010年12月13日

○お客様より、不審な電話があったとのお問
合せがありました。

○社会保険事務所から委託されている業者
(会社名は不明）を名乗る男から、４万円振込
む手続きをしたいので、住所、携帯電話の番
号を教えてほしいとの連絡があったが、不審
に思い回答しなかった、そのようなことを電話
で連絡しているのか確認したいとのことでし
た。

1名 ― 0

○年金事務所で委託している事業所
について説明しました。なお、今回の
電話のような、振込み手続を業者に委
託していることはないので、今後につ
いても個人情報は知らせないよう、お
客様にお伝えしました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

○あわせて、警察にも連絡したほうが
よい旨を伝えました。

送付をお願いする。何なら、彦根年金事務所
に行って聞いてみる」と答えると、男は「東京
と大阪の管轄だから彦根年金事務所に行っ
ても駄目だ」と言ったとのことでした。念のた
めに、男の電話番号を聞き、電話を切ってか
らその番号に掛けても、現在、使われていま
せんのコールだったとのことでした。

225

厚生労働
省年金局
関係職員
を騙った電
話につい
て

事
故
等
高知 幡多 2010年12月21日 2010年12月21日

○お客様から、「厚生労働省年金課キノシタ
と名乗る男から電話があり、４月に医療補助
特別給付金４７，５００円の申請書をお送りし
たが、未だ申請されていない。今回は特別に
この電話で振込み口座を知らせてくれたら手
続きができる」という内容の電話があり、不審
に思い、当所に電話したとのことでした。

○お客様は話の途中から不審に思い、相手
の電話番号を聞くと「０１２０－○○○－△△
△」と答えたとのことです。
○振込口座を教えなかったら、１５分後に再
度、電話しますと言ったきり、その後は一切
連絡はないとのことでした。 1名 ― 0

○担当者が、医療補助特別給付金と
いう制度はない説明をし、また、お電
話で振込口座をお聞きすることはない
ことも説明しました。
○今後もこの様な電話等には対応し
ないよう説明し、警察にも相談するよう
説明しました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等

厚生労働
省関係職
員を騙った
電話につ
いて 事

○お客様宅に、「厚生労働省の者ですが、△
△△△さんご本人は居ますか」と男から電話
があり、はっきりと覚えていないが、「何かの
お金４７，０００円を返すこととなったが申請書
を届いているか」と聞かれ 「届いていない」

○お客様は電話の内容をもう少し詳しく聞き
たがったが、一方的に電話を切られたとのこ
とでした。
○また、それらしき申請書も送られてきてい
ないとのことでした

○国民年金課長がお客様に、厚生労
働省から給付金にかかる電話をかけ
ることはないことを説明し、今後もこの
様な電話等には対応しないよう説明し
ました

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意を促すように指
示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホ ムペ ジに 不審電話及び不審 事

226
いて 事

故
等
高知 高知西 2010年12月16日 2010年12月22日

を届いているか」と聞かれ、「届いていない」
と答えると、「申請書を送ります」と言って一
方的に電話を切られたとのことでした。

ないとのことでした。
○相手方は名前を名乗らず、身に覚えのな
いことでもあったので不審に思い、当所に電
話相談がありました。

1名 ― 0

ました。 ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意を促すコーナーを
作成しました。

事
件
等
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2010年12月24日

○職員が帰宅した際、首から名札ケースの
ストラップのみがかかっていることに気づき、
名札ケースに入れていた身分証明書等がな
く、紛失したことが判明した。

内
部

○通常は帰社時に身分証明書等を名札ケー
スごと、机の引き出しに格納していますが、
当日は書類の梱包等の作業に時間を費や
し、急いで帰宅したため、名札ケースの格納
を確認せずに帰宅してしまい、紛失したもの
です。

1名 ― 0

○身分証明書等の紛失の報告があ
り、事務室内の徹底した捜索と通勤経
路を捜索するよう指示しました。
○他の職員の応援を得て捜索しまし
たが、発見できませんでした。鉄道落
し物センターに照会しましたが、該当
物なしとの回答でした。
○倉庫へ搬出した段ボール箱に混入
している可能性もあることから引き続
き捜索をすることと、警察に届出する
よう指示をしました。
○後刻、警察への届出を確認し、機構
本部に身分証明書の再交付申請書を
提出しました。

○臨時役職会議を開催し、身分証明
書の適切な管理について全職員に周
知徹底を行いました。

職員の身
分証明書
等の紛失
について

事
故
等
大阪

事務
センター

2010年12月24日227

○一部報道機関より入札情報の一部
が事前に漏えいしていたのではないか
との指摘・取材を受けて以来、内部調
査を進めるとともに、並行して捜査当
局には全面的に情報提供を行ってま
いりました。
○今般の入札の取扱いと原因につい
て、外部の中立的な有識者に検証し
ていただく必要があると判断して、第
三者による検証会議を設置し、平成２
２年８月１０日、内部調査の検証、今般
の事案の原因分析、再発防止策の検
討および入札に関する取扱いについ
て、ご提言を受けました。「第三者検証
会議報告書（平成22年8月10日）」

○機構においては、今般のような「情
報漏えい事案の再発防止のためのア
クション・プラン（平成22年10月29日）」
を策定し、一つひとつの取組を着実に
実行していくこととしました。

（平成２２年１１月１９日、公表及び厚
生労働省ホームページに掲載済）

紙台帳等
とコン
ピュータ記
録との突
合せ業務
の入札に
関する情
報漏えい
について

○調達について、平成２２年５月２５日～２７
日に一般競争入札を行い、全国２９拠点のう
ち、予定価格を下回る入札者が存在しなかっ
た拠点を除き、受託事業者が決定しました。
○その後、一部報道機関より、本入札の官
報公示前に、入札情報の一部が事前に漏え
いしていたのではないかとの指摘・取材があ
りました。
○内部調査の結果、日本年金機構の職員
（行為者）が、一部の入札参加業者に本来秘
匿とすべき入札情報を漏えいさせていたこと
が判明しました。

○行為者が情報漏えいに至った経緯と動機
については、「第三者検証会議報告書（平成
22年8月10日）」に記載されています。
【参考】主な関係部分
○行為者は、平成２２年１月１４日に機構の
記録問題対策部に配属されているが、配属
当初より本件業務の円滑な実現に危機感を
抱いていた旨供述している。行為者は、その
主たる理由として、
ア 本件業務が過去に前例のない業務である
にもかかわらず、その準備はスケジュール的
に極めてタイトであったほか、機構内の態勢
も不十分であった（機構の担当者には本件業
務と類似の業務の経験者が限られていた）こ
と

提出しました。

―

会議報告書（平成22年8月10日）」
これを受けて、１事業者の落札した２
拠点について再入札を行うこととしまし
た。
○平成２２年１０月１４日、行為者が、
本入札に関連して、入札談合等関与
行為の排除及び防止並びに職員によ
る入札等の公正を害すべき行為の処
罰に関する法律違反容疑で警視庁に
逮捕されました。
○平成２２年１１月４日、「入札談合等
関与行為の排除及び防止並びに職員
による入札等の公正を害すべき行為
の処罰に関する法律第八条」違反の
疑いにより、起訴されたことに伴い、当
該職員（行為者）を懲戒解雇としまし
た。
○また、入札情報の漏えい先である事
業者 対 競争参加資格停 措

事
件
等

事
故
等
本部

リスク・
コンプ
ライア
ンス部

記録
問題
対策部

2010年2月5日 2010年6月4日

と
イ 従前の社会保険庁からの事業者委託案
件においては、仕様書の記載の不備等に起
因して、受託事業者との間で業務開始後にト
ラブルが発生し円滑な業務遂行が阻害され
るケースが発生しており、本件業務に関して
も同様の事態が生じる懸念があったこと
ウ 過去に同種業務の経験を有する行為者と
しては、当時同僚により作成されつつあった
当初の仕様書案の内容に不安があったこと
などを供述している。
○ この危機感が、行為者が以下のＡ社、Ｂ
社及びＣ社の担当者に情報を提供した一因
となったと考えられる。

― その他228

業者に対して、競争参加資格停止措
置（停止期間；当初３ヵ月、その後１２
月に延長）を講じました。

（平成２２年６月８日、６月１６日、６月２
８日、７月１日、８月１０日、１０月１４
日、１１月４日、公表及び日本年金機
構ホームページに掲載済）
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整理
番号
発生年月日 判明年月日 件名 事象 原因

影響
範囲

影響
区分

影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
契機

1 1999年6月 2010年9月21日

時効特例
給付金の
支払い誤
りについ
て

○支払部より、年金額歴史データに不
備の疑いがあるとの照会がありました。
○調査しましたところ、不備となってい
る方の年金履歴情報を基に時効特例
給付支払処理を行っているため、過払
いが発生していることが判明しました。

○年金給付システムのレベルアップ（平
成１１年６月）改善時における移行プロ
グラム作成誤りにより、当時移行された
年金額履歴情報の一部が本来の支払
額と異なり、当該記録を用いて時効特
例額を機械計算したため、誤った額が
算出されました。

10名 過払い 32,539,483

○対象者に対し、戸別訪問によりお
詫びを行うとともに、誤ってお支払し
た額の返納をお願いします。

（平成２３年１月７日、公表及び日本
年金機構ホームページに掲載済）

○今後、事故防止策として、確認作
業をさらに徹底していくこととします。

内部

時効特例
給付金の

○支払部より、平成２２年９月１日に公
表した８３名分以外に 同様の事象の

○年金記録を訂正して、過去に遡って
年金額の再計算（再裁定処理）を行った

○対象の方に対し、戸別訪問により
お詫びを行うとともに 誤ってお支払

○今後、事故防止策として、確認作
業をさらに徹底していくこととします

日本年金機構の平成22年12月分システム事故等一覧

2 2007年7月 2010年10月13日

給付金の
支払い誤
りについ
て

表した８３名分以外に、同様の事象の
対象者が存在するとの照会がありまし
た。
○調査しましたところ、さらに４８名の在
職停止率の判定に誤りがあることが判
明しました。

年金額の再計算（再裁定処理）を行った
際における、在職による年金支給停止
額を判別するシステム上の不具合が原
因です。

48名 過払い 21,982,396

お詫びを行うとともに、誤ってお支払
した額の返納をお願いします。

（平成２３年１月７日、公表及び日本
年金機構ホームページに掲載済）

業をさらに徹底していくこととします。

内部

3 1986年4月 2010年8月19日

繰上げ支
給の老齢
基礎年金
受給者の
特別支給
の老齢厚
生年金の
在職停止
率の誤り

○支払部より、記録整備のための再裁
定を実施したところ平成４年処理当時に
決定済の在職停止率が変更された、と
の照会がありました。
○調査しましたところ、平成４年当時の
処理時において、「繰り上げ支給の老
齢厚生年金のみ受給している者が始め
て厚生年金期間を取得したことによる
特別支給の老齢厚生年金の裁定処理」
時 在職停止率 判定 誤 がある

○在職停止率の判定においては、本
来、「繰り上げ支給の老齢厚生年金の
み受給している者が始めて厚年期間を
取得したことによる特別支給の老齢厚
生年金の裁定処理」時に係る停止率報
酬年月により判定すべきところ、プログ
ラムの仕様不良により、１記録前の資
格記録年月に係る停止率報酬年月に
より判定しておりました。

34名 未払い 364,419

○対象の方に対し、文書にてお詫び
を行うとともに、平成２３年４月定期
支払にて未払金をお支払いする予定
です。

○年金給付システムのレベルアップ
（平成１１年６月）により、正しくプログ
ラムを改修しました。
○システム開発におけるレベルアッ
プ時の影響調査（想定要件を含む）
をさらに徹底していくよう改めました。

内部

について 時の在職停止率の判定に誤りがあるこ
とが判明しました。

4 1986年4月 2010年5月

諸変更処
理時にお
ける老齢
満了年月
について

○照会案件に係る点検作業を行ってい
ましたところ、老齢基礎年金・老齢厚生
年金の６５歳到達による裁定の入力処
理を行った際、６５歳到達月と同月に６
５歳到達年月日前の資格取得年月日
の記録が存在する場合、老齢満了の条
件を満たしていないにもかかわらず、老
齢満了と誤判定されているケースが判
明しました。

○老齢基礎年金・老齢厚生年金の６５
歳到達による裁定の入力処理を行った
際、６５歳到達月と同月に６５歳到達年
月日前の資格取得年月日の記録が存
在する場合、本来はカウントされるべき
でない６５歳到達月が１月としてカウント
されるシステム仕様となっていたため、
老齢満了の条件を満たしていないにも
かかわらず、老齢満了と誤判定されま
した。

22名

過払い
17名

未払い
5名

過払い総額
1,834,789

未払い総額
311,950

○対象の方に対し、戸別訪問により
お詫びを行うとともに、過払いの方に
は返納をお願いし、未払いの方に
は、平成２３年３月随時支払にてお
支払する予定です。

○システムが刷新されるまでの間
は、毎月監視対応を行い、新たな対
象の方の拡大を防止することとして
おります。
○システム開発における新法システ
ム構築時（昭和６１年４月）の影響調
査（想定要件を含む）をさらに徹底し
ていくこととしました。

内部
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